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１ 議 事 日 程 

   〔平成31年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成31年２月21日 

                                    午後 １ 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第32号 平成31年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第33号 平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第34号 平成31年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第35号 平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第36号 平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第37号 平成31年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第38号 平成31年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  神 武   綾 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    木 村 彰 人 議員 

    〃    陶 山 良 尚 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    長谷川 公 成 議員        〃    藤 井 雅 之 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    橋 本   健 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  市民生活部長  友 田   浩        総務部理事  原 口 信 行 

  都市整備部長  井 浦 真須己                濱 本 泰 裕 

  観光経済部長  藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  教育部理事  江 口 尋 信                田 中   縁 

  経営企画課長  髙 原   清                寺 崎 嘉 典 

  高齢者支援課長  川 﨑 純 一        国保年金課長  山 浦 剛 志 

  社会教育課長  中 山 和 彦        上下水道課長  佐 藤 政 吾 

  監査委員事務局長  福 嶋   浩 

総務課長併
選管書記長 

健康福祉部長兼
福祉事務所長 

人権政策課長兼
人権センター所長 
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５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  髙 原 真理子 
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              開会 午後１時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 本会議お疲れさまでした。 

 ただいまから予算特別委員会を開会します。 

 本日の予算特別委員会は、各会計の概要説明とし、各委員からの質疑は３月13日、14日及び

15日に行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３２号 平成３１年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第１、議案第32号「平成31年度太宰府市一般会計予算について」

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） それでは、議案第32号「平成31年度太宰府市一般会計予算について」、

既に配付をいたしておりますこの当初予算説明資料に沿ってご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページをお開きください。 

 ここに予算総括表と、下段に平成27年度から５年間の当初予算額の推移をグラフとして載せ

ております。 

 一番上の一般会計、網かけの部分でございますが、平成31年度の一般会計予算総額は244億

2,623万円となっておりまして、前年度の市長就任後の６月補正後、いわゆる肉づけ予算後の

額と比較をいたしますと４億6,833万7,000円の増額、率でいいますと2.0％の増となってござ

います。 

 これ以下は、特別会計また企業会計となっておりますので、後ほど各担当部長からご説明を

させていただきます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 ２ページに歳入の款別内訳を載せております。 

 まず、１款市税でございますが、市税全体といたしましては総額82億9,235万9,000円を計上

いたしており、前年度と比較いたしますと１億8,283万2,000円、2.3％の増となっておりま

す。 

 市税の内訳につきましては３ページに載せておりますけれども、国の地方財政対策でも示さ

れておりますように、景気回復の兆しもあり、個人市民税で前年度に比べ9,710万5,000円、

2.7％の増、法人市民税で前年度に比べ3,170万3,000円、7.6％の増、固定資産税で前年度に比

べ3,449万5,000円、1.1％の増を見込んでおります。 

 また、軽自動車税につきましても、税制改正の影響もありまして754万9,000円、5.7％の増

を見込んでおります。 

 次に、２ページに戻っていただきまして、６款地方消費税交付金でございます。地方消費税
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交付金につきましては、国の地方財政対策を勘案いたしまして算定をいたしておりますが、今

年10月に実施をされます消費税率改定の影響もございまして、前年度と比較し7,000万円、

6.0％の増を見込んでおります。 

 また、消費税率改定により10月以降廃止をされます８款自動車取得税交付金につきまして

は、3,200万円、51.6％の減、合わせて自動車取得税交付金にかわって創設をされます９款環

境性能割交付金につきましては2,200万円を見込んでおります。 

 次に、11款地方交付税でございますが、平成30年度の決算見込み額をもとに算出した結果、

地方交付税全体として２億5,700万円、7.3％の増で見込んでいるところでございます。 

 次に、13款分担金及び負担金でございますが、前年度から１億328万3,000円、20.6％の増と

なっています。これは消費税率改定の影響もございますが、宅地等の建築増加が予想され、原

因者が負担する埋蔵文化財発掘調査費負担金が増加する見込みであることが主な要因となって

おります。 

 次に、17款財産収入でございますが、前年度から3,325万9,000円、54.2％の減となっており

ます。これは、いきいき情報センターにテナントとして入っておりましたマミーズが今年４月

末で撤退することで家賃収入が大きく減少することが主な要因となってございます。 

 次に、21款諸収入でございますが、前年度から１億8,164万1,000円、49.6％の減となってお

ります。これは、国の社会資本整備総合交付金を活用してＪＲ市の上踏切の改良事業を行って

おりますが、前年度は旧シルバー人材センターの移転補償金を計上していたことが減少した主

な要因となっております。 

 次に、22款市債でございますが、前年度から8,780万円、4.5％の減となっております。これ

は、地方交付税の財源不足を補填する臨時財政対策債におきまして、国の地方財政対策では前

年度比18.3％の減と示されておりますが、地方交付税との調整の結果、１億400万円、11.2％

減としたことが主な要因となってございます。 

 続きまして、４ページをお開きください。 

 ４ページには、ただいまご説明を申し上げました数字を自主財源、依存財源に分けまして、

その内訳を示しております。 

 自主財源の小計の欄でございますけれども、自主財源につきましては、財産収入、諸収入は

減となりましたが、市税、分担金及び負担金の増などに伴い、前年度から１億8,915万8,000円

の増となっております。 

 また、依存財源の小計の欄でございますが、依存財源につきましては、国庫支出金、市債が

減となったものの、地方交付税が増額となったことにより、前年度から２億7,917万9,000円の

増となっております。 

 次に、歳出のご説明をさせていただきます。 

 ５ページをごらんください。 

 ５ページには、歳出の目的別内訳を載せております。前年度比較で増減額の大きなものをご
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説明いたします。 

 民生費につきましては、待機児童の解消として、保育定員の拡充や働き方改革に伴う保育士

の処遇改善の影響もございまして、私立保育所保育費用委託料が増となったことや、後期高齢

者医療広域連合療養給付費負担金や国民健康保険事業特別会計繰出金が増となったことなどか

ら、２億2,834万円、2.2％の増となっております。 

 次に、４款衛生費につきましては、福岡都市圏南部環境事業組合負担金が増となったことな

どから、１億7,164万2,000円、10.8％の増となっております。 

 次に、６款農林水産業費につきましては、前年度補助事業であったため池工事の設計監理等

委託料や荒廃森林整備作業委託料を計上いたしておりましたが、その分が減となったことなど

から、6,542万5,000円、37.7％の減となっております。 

 次に、８款土木費につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用した市内道路改良工

事費や道路改良工事に伴う建物移転補償費が減となったことで２億3,534万3,000円、11.8％の

減となっております。 

 次に、10款教育費につきましては、太宰府西中の外壁防水改修工事や太宰府東中トイレ改修

工事による増のほか、原因者が負担する埋蔵文化財発掘調査費負担金が増加したこと、また国

の新学習指導要領に基づき小・中学校のＩＣＴ支援業務の充実などから、４億4,172万

8,000円、15.0％の増となっております。 

 次に、６ページをお開きください。 

 ６ページには、歳出の性質別内訳を載せております。 

 一番上が義務的経費となります。このうち人件費については、退職手当組合負担金の減によ

りまして3,431万5,000円、1.1％の減となっております。 

 また、扶助費につきましては、私立保育所保育費用委託料や介護訓練等給付費などの増によ

りまして7,645万6,000円、1.1％の増となっております。 

 次に、消費的経費でございますが、物件費につきましては、原因者が負担する埋蔵文化財発

掘調査費負担金が増加したことや、ふるさと納税関連業務委託料の増などにより２億3,866万

1,000円、6.5％の増となっております。 

 次に、投資的経費でございますが、普通建設事業費につきましては、国の社会資本整備総合

交付金を活用した市内道路改良工事費や道路改良工事に伴う建物移転補償費が減となったこと

で3,868万2,000円、1.6％の減となっております。 

 最後に、その他のところになりますが、繰出金につきましては、後期高齢者医療広域連合療

養給付費負担金や国民健康保険事業特別会計繰出金などが増となったことから、１億4,980万

円、6.5％の増、積立金については、公共施設整備基金へ積み立てしておりましたマミーズの

家賃収入が大きく減少することで3,033万8,000円、23.7％の減となっているところでございま

す。 

 簡単でございますが、歳出については以上でございます。 
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 なお、これ以降、７ページから15ページまでは、施政方針に掲げた７つのプラン別の主な事

業について、その事業内容等を掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上

げます。 

 以上、簡単ではございますが、私からの説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３３号 平成３１年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第２、議案第33号「平成31年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（友田 浩） それでは、議案第33号「平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別

会計予算について」ご説明を申し上げます。 

 予算書につきましては、平成31年度予算書の247ページから281ページでございます。 

 国民健康保険制度につきましては、平成30年４月１日から、市町村と都道府県が共同運営を

行う新制度へ移行しております。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書で概要の説明をさせていただきます。 

 予算書の251ページをお開きください。 

 歳入歳出予算総額は72億1,337万5,000円となりまして、前年度当初予算と比較いたしますと

１億3,675万2,000円、率にいたしまして1.9％の増となっております。 

 歳入の主なものにつきましてご説明をいたします。 

 １款国民健康保険税につきましては、平成30年度からの納付金制度の導入に伴う負担緩和措

置が平成31年度も引き続き受けられることや被保険者数の減少などから、前年度比6,730万

2,000円、率にいたしますと4.7％減の13億6,223万9,000円を計上しております。 

 次に、２款県支出金につきましては、保険給付費の主要財源となります普通交付金の増など

によりまして、前年度比１億3,030万9,000円、率にしますと2.6％増の51億3,779万9,000円を

計上しております。 

 次に、４款繰入金についてですが、保険基盤安定制度繰入金や職員給与費等繰入金、財政安

定化支援事業繰入金などによりまして、前年度比7,383万7,000円、率にしますと11.8％増の６

億9,872万1,000円を計上しております。 

 歳出の主なものについてご説明いたしますので、252、253ページをごらんください。 

 歳出の約７割を占めております２款保険給付費につきましては、被保険者数の減を見込んで

いるものの、１人当たりの医療費の増等を勘案し、前年度比２億2,576万8,000円、率にします
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と4.6％増の51億845万4,000円を計上しております。 

 次に、福岡県の市町村国保に対する交付金の財源として福岡県に納めます３款国民健康保険

事業費納付金についてですが、被保険者数が減少するとの見込みから、前年度比9,225万

7,000円、率にして4.7％減の18億6,452万5,000円を計上しております。 

 次に、６款保健事業費につきましては、特定健診に要する費用のほか、医療費適正化に関す

る費用など、前年度比230万1,000円、2.8％増の8,328万9,000円を計上しております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３４号 平成３１年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第３、議案第34号「平成31年度太宰府市後期高齢者医療特

別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（友田 浩） 議案第34号「平成31年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」ご説明を申し上げます。 

 予算書につきましては、283ページから297ページでございます。 

 286ページ、287ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算総額は12億6,607万2,000円となり、前年度当初予算と比較いたしますと

6,601万7,000円、率にいたしますと5.5％の増となっております。 

 歳入の主なものについてご説明をいたします。 

 １款保険料につきましては、前年度比6,486万円、率にして6.6％増の10億5,033万円を計上

しております。 

 ３款繰入金につきましては、当該特別会計の事務費、広域連合への事務費負担金及び被保険

者に適用されます保険料軽減額を保険基盤安定制度繰入金として一般会計から繰り入れるもの

でございまして、前年度比115万7,000円、率にしまして0.5％増の２億1,573万4,000円を計上

しております。 

 次に、同じページの下段の歳出でございますが、歳出のほとんどを占めます１款総務費につ

きましては、後期高齢者医療広域連合負担金の増額などによりまして、前年度比6,601万

7,000円、率にして5.5％増の12億6,197万2,000円を計上しております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３５号 平成３１年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第４、議案第35号「平成31年度太宰府市介護保険事業特別

会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（濱本泰裕） 議案第35号「平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 

 予算書の299ページをお願いいたします。 

 初めに、保険事業勘定の歳入歳出予算総額は51億4,685万円で、前年度当初予算と比較しま

すと１億3,657万6,000円、率にいたしますと2.7％の増となっております。また、介護サービ

ス事業勘定の歳入歳出予算総額は5,198万8,000円で、前年度当初予算と比較いたしますと15万

3,000円、率にいたしますと0.3％の減となっております。 

 次に、307ページをお願いいたします。 

 まず、保険事業勘定の予算でございます。 

 歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 １款の保険料につきましては、65歳以上の第１号被保険者保険料でございますが、被保険者

数の増加見込みによりまして、前年度比8,711万7,000円、率にいたしますと7.5％増の12億

5,568万5,000円を計上しております。 

 次に、３款国庫支出金でございますが、前年度比1,929万8,000円、率にいたしますと1.9％

増の10億3,832万4,000円を計上しております。 

 次に、４款支払基金交付金につきましては、40歳から64歳までの第２号被保険者保険料から

の介護給付費交付金が主なものでございまして、前年度比1,794万4,000円、率にいたしますと

1.4％減の13億1,019万8,000円を計上しております。 

 次に、７款繰入金につきましては、前年度比2,846万円、率にいたしますと3.6％増の８億

825万7,000円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

 308ページをお願いいたします。 

 １款総務費には、職員給与費及び介護保険事業計画等策定委託料、消費税増税に伴う電算シ

ステム改修費など１億7,471万円を計上しております。介護保険事業計画等策定委託料につき

ましては、平成33年度から３カ年の高齢者支援計画及び第８期介護保険事業計画策定のための

ニーズ調査を実施するためのものでございます。 

 次に、２款保険給付費は、歳出全体の約91％を占めており、前年度比１億1,461万5,000円、

率にいたしますと2.5％増の46億6,916万1,000円を計上しております。この増額の主な要因と

いたしましては、要介護認定者数の増加と、平成30年８月に開設しました広域型特別養護老人
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ホーム及び平成31年度に開設します地域密着型特別養護老人ホームの施設利用者の増などを勘

案したことによるものでございます。 

 次に、３款地域支援事業費は、前年度比1,159万9,000円、率にいたしますと4.1％増の２億

9,586万4,000円を計上しております。この増額の主な要因といたしましては、平成31年度中に

開設を予定しております地域包括支援センターサブセンターの人件費や事務室設置に伴う費用

などの計上によるものでございます。 

 続きまして、351ページをお願いいたします。 

 介護サービス事業勘定の予算でございます。 

 歳入の主なものとしまして、１款サービス収入につきましては、ケアプラン作成に対する福

岡県国民健康保険団体連合会からの介護予防サービス計画費収入といたしまして、前年度比

334万7,000円、率にいたしますと9.9％増の3,698万7,000円を計上しております。 

 次に、２款繰入金300万円につきましては、歳出に対する歳入の不足分を保険事業勘定で補

うためのものでございます。 

 次に、352ページをお願いいたします。 

 歳出では、１款総務費にケアマネージャーの嘱託職員賃金といたしまして、前年度比15万

3,000円、率にいたしますと0.3％減の5,148万7,000円を計上しております。 

 以上が平成31年度介護保険事業特別会計予算の主な内容でございます。 

 今後も介護保険制度の利用者の自立支援はもとより、給付費の適正化に努め、介護保険事業

の円滑な運営に努めてまいります。 

 説明は以上です。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３６号 平成３１年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい 

              て 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第５、議案第36号「平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（友田 浩） 議案第36号「平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」ご説明を申し上げます。 

 予算書につきましては、359ページから370ページでございます。 

 360ページ、361ページをごらんください。 

 平成31年度歳入歳出予算総額は39万5,000円となっておりまして、前年度当初予算と比較い

たしまして13万9,000円、率にいたしまして26.0％減の予算となっております。予算総額が減
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額となりました主な要因は、368ページをごらんいただきたいと思います。 

 368ページに記載のとおり、公債費の公債償還元金、利子の返済が前年度に完了し、廃款に

なっておりますので、これが理由でございます。 

 次に、予算書370ページをごらんください。 

 公債償還の現在高につきましては、平成29年度末で14万円、平成30年度末で０円となってお

ります。 

 なお、貸付金の償還向上につきましては、今後も個別の現状把握に努め、精力的に家庭訪問

を行うなど、償還の促進と県との連絡調整や契約弁護士と相談を行いながら滞納者対策を図っ

てまいりたいと思っております。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３７号 平成３１年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第６、議案第37号「平成31年度太宰府市水道事業会計予算

について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 平成31年度水道事業会計の予算概要についてご説明申し上げま

す。 

 水道事業の予算はこの水色のほうの表紙になりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 平成31年度におきましては、給水戸数２万6,065戸、年間総給水量578万6,094、１日平均

給水量１万5,809を予定しております。 

 第３条の収益的収入及び支出におきましては、収入を14億5,566万6,000円、支出を12億

8,895万9,000円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出におきましては、収入を6,203万3,000円、支出を５億5,792万

4,000円としております。 

 次に、具体的な収支事項をご説明申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １款１項１目の給水収益につきましては、有収水量の伸びなどで、前年度に比べ0.2％増の

12億2,080万3,000円を予定しております。 

 次に、２項２目の加入負担金につきましては、水道加入件数の伸びなどで、前年度に比べ

25.5％増の5,568万5,000円を予定しております。 

 次に、３目の長期前受金戻入でございますが、前年度並みの１億5,352万7,000円を計上して

おります。 
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 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 １款１項１目の原水及び浄水費につきましては、６億7,362万円としております。浄水場業

務委託料等が減となったことが主な要因として若干の減となっております。 

 ２目の配水及び給水費の増につきましては、修繕費の増などが主な要因となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ３目業務費につきましては、新元号に伴うシステム保守委託料の増加などが主な要因として

増となっております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ８ページの５目の減価償却費は、ほぼ前年度並みの３億7,638万6,000円となっております。 

 次に、２項１目の支払利息及び企業債取扱諸費が236万4,000円減少しております。これは、

支払い利息の利子支払いがピークを過ぎたことによるものでございます。 

 次に、９ページの資本的収入でございますが、１款１項１目の水道施設整備国庫補助金にお

いて、生活基盤施設耐震化等交付金を活用いたしまして、五条から梅香苑、太宰府南小学校間

の管の整備に2,991万2,000円を計上しております。 

 ２項１目の出資金につきましては、国の繰り出し基準に基づき、一般会計から繰り入れを行

うもので、平成30年度も６月補正において計上し、活用を図っております。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 資本的支出の２目浄水施設費でございますが、松川浄水場の耐震化工事の基本設計などによ

る委託料の増により3,610万2,000円の増となっております。 

 ３目配水施設費でございますが、先ほど資本的収入でご説明をいたしました五条から太宰府

南小学校間の管路整備工事などで３億8,653万3,000円となっております。 

 以上、資本的支出につきましてご説明を申し上げましたが、平成31年１月９日の定例議員協

議会におきましてご説明いたしました水道事業施設管路中・長期実施計画に基づき、平成31年

度当初予算におきましては、松川浄水場耐震化工事の基本設計や五条・太宰府南小学校間の基

幹管路の整備などを計上しているところでございます。 

 以下、12ページ以降につきましては、財務諸表等を添付いたしております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３８号 平成３１年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第７、議案第38号「平成31年度太宰府市下水道事業会計予

算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 都市整備部長。 
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○都市整備部長（井浦真須己） 平成31年度下水道事業会計の予算概要についてご説明を申し上げ

ます。 

 下水道事業会計の予算書は黄色の表紙になりますので、よろしくお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 第２条に業務の予定量を記載しております。平成31年度におきましては、排水戸数３万

243戸、年間総排水量719万802、１日平均排水量１万9,647を予定しております。 

 第３条の収益的収入及び支出におきましては、収入を19億6,762万5,000円、支出を14億

2,838万4,000円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出におきましては、収入を３億8,746万3,000円、支出を10億

6,561万円としております。 

 次に、具体的な収支事項をご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １款１項１目の下水道使用料につきましては、ほぼ前年度並みの11億9,319万2,000円として

おります。 

 ２目の他会計負担金につきましては、国の繰り出し基準に基づく一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

 次に、２項３目の長期前受金戻入につきましては、今年度は２億7,584万9,000円を計上して

おります。 

 ３項２目のその他特別利益の増につきましては、平成31年度に御笠川那珂川流域下水道維持

管理負担金の精算が行われ、福岡県から累積していました剰余金の返還を受けるものでござい

ます。 

 ５ページをお願いします。 

 収益的支出でございますが、まず１目の管渠費の増は修繕費の増などによるものでございま

す。 

 ２目の流域下水道維持管理費でございますが、排水量の増加に伴う維持管理負担金の増によ

り414万8,000円の増となっております。 

 ４目総係費では、人件費等の減により約490万円の減となる見込みでございます。 

 ６ページをお願いします。 

 ６ページの５目減価償却費につきましては、前年度並みの７億813万円となっております。 

 次に、７ページの２項の営業外費用でございます。 

 １目の支払利息及び企業債取扱諸費は、平成30年度と比較して約1,930万円の減となってお

り、今後も減少していく見込みでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 資本的収入でございますが、総額は３億8,746万3,000円となり、前年度に比べ4,589万

6,000円の減となっております。これは、国庫補助金対象事業の建設改良費の減などが主な要
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因となっております。 

 次に、９ページをお願いします。 

 資本的支出の１目の公共下水道整備費につきましては、大佐野台地区や都府楼団地の下水道

管の長寿命化などを進めるほか、秋山地区の雨水管渠関係の整備を予定しております。 

 概要の説明は以上でございますが、11ページ以降に財務諸表等を添付いたしております。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

 以上をもちまして各会計の概要説明は終わりました。 

 次回は、３月13日水曜日午前10時から再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） これをもちまして本日の予算特別委員会を散会します。 

              散会 午後１時36分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

 



－15－ 

１ 議 事 日 程 

   〔平成31年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成31年３月13日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第32号 平成31年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第33号 平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第34号 平成31年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第35号 平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第36号 平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第37号 平成31年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第38号 平成31年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  神 武   綾 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    木 村 彰 人 議員 

    〃    陶 山 良 尚 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    長谷川 公 成 議員        〃    藤 井 雅 之 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    橋 本   健 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（４３名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  市民生活部長  友 田   浩        総務部理事  原 口 信 行 

  都市整備部長  井 浦 真須己                濱 本 泰 裕 

  観光経済部長  藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  教育部理事  江 口 尋 信                田 中   縁 

  経営企画課長  髙 原   清        文書情報課長  平 田 良 富 

  管 財 課 長  柴 田 義 則        防災安全課長  齋 藤 実貴男 

  地域コミュニティ課長  藤 井 泰 人                寺 崎 嘉 典 

 

総務課長併
選管書記長 

健康福祉部長兼
福祉事務所長 

人権政策課長兼
人権センター所長 



－16－ 

 

  元気づくり課長  安 西 美 香                百 田 繁 俊 
 

  スポーツ課長  安 恒 洋 一        環 境 課 長  川 谷   豊 

  市 民 課 長  行 武 佐 江        税 務 課 長  森 木 清 二 

  納 税 課 長  古 賀 良 平        福 祉 課 長  友 添 浩 一 

  生活支援課長  菊 武 良 一        保育児童課長  大 塚 源之進 

  高齢者支援課長  川 﨑 純 一        国保年金課長  山 浦 剛 志 

  建 設 課 長  山 口 辰 男                伊 藤   剛 

  都市計画課長  木 村 昌 春        社会教育課長  中 山 和 彦 

  学校教育課長  吉 開 恭 一        文化財課長  城 戸 康 利 

  上下水道課長  佐 藤 政 吾                木 村 幸代志 

          中 島 康 秀        会 計 課 長  小 島 俊 治 

  監査委員事務局長  福 嶋   浩                武 島 文 緒 

          白 田 美 香 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  岡 本 和 大 

        

 

  

元気づくり課 
子育て支援センター所長 

文化学習課参事
（文化スポーツ振興財団事務取扱） 

観光推進課長兼
国際・交流課長 

産業振興課長併 
農業委員会事務局長 

文化学習課長兼
中央公民館担当課長兼 
市民図書館担当課長

建設課用地担当課長兼
県事業整備担当課長 



－17－ 

              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから休会中の予算特別委員会を再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３２号 平成３１年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第１、議案第32号「平成31年度太宰府市一般会計予算について」

を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 事項別明細書58ページの歳出１款議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 60ページから61ページまで、１款につきまして質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 続きまして、60ページから、２款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費、65ページまでですが、１目について質疑はございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 61ページ、２款１項の080防犯対策費の中の13番委託料の中の防犯カメ

ラ保守点検委託料、これ33万円と上がっていますが、去年、市内15カ所目の設置ということで

お聞きしておりますが、この33万円で新たに設置されるのかどうか、確認しておきたいと思い

ますが。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） この33万円につきましては、今年度中まで、実際にはカメラを

15カ所、30台設置しております。その分の点検委託料になっております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 現行の15台と変わってないということですね。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） そのとおりです。 

○委員（堺  剛委員） ありがとうございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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○委員（堺  剛委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 平成31年度は新たな防犯カメラは設置しないということでしょうから、

今まで15カ所を設置してきたんですけれども、その効果のぐあいを知りたいんですけれども、

ちなみに防犯の認知件数が減ったとか、そういう効果があるのかということと。 

 あと、まだまだ自治会のほうからの要望があるように思うんですけれども、そこら辺の要望

状況はどうでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） まず、防犯の効果ですけれども、実際に石坂のほうで、詳しいこ

とはもちろん警察のほうから報告はあってありませんが、いわゆる性犯罪の逮捕に結びついた

例とかは実際にあっております。ですので、効果はあるのではないかと考えております。 

 また、防犯カメラの設置ということで、看板をつけたりしておりますので、その効果もある

のではないかということで考えております。 

 あと、やはり自治会あたりからも要望があっておりまして、実際に必要な分については、市

では年間団体１台程度設置したいということで考えておりますけれども、これは平成28年、平

成29年、平成30年、ＪＡ共済がスポンサーになりまして、各自治会のほうに防犯カメラを設置

しないかという働きかけがあっております。それで、実際に水城区、五条区、通古賀区に設置

をしております。 

 また、平成31年度の予算は計上しておりませんけれども、実は福岡県の性犯罪防止対策防犯

カメラ設置支援事業の補助金、これが県知事選の関係で骨格予算になっております。その関係

がありまして、今回当初予算のほうには計上しておりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） そしたら、県のほうの補助によっては、年度途中にまた新たに設置する

可能性があるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） そのとおりです。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 関連して私のほうから。１回一般質問を行ったんですけれども、総務

文教常任委員会で１回松戸市のほうに視察に行かせてもらいまして、非常に犯罪が多かった

と、そこで防犯カメラをいっぱいつけて、非常に激減に近いぐらい減ったということで参考に

したいと思うんですが。要は、うちが年に１台というたら、１台つけたら古いのがそろそろ壊

れるぐらいの感じですよね。じゃなくて、そこは民間に自費でつけさせるんですよ、そしてサ
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ーバーでデータを管理するというやり方をしとるんですよ、もちろん経費はかかりますけれど

も。そういうふうなやり方というのは検討はされておられますか。 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） 設置につきましては、いろいろな手法、なるべく市の方の負担に

ならないようにということで考えてはおるんですけれども、例えば自動販売機の売り上げに基

づく設置とか、そういうふうなことも検討はしておるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） わかりました。いろいろ検討してください。 

 ほかにございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 65ページの、ページは続きますけれども、63ページの秘書事務費のとこ

ろ、最後の65ページのところに前年度の予算にはなかった新たな負担金として全国青年市長会

負担金というのが今年度新たに計上されていますけれども、まずこの青年市長会というのは通

常の市長会との違い、それとどういった活動を予定されているのか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 全国青年市長会負担金につきましては、今回、楠田市長が就任をされ

て、この全国青年市長会というのに加入をされましたので、それでつけている負担金でござい

ます。 

 年代がどのあたりだったか、詳しい資料は持ち合わせていないのですが、全国の若手の市長

さんたちで、例えば政策研究をされたりとか、そういうところでの連携を深めて、要望活動を

行っていくとか、全国市長会の若手版みたいな、そういうふうなところと捉えていただければ

いいのではないかと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 市長、お答えは。 

○市長（楠田大蔵） 私も年齢制限をはっきりは覚えてないんですけれども、多分50歳前後ぐらい

までだと思いますが、私もその世代に入っておりまして。 

 歴史としましては恐らく30年ぐらい前からある組織でして、近隣で言いますと、高島市長な

り、佐賀の武雄の小松市長なり、そういう方々も入っておられます、かなりの人数でもありま

すし、全国市長会に合わせて開かれもしますし、あと研修なども年に１回ありますけれども、

研修にはまだ私は参加はしておりません。あくまで世代を区切った集まりであります。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 確認しますけれども、この青年市長会というのは加入は任意なのか、そ

れとも年齢の部分で強制というのか、そういうのはどういうふうになっていますか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） あくまで任意であります。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 
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○委員（藤井雅之委員） 要望ですけれども、新たに入られるということですから、その部分の活

動の報告あるいは施策の部分をきちんと市民に還元していただくような活動をしていただきた

いと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。市長。 

○市長（楠田大蔵） 承りました。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、64ページ、２目文書費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、３目法制費、67ページまでですが、質疑はござ

いませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４目広報費について質疑はありませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 広報費の320市政だより費、67ページです。これ金額が1,160万円ほど上

がっていると思います、ページ数を増やされるのかなということなんですけれども。 

 １点は、現場のほうから言わせていただくと、非常にまた重たく冊子がなって、非常にご負

担を市民にかけるんではないかなというのが１点。 

 それと、増ページされる根拠、内容について、おわかりになればご回答をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） お答えさせていただきます。 

 こちらにつきましては、これまでの契約が平成30年度で完了ということになりまして、平成

31年度から新たな業者さんと契約を結ぶということで、実は２月に新たな業者さんを入札で決

定いたしました。今回のこの1,164万3,000円につきましては、ですから入札前の平成30年度の

当初予算に債務負担をさせていただいておりました、その金額に基づくものでございます。 

 実際は、契約額が２年間で1,770万円ほどということになっておりますので、予算は1,100万

円ですけれども、大体昨年度の当初予算額886万7,000円からプラス40万円ぐらいということで

なっております。 

 今、堺委員がおっしゃられましたページ数の増刷等については、今のところは増やす予定は

ございません。前年度同様ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（堺  剛委員） 結構です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 
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○委員（長谷川公成委員） 67ページ、322市長と語る会費なんですが、これは会場等上がってい

ますが、自治会44カ所で計算しているのか、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらについては、平成31年度以降、今の自治会とも調整中で、ま

だ確定はしておりませんが、今委員おっしゃられていましたように、平成30年度が10自治会を

回らさせていただきました。残り34自治会ありまして、そちらにつきまして今後回らさせてい

ただく予定ということで、この予算につきましてはその残りの自治会のところを全て回るとい

う前提で予算は上げさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかに。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 予算説明資料の８ページ、プラン１のところなんですけれども、その中

に市民の意見箱へのオープンかつスピーディーな回答という表現がありまして、こちらのほう

はなかなか予算的にはあらわれてこないと思うんですけれども、これ具体的にはどういう形で

オープンかつスピーディーな回答をされるのかということですね。ちなみに、今でも市役所の

ほうから、お問い合わせしてもちょっと回答が遅いという声を私聞いているんですけれども、

これの具体的な取り組みの内容についてお答えください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 市民の意見箱でございますが、週に２回回収をさせていただいてお

ります。実際に投書等はございまして、それに対しましては市長まで決裁を受けまして、報告

をいたしまして、早急に回答するようにしておりますが、関係機関が多数の課にまたがる場合

は、経営企画課のほうでそちらのほうを調整させていただいて、それぞれの担当課のほうから

回答案を上げていただいて、それをまとめて、その質問をされた方に回答しているということ

で今のところ進めております。 

 また、このオープンにつきましては、市長への意見といいますか、投書のところに公開して

もいいですかというところを意思表示を聞いております。公開してもいいというものについて

は、今後、その後ですけれども、公開をしていくようにしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） スピーディーなということなんですけれども、標準的な回答期限という

か、そういうのを設けると非常にわかりやすいような気がするんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） これは質問の内容によって、具体的にはその回答までの日数という

のは今の現時点では違っておりますけれども、基本的には10日前後を目指して調整はしており
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ます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 じゃあ、私も関連して１つ。昨日の新聞、読売か西日本かはっきり覚えておりませんが、佐

賀市がＡＩを使ったホームページで市民のさまざまな質問等に答えるということをやっている

と、それが非常に今現在、うまくいって、ほとんど苦情がなくて、何と一般的な電話がうんと

減ったそうです。その分、人間の職員の時間があくから、窓口のほうでの対応にいっぱい回せ

るということで、さらに国保とか、税金関係とか、それとか異動ですか、そういうふうなのを

まず最初にやっていたと思うんですが、さらにこれを広げていきたいというふうなことが記事

に載っていたんですが、本市としてまずいきなりＡＩですが、ＡＩを取り入れたこういうふう

な対市民的なサービスというのは何か考えておられますか。 

 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 今委員おっしゃられたように、ＡＩあるいはＲＰＡ――ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション、こういったものについては、全国の自治体で導入が今、試

験的にですけれども、進んでいるという状況についてはこちらのほうも把握をしております。 

 ただ、市としましても、今後、こういったところも検討していかなければいけないというふ

うには考えておりますが、具体的にいつからどういうふうな業務について導入していこうかと

いうところまでは、今のところは至っておりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 一般質問で徳永議員でしたかね、保育所の待機児童の処理等々にも大

いに役立つという指摘もありましたし、研究のほうをお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 広報の件でございますけれども、今年１月から紙面が大幅にリニューア

ルされたということで、まだ３回しか発行されておりませんけれども、その間、市民から反響

とか、そういう変わったことについて意見とか何かがあれば教えていただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 具体的に私のところには直接市民の方からどうのこうのということ

でご意見はまだ賜っておりませんが、手前みそになるかもしれませんが、市からのお知らせを

前のほうのページに持ってきて、さらにページ割りを見やすく工夫をしておりますので、そこ

については今までよりは見やすくなったんじゃないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、５目財政管理費について質疑はございません
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か。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 67ページ、委託料の新公会計支援業務委託料440万円というのがあ

るんですけれども、内容について説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらにつきましては、昨年度の決算からこちらのほうは始まりま

して、国の指針でございます公会計の基準、決算ですけれども、こちらが新しく制度が設けら

れまして、その新しい制度に基づいてこの新公会計ということで決算を処理しております。 

 具体的には、こちらにつきましては業務委託で昨年度から実施をしておりまして、この業務

委託料が440万円ということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 68ページ、６目会計管理費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７目財産管理費、71ページまでですが、７目について質疑

はございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 審査資料をお願いしておりますので、４ページで質問させていただきま

す。 

 ２点ご質問させていただきますけれども、まず４ページのほうに公用車のドライブレコーダ

ーの配備状況と計画を出していただいていますけれども、現在、34台か35台だったと思います

けれども、一般会計の公用車の中でこの台数と計画ということですけれども、このドライブレ

コーダーのレコーダーで保存されているデータの管理、そこはどこの課が責任を担う形になる

のか、データの管理についてはどういう方法をとっておられるのか、現状をまずお聞かせくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 初めに、台数の関係でございますが、公用車は今市全体で108台ござい

ます。そのうち一般会計分が99台ということで、その中で管財課の集中管理で管理してござい

ますのが34台です。そういう全体の中で今13台にドライブレコーダーがついておりますが、実

際にレコーダーのほうの定期的な内容の確認等はしておりませんが、管理の所管課としまして

は管財課になるというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） データの管理は。 

○管財課長（柴田義則） 管財課になるということで認識しておりますが。 

○委員長（門田直樹委員） 管理内容はいいんですかね。 

○管財課長（柴田義則） 特に定期的な管理は行っておりません。 

○委員長（門田直樹委員） してないね。 

 よろしいですか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） わかりました。それは、じゃあ今後の課題としていただきたいというこ

とを要望しておきます。 

 それと、備品購入ですかね、軽自動車がまた220万円上がっているのは、これは公用車の位

置づけでよろしいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 老朽した自動車の買いかえということで、軽自動車２台分を計上させて

いただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） それに関連してお伺いしたいのは、消費税増税が10月に控えております

けれども、車の購入等も契約前後によっては増税前にもう既に10％が課税されるという、そう

いうようなケースがあるということが日経新聞で報道されているのを見聞きしたんですけれど

も、契約に当たっては、これは当然８％の中で対応していきたいというふうに考えておられま

すか、今。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） １台分はもう既に15年以上経過ということですぐに買いかえたいという

ふうに考えておりますが、１台が今既にリース契約をしております電気自動車がもう７年の契

約終了を迎えるんですが、そちらのほうが８月末だったというふうに認識しておりますが、ち

ょうどぎりぎりですね、消費税の増税時期の直前にリース切れということで、何とか早く契約

のほうができればと思いますが、ちょうど際どい時期に差しかかるのかなというふうには認識

しております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（藤井雅之委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 69ページの公共施設整備関係費の積立金の基金積立金なんですけれ

ども、この金額が前年度から減っていると思うんですけれども、その分はいきいき情報センタ
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ーのマミーズさんの家賃収入減ということでよろしいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） お見込みのとおりです。今までマミーズさんの家賃収入、12カ月分を基

金に積み立てるというふうにしておりましたが、今回は１月分ということで大幅に減額になっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） その後、マミーズさんの後の事業者さんのお話は何か進んでいるこ

ととかはありませんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 委員さんご承知のとおり、４月末までの契約となっておりますので、い

よいよ残り２カ月を切った状態となっております。そのような状況の中で、マミーズさんのほ

うとも現時点で後継事業者があらわれるというような情報はまだこちらのほうには伝わってお

りませんので、引き続き協議をまだ継続して状況を伺っているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 関連して、この基金についての見込みなんですけれども、マミーズさ

んの撤退によってということなんですけれども、ただ下限として、これだけは積み立てていこ

うというような計画であるとか、今までの累計から考えて幾らぐらいの何年間のうちに目途と

かという形とかという計画は何かあられますか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 公共施設整備基金につきましては、現時点で、平成29年度末です

が、約７億5,000万円弱ほど今のところございます。この金額が多いのか少ないのかというの

はそれぞれいろいろ議論があるかと思いますが、近隣に比べるとやはりこれは少ないというこ

とで認識をしております。 

 したがいまして、今後ですけれども、この公共施設整備基金につきましては、ここを中心に

積み立てていかなければいけないということで私ども財政担当としては考えております。具体

的な計画というのは、今のところ、ありませんけれども、決算に応じまして、できるだけここ

に中心に積み立てたいというふうには考えております。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ありがとうございます。そうですね、マミーズさんの撤退によってこ

こが大きく変わると大変なことになると思いますので、その点よろしくお願いをしたいと思っ

ています。 

 それと、71ページの992の庁舎維持管理費の中の工事請負費で7,100万円ぐらいの金額、これ
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はどういう工事になるのか、また急な工事なのか、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 庁舎の分につきましては、もともと庁舎のほうで修繕計画というのを立

てておりまして、庁舎の外壁と屋上の防水工事を平成31年度から平成32年度の２カ年にかけて

行うようにしておりますので、こちらが主なものになります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 臨時工事とはまた別ということですね。臨時工事については急なこと

になっているんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 臨時工事につきましては、今庁内のトイレ等の給排水機器の老朽化等も

ございまして、よくあるトイレの故障だとか、あといろいろな庁舎全体の施設にかかわる、突

発的な補修等に対応するための工事費でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ちょっと戻って、また71ページの普通財産管理費、この中でのマミーズ

の関係なんですけれども、先ほどのご回答があった中で、引き続きそれに関して、一応３月末

までマミーズさんと契約があるというところで、今そこのマミーズさんの後継の店舗なり業態

はマミーズさんが中心になって探されているということなんですけれども、これ質問というか

お願いなんですけれども、もう秒読み段階なんで、市が主体となってあそこの１階をどういう

ふうに具体的に活用していこうかということも含めて考えなきゃいけない時期ではないかと思

う中で、当然４月１日には、今１階はいろいろな備品がまだ残っている状態だと思います。４

月１日はもう空の状態になるというふうに私は思うんですけれども、そこら辺の……。 

              （「４月いっぱいまで」と呼ぶ者あり） 

○委員（木村彰人委員） ４月いっぱいまで契約でしょ。契約が終わったら、そこら辺しっかり管

理していただいて、次のステップの段階に移らなきゃいけないということを漫然と待っとくん

じゃなくて、もう考える時期じゃないかと思うんですけれども、これについてはいかがです

か。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 委員さんおっしゃるとおり、もう残り２カ月を切っているというところ

で、もう今現在、先ほども申しましたが、後継店舗というふうなお話もまだ今のところ確定的

なものもございませんので、マミーズさんのほうから申し出があっておりますのは４月末まで

の契約終了に向けて、例えば中のいろいろな動産の片づけ等、搬出も含めて協議を行っている

ところでございます。 
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 それとあわせまして、こちらももちろん契約終了後のいろいろな活用の方策につきましても

数案検討しながら、並行して進めているところでもございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん漫然と待っているわけではありませんで、自薦他薦のさまざまな情

報も来ております。 

 しかし一方で、マミーズさんの契約期間が残っている間に、こちらのほう、例えば私の個人

的な関係で進めていくことも逆にさまざまなご批判もいただくところでありましょうし、そう

した中で慎重に進めております。 

 そうした中で、マミーズさんが仮に４月まで後継店舗のご紹介がなければ、その後はやはり

公募などもしっかりとしながら、疑われないような形で進めていくことも重要でありますの

で、決して漫然と待っているわけではないということはお伝えをさせていただきます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 今の関連ですけれども、方向性としては、マミーズさんがあいた後

にどなたか事業者に来ていただく、スーパーなりに来ていただくという方向で進めていくとい

うことでよろしいんでしょうかね。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 現時点においては、マミーズさんのこれまで使われていた備品などもそのま

ま残されている状況もありますので、同じような業態の方に入っていただくのが一番継続的で

あるというふうに考えておりますが、仮にそのマミーズさんが４月までの間に新たな後継がな

いということであれば、その後はさまざまな可能性も探ってまいりたいとも思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 質問があるからつい聞くんやけれども、じゃあ今の建物をそのまま使う

というのが前提で今のやりとりはあっているんですかね、執行部の見解としては。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろんいきいき情報センター自体が老朽化してきておりますので、行く行

くは新たな建物を考えていかなければならないと考えておりますが、しかしそれにしても数年

は少なくともかかるであろうという間のその数年間、どのような形で使うかということも考え

ていく責任もありますので、少なくとも建てかえまでの期間の間は新たにあいたところに何に
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入っていただくか、どういう使い方をするか、こういうことはまず検討していかなければなら

ないと考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 今何でこういう質問が出たかというと、最初に、そして２回ぐらい聞きましたかね、全協等

と、今村山委員が言われたように、もう老朽化しているので、五条の再開発を含めて考えてい

きたいというたしか聞いているんですよね。それが、何か今のご説明の中じゃあもう使い続け

るという言葉が、今数年と言われましたけれども、この数年が、一回入居というか入られる

と、なかなかこちらの都合でこの先どうこうとはもう言えなくなるので、しばし考えていきた

いということであったんですが、途中経過がなくて、今もうそこに入れちゃうというふうな話

でしたからこういう質問になったんですが、ということはあと数年はそういうふうな現状とい

うか、建物としては使い続けるということでよろしいんですかね。 

 市長。 

○市長（楠田大蔵） これははっきり何年とはなかなか申し上げにくいのですが、いずれにしまし

ても、最終的に公共施設の再編計画の中で、五条のいきいき情報センターをどのようにしてい

くかということは当然の課題になるでしょうし、それにあわせて五条自体をどのように再開発

していくかということもまた別のさまざまな会議で議論していくということになると思いま

す。 

 そうした中で、ただその議論もある程度さまざまなご意見もいただきながら、有識者のご意

見などもいただきながら進めていくことを考えますと、すぐさまこのいきいき情報センターの

建てかえの結論を出すということはなかなか難しいとも考えておりまして、しかしその議論し

ている間は、そのまま漫然と建物をそのままで、あいたスペースもそのままというわけにはい

かないと思っておりますから、これもまた別の形でその建てかえが決まるまでの間は考えてい

かなければいけないであろうと。 

 その際に、入ってしまえばまた建てかえのときにすぐ出ていってくれということはなかなか

難しいということもお互いの関係の間であると考えられますけれども、しかしそこも含めて、

例えば建てかえの間の契約で認めてもらえるならば入ってほしいとか、そういう契約の中でさ

まざまな取り決めをしていくことになろうかと考えております。 

 いずれにしましても、建てかえた後の話と建てかえるまでの話は少し分けて考える必要があ

ろうかと、それも市民の皆様のやはり望みではないかと、そのように考えております。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、70ページ、８目契約管理費、73ページまでですが、８目に

ついて質疑はございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 73ページの契約管理費の中で、契約管理システム賃借料というのが今回
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上がってきてないようなんですけれども、これ契約管理システムが何か変わったのか、お伺い

します。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 契約管理システムにつきましては、平成25年度から平成30年度、あとも

う３月末までですが、５年間の債務負担で契約をしておりました。この５年間の内訳につきま

しては、先ほど委員からご指摘がありましたように、システムの構築料といいますか、賃借料

等と合わせまして、保守委託と２本立てで契約しておりましたが、今回切りかえるに当たりま

して、今までの構築分の分割分の費用というのが終了しまして、新年度以降は保守委託のみと

いうことで大幅な減額にはなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） そしたら、５年間経過して、新しい次の期間に移ったということで賃借

料が発生しないということですね。 

 実はこれ入札制度改革に関連したところでお伺いしたいんですけれども、ちなみにこの契約

管理システムですけれども、福岡県のほうに共同システムというのがあると聞いております。

それは福岡県が構築したところで、県内の市町村がそれにかたる形で契約管理システムを利用

できるという話ですね。入札制度改革の中で、それこそ一般競争入札を非常に機動的にできな

かったということが前回非常に反省するところだと思いますので、この共同システムのほうに

かたらないかどうかというのがまた非常に疑問に思っていたんですけれども、それの検討とか

はなされたことはありますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 委員ご指摘のとおり、共同のシステムといいますか、そこのあたりは全

体の市町村自体もそういう形で統一していただいたほうが本当は運用的にもやりやすいという

ことで考えてはおるんですが、実態としては今各市町村ばらばらでございまして、特に電子入

札等につきましては県のほうからも一緒にやらないかというお声かけもあっておりますが、な

かなか費用対効果等含めて実現には至ってないというような状況でございまして、当然検討と

かそういう調査のほうは並行しながら常に進めているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ぜひこの電子入札共同システムのほうの検討を、一回検討してもう諦め

るんじゃなくて、近隣市町村の状況も踏まえながら、しっかりこれ福岡県標準のほうに合わせ

たほうが非常に本市のほうとしてもいいことがあるんではないかと思っていますので、よろし

くお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、９目財政調整基金費について質疑はありません

か。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 財政調整資金積立金、今回600万円ほど計上されていますが、これで残

高は幾らになります。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 財政調整資金のほうですが、これ予算ベースなんですが、平成30年

度末で約25億円少々ということになっております。 

 また、平成31年度につきましては、こちらのそれにプラスしてこの金額、約600万円ほどを

足しまして26億円近くぐらいになる見込みだというふうには考えております。さらに、平成

30年度の決算、それについてはここに積み立てができるかどうかということでまた数字は変わ

ってくるかもしれません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） これは不足を生じたときの調整財源だと思うんですが、去年、平成30年

度の支出した実績がありましたら教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 予算ベースなものですから、まだ平成30年度は実際に取り崩しとい

うのは行っておりません。大体年度末、出納閉鎖期間中に決算の状況を見ながら取り崩し等を

行うというところで毎年やっているような状況でございます。 

 ちなみに、予算ベースでは、今のところですけれども、約７億円ほど取り崩すと、基金繰り

入れというところで予算ベースではしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、10目人事管理費、77ページまで、10目について質疑はござ

いませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 75ページの990職員採用事務費についてなんですけれども、今他市に

おいても公務員試験廃止の流れになってきていて、採用の仕方がすごく今時代の流れとともに

変わってきています。どちらかというと、知識、学問というか学歴よりも地頭というか、コミ

ュニケーション能力とか、そういったところの評価をしていくというような今公務員採用にな
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っているところも多くなってきているんですが、近隣市なんかでもそうなんですが、本市の採

用の仕方について、この件についての見解をお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 最近、特に全員面接とか、筆記試験をなくすとか、そういう取り組みを

していらっしゃる自治体も出てきております。近隣でも、春日市さんあたりは全員面接という

試験方法をとられております。 

 太宰府市としましては、１つは専門職のほうは昨年から一般教養試験のほうはやっておりま

せん、専門職の試験のみ、筆記試験ではありますけれども、専門試験のみというふうにさせて

いただいております。 

 一般事務につきましては、筆記試験、それから集団面接、最後に最終面接という３段階で実

施しておりまして、面接のみではかれる部分がどこまであるかというのも実際試験をする側か

らすると、いわゆる公務員専門学校等でトレーニングをして受験してくる人がかなり多いの

で、そこは試験をするこちら側の、試験官側の逆に力量ということにはなると思います。法を

もとに事務をしたり、文書作成などもしますので、一定ある程度の事務能力というのは必要と

いうふうに考えますので、筆記試験ですとか、論文ですね、作文になりますけれども、そうい

うものは一定課していく必要はあるのかなというふうには思っていますので、面接のみでとい

うところまでは今のところは考えておりません。 

 ただ、事前に市役所の仕事の説明会等、市の仕事を理解していただくような働きかけ等は行

っていきますので、そういうところに来る学生さんなりの様子とかはある程度見れるのかなと

いうふうには思います。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ありがとうございます。バランスということが大事だということなん

でしょうけれども、春日市さんとかも一番最初に面接をすることになって応募者が非常に多く

なったというようないい例もありますし、いいところだけチョイスしながら、本市でもつくっ

ていけばいいかなと思います。 

 それと、もう一つお聞きしたいのが、専門職についてなんですけれども、特に福祉分野の専

門職、保育士、保健師、それから助産師あたりもそうなんでしょうけれども、また心理士あた

りとかの福祉関係の専門職の方たちが、きちんと公務員としての位置づけの中で、そこの課

長、係長というところを担うというところが結構福祉が進んでいる自治体では多いんですけれ

ども、そういった専門職を嘱託でとるという考え方ではなくて、公務員のきちんとした採用の

枠でとるというような流れというのはどういった見解なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 特に福祉部門につきましては、専門職の必要性というのは言われてきて

いるところではございます。平成31年４月は社会福祉士を１名採用をいたします。保健師、保

育士についても例年程度の人数は採用しております。 
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 あと、来年４月、今回提案をさせていただいておりますけれども、子育て支援センター、そ

れから保育所長、専門職を課長職として責任あるポストに据えるというところもあわせてして

おりますので、正職員として専門職というのは今後も必要にはなってくるとは思いますので、

そこは今後の人数の推移等を見ながら採用については検討していきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） 関連ですけれども、去年の印刷製本費が26万円ぐらいだったんですけ

れども、決算がどれぐらいになっているかわかりませんけれども、今回その倍、50万円になっ

ています。その内容と、採用人数が何名ぐらい予定されているのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 印刷製本費の増額につきましては、これは職員採用のパンフレットを作

成するんですけれども、これを充実をさせるというところで考えております。 

 それと、採用人数でございますが、平成31年４月の入庁予定者ということでよろしいです

か。一般事務が７名、土木技師１名、保育士２名、保健師１名、社会福祉士１名、文化財技師

１名、計13名でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 関連しまして、同じ75ページの職員採用事務費なんですけれども、今の

ご質問に関連して、印刷製本費、パンフレットを充実させるということでした。非常に重要な

ことだと思うんですけれども、去年、市長みずから、あと職員が直接語りかけるという取り組

みをされたと思うんですけれども、そのパンフレットの充実と並行して、違う取り組み、今年

も非常に期待するところ。 

 もう一つは、ホームページですよね、通常受験者がまずのぞくというのは、いきなりパンフ

レットを手に入れるというよりも、ホームページをのぞいて、しっかり他市町村と比べるとい

う行動をするような気がします。そこら辺で、パンフレット以外の取り組みを今年もしっかり

やっていただきたいんですけれども、これについてはいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 委員おっしゃいました市長が直接語りかけるという市役所の仕事の説明

会というのを平成30年度に初めて実施いたしまして、時期がもう少し遅かったかなと思いまし

たので、平成31年度は４月14日日曜日の予定で計画しております。 

 それともう一つ、民間の就職サイトといいますか、リクナビさんというところがございまし

て、そちらが呼びかけていただいて、この近隣の市で合同の説明会を１回、４月にするように

しております。 

 それから、各大学とか公務員専門学校、そういうところからお声がけいただいたところに
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は、太宰府市の仕事とか、太宰府市役所の魅力と、そういうところを説明しに行くということ

で、それは随時させていただいております。 

 今のところ、新年度に計画している分は以上でございます。 

 あと、ホームページにつきましては、パンフレットができましたら、それをホームページに

掲載して、学生さんに見ていただいて、そこを展開していくというふうにさせていただければ

と思います。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） パンフレットはページ数に限界があるんで、それをアップして同じもの

を載せるだけじゃ物足りないかなと。パンフレットに載せ切れなかったものをしっかり逆に、

ホームページというのは無限ですので、そこに載っけると、そうするとしっかりＰＲができる

んじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 市長。 

○市長（楠田大蔵） 多数ご関心いただいておりまして、ありがとうございます。 

 まず、採用についてでありますけれども、私ども近隣のそうした動きも、先ほど小畠委員の

ご指摘もありましたが、注目をしております。 

 まず、それでもなお今の制度で始められることとしまして、試験の点数の最低ラインが今ま

ではある程度試験の点数がいい一部の方だけを面接していたということでありましたけれど

も、少なくとも昨年、今回の採用から、その点数の一番最低ラインをかなり下に置きまして、

面接を多目に、３倍ぐらいの方を面接すると、その分朝から晩まで我々も面接をするのはなか

なか大変でありましたけれども、少なくともそのラインを下げて、面接をする人数を３倍に増

やして、特に人格重視といいますか、そうしたことをまずは今の制度でも心がけたところであ

ります。 

 加えまして、ホームページの活用などはもう当然のことでありまして、ここも私もＳＮＳな

ども使っておりますけれども、そうした観点からホームページも随時更新していくという工夫

はこの機会にさらにやっていきたいと思っておりますし。 

 また、１つ、昨年の恐らく６月だったと思うんですけれども、就任してすぐ私も、就任して

からの事項になりましたので、少し遅かったですが、それを２カ月前倒しした上で、全体

100人ほど来ていただいたんですけれども、全体で質問をとってもなかなか質問しづらい雰囲

気もありましたので、今回は班で分けて、職員が１人入りまして、その中で意見交換をすると

いうことも今回の新しい取り組みで説明会の中で行おうと、そうした中でどのようなことを本

当に知りたいのか、学生がどのような役所を求めているのかといいますか、そういうことをも

っとより的確に対応できるようにまずはしていきたいとも考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、76ページ、２項企画費に入ります。１目企画総務費、81ペ

ージまでですが、１目について質疑はありませんか。よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 79ページ、総合企画推進費の中で、総合戦略推進委員という形で、総合

戦略会議をまちづくりビジョン会議の委員にするという形で内容をバージョンアップするとい

うようなご説明を受けておるんですけれども、具体的にどのように変わるのかということと、

また委員の人選も大分変わるのではないかと思うんですけれども、こちらの方針についてお伺

いします。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらにつきましては、今委員ご指摘のとおり、総合戦略推進委員

会、こちらのほうの委員さん方にまた新たに総合戦略を策定をするというところで、その会議

も含めて、さらに長期的な視点といいますか、全体的なまちづくりということで、先ほどご指

摘ありましたまちづくりビジョン会議というところの位置づけも兼ねて実施をしたいというこ

とで、今回予算のほう、委員の報酬を上げさせていただいているところでございます。 

 人選につきましては、現在、調整中ということですので、まだ確定はしておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 同じところなんですけれども、去年までは外部評価委員会制度というの

があったと思うんですけれども、今回は外部評価委員会がない形になるんですけれども、これ

についてのなくなった理由、それと、前回まで一定の予算と時間をかけて積み上げてきたもの

があると思うんですが、これをどういうふうに生かされたのか、生かされるのかについてお答

えください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 外部評価委員会につきましては、平成28年から平成29年、平成30年

ということで３年間実施をさせていただきました。委員さんの任期がこのたび平成31年中で切

れますので、この外部評価につきましては、今回の３年間を目途に一回見直しをするというと

ころで、今回平成31年度当初予算のほうには予算のほうは計上はしておりません。 

 ３年間の成果でございますが、ご指摘いただいた内容等につきましては今後の行政施策等に

反映をさせていただくというところで、予算面でも、例えばですけれども、都市計画関係のま

ちづくりとか、高評価をいただいた点等もございますので、そういったところについてはまた

新たに力を入れていかなければいけないというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 外部評価委員会、外からのチェックというのは非常に私は意義があった
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んじゃないかと思うんですけれども、今のところ、時間を置くという形になると思いますが、

これ将来的になんですけれども、外からのチェックというのを導入することについての考えは

あるのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 外からのチェックでございますが、一旦この３年間の総括じゃあり

ませんけれども、そういったところのもう一回見直しをしまして、さらに今後、この評価のや

り方がどういうのが適切かというところを再度検討をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ちょっと変わりまして、これは予算説明資料の11ページなんですけれど

も、ふるさと納税事業のところで、「ＴＨＥ ＤＡＺＡＩＦＵ プロジェクト」として太宰府

らしい返礼品の発掘、開発を行っていくということで表明していらっしゃるんですが、この具

体的な「ＴＨＥ ＤＡＺＡＩＦＵ プロジェクト」の進め方、どういう形でこれを進めていか

れるのかをご説明してください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらにつきましては、先日も記者会見等でも発表はさせていただ

いたところでございますが、新たな返礼品等の開発等も含めまして、太宰府の新たな魅力を発

信するためにも、いろいろな業者さんのほうにお力をかりて、そういう企画も出していただき

ながら、新たな商品開発、新たなノミネートをどんどん行っていこうというふうに考えており

ます。 

 具体的には、太宰府らしいというところで、ふるさと納税につきましては総務省からの指導

等もございまして、地場産品という縛りが今後きつくはなってきます。そういったところで、

太宰府らしい、太宰府にゆかりのある、そういった返礼品ということを今後開発していかなけ

ればいけないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） わかりました。進め方なんですけれども、ちなみに中心になる担当課と

しては経営企画課でいいのかということと。 

 もう一つ、全国ふるさと納税で非常に頑張っているところというのは、職員がすごく汗をか

いているというふうな感じに私は思います。そこら辺で、担当課、経営企画課かもしれません

けれども、そこの職員さんが頑張らなきゃいけないんじゃないかなという、期待も込めて思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） このふるさと納税につきましては、自治体で取り組み方はさまざま
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でございます。専属の職員を配置しているところもあれば、太宰府市のように兼務でやってい

るところもございます。今現在、太宰府市におきましては、経営企画課の職員が１名担当とい

うことで、私、課長と係長と、それと担当ということで中心でやっておりますが、この担当に

つきましても、ふるさと納税に相当の時間を割いて業務に当たっているという実情がございま

す。一生懸命やっております、当然ながら私も係長も含めてですけれども。今後、これについ

ては寄附額が大幅増を目指して頑張っていきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） まちづくりビジョン会議の件でございますけれども、これについては、

先ほど質問の中で今委員の選定を検討しているところでございましたけれども、これいつぐら

いには委員が決定して、今年度いつごろから会議を始めて、何回開催される予定か、その辺を

教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 委員につきましては、今選定中でございますが、新年度早々には確

定をいたしまして、委員さんの都合、日程の調整が出てきますので、いつからとは今の現時点

では申し上げられませんが、できるだけ早々に開始していきたいというふうに考えておりま

す。 

 あと、回数でございますが、予算的には今のところ８回で予定をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） ちなみに、委員さんの任期はどのぐらいか。というのも、これは市長の

肝いりでできているということでございますので、市長の任期中にしっかりと結果を出すとい

う形の何か具現化をしていくというような会議だと思うんですけれども、その辺の今後どうい

うふうな形で進めていくかということ、わかる範囲で結構ですんで、教えていただければと思

っております。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 任期につきましては、前回もそうですが、２年というところで予定

しております。 

 会議の内容ですが、まさにまちづくりビジョンというふうな名称に基づきまして、大所高所

から、あるいはさまざまな角度からご意見を拝聴して、今後の行政運営に生かしていきたいと

いうところで考えております。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 加えまして、あくまで総合戦略の議論もすることがまずは大前提の会議体で

ありますので、そうした意味では、総合戦略を２年間、国からのさまざまな指摘もあると思い

ますけれども、そうした２年間の任期の中でこの策定をまずは考えていくと。その上で、さら

なるさまざまなまちづくりに関してもご指摘をいただこうという考え方であります。 

 それと、予算が通過してから基本的には裏づけができますので、そこからの人選にならざる

を得ないだろうと、そういう意味では早くても４月、新年度からになろうかと考えておりま

す。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ふるさと納税で聞きたいことがありましたんで、細目の13委託料の中

で、ふるさと納税関連業務委託料、これが昨年よりも4,200万円ぐらい増額になっているんで

すよね。その理由といいますか、それをお聞かせいただきたい。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらにつきましては、平成30年度からですが、サイトを１つから

３つに増やしました。平成30年11月から３つに増やしまして、そのおかげといいますか、平成

29年度に比べまして、平成30年度は寄附額のほうは増えているような状況でございますが、こ

の３つに増やしたことによりまして、サイトなどに支払う手数料関係、こちらのほうが増えて

きております。さらに、今回１億2,000万円ほどふるさと納税の寄附額を想定しておりますの

で、それに対応する返礼品等の金額がこちらの中に含まれるということで、今回金額が増にな

ったということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） １億2,000万円を見込んでおられておる。平成29年度が4,000万円ぐらい

というふうにお聞きしておりまして、平成30年度の実績は、まだ終わってないんですが、大体

予測としてはどのぐらいになるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） まだ確定しておりませんが、見込みでございますけれども、約

6,500万円ぐらいということで見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい、結構です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 
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○副委員長（神武 綾委員） 79ページの委託料の市民意識調査委託料なんですけれども、これは

市民の方1,000人を対象にされていたというふうに思うんですけれども、これは毎年されてい

て、回収率は今どんなふうな推移でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 回収率でございますが、大体約50％ぐらいということです。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい、いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、ここで11時15分まで休憩します。 

              休憩 午前11時03分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 80ページ、２項企画費、２目公文書館費について質疑はございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 13節の委託料の書籍販売委託料ですけれども、これは太宰府市史に関す

ることでいいのかというのが確認と。 

 もし市史であるということなら、委託先は何件委託される予定なのか、お聞かせください。 

 文書情報課長。 

○文書情報課長（平田良富） 委員おっしゃるとおり、書籍販売委託料というのは「太宰府市史」

と、もう一つ「太宰府人物志」、この２種類でございます。 

 委託先につきましては、市内の太宰府館とか、文化ふれあい館とか、あと一般の書籍販売

店、積文館でしたかね、そういうところに委託しております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 市史あるいは人物志、特に市史の部分の在庫がだぶついているという

か、在庫が多く抱えられているというのは、決算や予算等でもいろいろ質問も出ておりますけ

れども、具体的な販売の目標というか、そういったことを新年度に当たって計画して、実施を

していくというような計画等も立てられる考えがあるのかどうか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 文書情報課長。 

○文書情報課長（平田良富） ご指摘の販売目標というのは特には立てておりませんけれども、今

ご指摘のように在庫が結構ございます。販売実績としても、当初は大変多く売れていたんです

けれども、平成29年度が44冊、１冊5,000円いたしますので、なかなか購入していただけない

という部分もあります。今年度は、現在のところ30冊前後で苦戦しているような状況でござい
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ますので、今後、この打開策の一つとして、先ほども議論がありましたけれども、ふるさと納

税の返礼品として出そうかというのを今進めております。売れるかどうかというのはまた別物

ですけれども、こういうのが太宰府にあるんだよというＰＲを進めていくという大きな目的も

持って、そういう方法でやっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 過度な販売目標のノルマを強制するつもりはありませんけれども、市史

も商品の価値を保つための管理については一定のコストがかかっているというふうに思うんで

すね。公文書館の管理をされているというのはお聞きしたことがありますので、公文書館の文

書管理の空調ですとか、そういったシステムというのはとてもすぐれたものであるというふう

には聞いたことがあります、実際現地にも行きましたけれども。ただ、やはりそういったコス

トがかかっている部分に対して、どのくらい利益といいますか、どういうふうな収支の部分の

計画を持つかというのは一定必要なことであると思いますので、ないということであったら、

まず新年度そこを立てるということも一つのスタート地点として進めていただきたいというこ

と、これはもう要望にしておきます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、３目交流費、83ページまでですが、３目につい

て質疑はありませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 81ページの国際交流関係費についてお伺いします。 

 国際交流員の賃金と住宅賃借料を計上しているわけなんですけれども、まずこの国際交流員

の受け入れ制度について改めて概要をお聞きします。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長兼国際・交流課長。 

○観光推進課長兼国際・交流課長（木村幸代志） 国際交流員につきましては、姉妹都市の扶餘郡

の郡守からの推薦を受けた方が今交流員として来ていただいております。今の方は丸４年終わ

るところですね。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） そしたら、今のところ、賃金と住宅の借り上げ賃借料を計上しているわ

けなんですけれども、この計上についての根拠となる、明文化された扶餘郡と本市との何かル

ールというのがあるのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長兼国際・交流課長。 

○観光推進課長兼国際・交流課長（木村幸代志） 扶餘郡との契約というよりも、市の中で国際交

流員の任用に関する規則をつくっていまして、それでそういった住宅等は市のほうで、言葉は
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あれですけれども、面倒を見るというような文言が入っております。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 国際交流員のセレクション、選任についても扶餘郡が主体的に行うと。

本市の場合は、それを受け入れるような状態だけなんですけれども、前回もご質問させていた

だきましたが、国際交流ということであれば、一方的に受け入れるだけじゃなくて、せめて相

互に、交代交代に行ったり来たりするのがフェアなやり方じゃないかなと思います。 

 もう一つは、国際交流の果実が、受け入れるだけではなかなか本市に残りにくいのではない

かと。例えば、本市の職員を向こうに交代交代で派遣すると、そうした場合、逆にその人が戻

ってきた場合、これはもう市役所、太宰府市の財産になると思うのですけれども、それを協議

の中で相互にやりとりするという中で何か障害があるのでしょうか。例えば、本所職員を海外

に駐在させるという形になりますけれども、何か決定的に困難な条件があるということであれ

ば簡単にいくものじゃないとは思いますけれども。それとまた、労働組合の関係でなかなか本

市ぐらいの大きさでは海外に職員を送るというのは厳しいよという、またそういう厳しい問題

があるのかもしれませんけれども、そこら辺についてお伺いします。 

○委員長（門田直樹委員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（藤田 彰） 大きな部分になりますので、私のほうから回答させていただきま

す。 

 まず、今現在韓国から来ていただいています国際交流員につきましては、私どもが姉妹都市

を結んでおります関係から、韓国から国際交流員を派遣していただいているところでございま

す。お尋ねの太宰府市から職員の派遣ができないのかというご質問につきましては、職員の数

も正直太宰府市としては多いものではございませんし、いろいろな諸条件からなかなかうちか

ら向こうに出すということは今現在、難しいというふうに考えております。 

 といいますのも、受け入れ側の問題といいますか、韓国ではなかなか市民レベルまで姉妹都

市というものがまだまだ浸透し切れてないということ、この辺が難しい部分だろうというふう

に思っております。 

 太宰府市につきましては、こちらから昨年行いましたけれども、周年事業として行いました

韓国への市民訪問団とか、こういう形で市民への理解度を高めることはいたしておりますけれ

ども、なかなか韓国国内の文化度といいますか、姉妹都市に対する市民の認知度はまだまだ低

いというものがありますので、まだ市から職員を派遣するというのは人材的なもの、予算的な

もの、それと向こうの環境というものがまだまだ難しいものがあるということで考えておると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 同じ予算を使うんであれば、予算を削れとかと言っているわけではなく

て、予算の使い方を変えてみてはどうかという提案なんですけれども、一方的に受けるだけじ
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ゃなくて、逆にこっちから職員を派遣するというのも余計に予算を計上しなさいというわけじ

ゃありません、使い方の問題だと思います。これについては今のご回答でもう終わりというん

じゃなくて、これはしっかり次の派遣時期に向けて庁内で考えてみたらいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員、さっきから２答、３答目に対しても納得がいかんからこう

いうふうにというふうなご提案とか、さらに質問も切り込んでいかれておられるけれども、そ

ういう流れで全体を進めると非常に、予算審査というもののルールというものがありまして、

数値の確認、内容の確認、語句の確認等々が基本であるということはもうご案内と思いますけ

れども、その辺のことを認識というか、踏まえた上でお願いします。 

 今の件に関してご回答ありますか。 

 観光経済部長。 

○観光経済部長（藤田 彰） ご意見は今後の検討にさせていただきたいと思っております。あり

がとうございました。 

○委員長（門田直樹委員） 田委員。 

○委員（田久美子委員） 今度初めて姉妹・友好都市交流活動補助金というのが出ているんです

けれども、これについて説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長兼国際・交流課長。 

○観光推進課長兼国際・交流課長（木村幸代志） これは、例年訪問しております百済文化祭が、

今回、平成31年度が65回という記念の年ということで、前回、５年前も60回のときに扶餘のほ

うから、太宰府市から何か文化芸術系のそういった団体を派遣してほしいという要請がありま

して、そのときはまほろば衆さんのほうに行っていただいております。今回、65周年というこ

とで、そういった派遣をということで検討しておりまして、その派遣する際の行かれる方の渡

航費用の一部負担というようなところで45万円上げさせていただいております。市の内規で、

そういう渡航する際は負担比率としては半額以下で３万円以下ということで想定しておりまし

て、とりあえず３万円の15人ということで今のところ予算を計上させていただいております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 81ページ、賃金の市の補助員なんですけれども、これ増額になって

いると思うんですけれども、説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長兼国際・交流課長。 

○観光推進課長兼国際・交流課長（木村幸代志） これは、国際交流課の今女性職員が１人産休で

休んでおりまして、その分の代替えということで、４月から９月、約半年分の賃金を計上させ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 １点、細目300について、全体について確認したいのですが、ご案内のとおり、日韓関係が

最高裁の判決以降、レーザー照射問題、そしてまた資産の差し押さえ等々、非常に難しい局面

であるということなんですが、だからどうなのかと、だから控えたほうがいいのか、いや、こ

ういうときだからこそ進めるべきという考えもあるのかもしれませんが、市民の反応といいま

すか、問い合わせであるとか、ご意見であるとか、担当のほうに何かそういうものが来るでし

ょうか。そういうものがあったらお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長兼国際・交流課長。 

○観光推進課長兼国際・交流課長（木村幸代志） ここ何カ月、その件につきましては、具体的に

したらメールで１件と電話で１件、抗議的なものというか、やめろというような。ただ、どち

らも市外の方からのご意見が来ております。そういったところです。 

○委員長（門田直樹委員） わかりました。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 83ページ、友好都市関係費なんですけれども、今、多賀城市と本市と職

員を相互に派遣し合っていると思うんですけれども、それについては予算的にはこれ何か上が

ってくるようなものではないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 多賀城市への職員派遣の関係は、職員管理費のところで上がっている分

がございます。75ページ、職員管理費の特別旅費、そこに帰任旅費、月に１回とか、２月に１

回帰ってくる、そういう費用が予算上は上がります。給与関係は多賀城市さんが国の補助を受

けて負担ということになりますので、そういう関係は逆に多賀城市からの職員派遣の負担金と

いう収入が上がってくる分がございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） お互いさまという形ですよね、ということじゃないんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 多賀城市に派遣している職員の給与は多賀城市さんで負担していただき

ますということになります。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） これは質問なんですけれども、友好都市は奈良市と中津市があるわけで

すけれども、同じような形で職員の派遣については検討したことがあるかどうかということで

す。 

○委員長（門田直樹委員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（藤田 彰） これも先ほどの国際交流と一緒で、多賀城市につきましては、３・

11の東日本大震災がもとで今現在職員を派遣いたしております。それ以前は３名ほど、短期で

向こうから来られて交流、研修したことはございます。ただ、現在、多賀城市についてはこち



－43－ 

らから職員を送るだけで、向こうから来るというのはまだちょっと早いということで、向こう

もそろそろ出したいという要望を伺っておるようでございますけれども、まだ時期的に難しい

かなというふうに思っております。 

 奈良市と中津市につきましては、人事と協議をしながら、人的交流は必要かと思いますの

で、今後の参考にさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 文書情報課長。 

○文書情報課長（平田良富） 申しわけございません。先ほど公文書館費のところで藤井委員のほ

うから書籍販売委託先というご質問いただいた分で、私誤ってお答えしている部分がありまし

たので、訂正させていただきます。 

 書店については、積文館じゃなくて、ジュンク堂書店ということです。申しわけございませ

んでした。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 それでは、82ページ、４目男女共同参画推進費に入ります。４目が85ページまでですが、質

疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、84ページ、５目地域づくり推進費、87ページまでですが、

５目について質疑はございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 85ページ、240のコミュニティバス運営費の工事請負費のバス停留

所設置工事なんですけれども、これの内容をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 工事費についてご説明をいたします。 

 こちらの工事費につきましては、バス停の設置工事ということで６基を予定しております。

この設置する理由といたしましては、平成31年度中に、一部のダイヤ改正を予定しておりまし

て、それに伴うバス停の設置が必要になるというところで予定をしておる金額になります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） ６カ所増設されるということでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） まず、１カ所は丸々の増設になります。あとの５カ所につ

きましては、今まで片方だけを回るというふうな路線を実施していたんですが、その逆回りを

実施するというふうなところで今検討しておるところです。それに伴いまして、今まで片側だ
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けのバス停のところに逆側のバス停５カ所を設置する必要ができるということで計画をしてお

るところです。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） １カ所増設されるところの場所をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 都府楼前駅から出ております大佐野回り、吉松回りのとこ

ろに、大野城市境に近いところにつつじケ丘という団地がございまして、ここのバス停がちょ

っと低いところにしか設置がありません。ここは高齢化も非常に高いということと、以前から

地元のほうからも要望が出ていたというところで、その要望を実現できるというところで今調

整をしております。ですので、１カ所はこのつつじケ丘の団地の上のほうに設置をする予定に

しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） バス停なんですけれども、前も質問したかと思うんですけれども、

バス停に椅子があるところとないところとあると思うんですけれども、地元の方が置かれたり

とかというようなことがあっていると思うんですけれども、全体的に待っている間は座れるよ

うな場所をつくってほしいというような話は出ていますでしょうか。 

 さらに、検討されているかということを伺いたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 比較的大きなバス停、もうしっかり待ち合いスペースがあ

るようなところについては設置をしております。 

 ただ、通常の道沿いといいますか、道路沿いにありますバス停についても、先ほど言われた

ように、いつの間にかバス停に椅子が置かれているというような状況も見受けられるところは

あるんですが、これについてはバスを待つお客さんのためというものの設置はなかなか難しい

ところがございます。道路管理者の許可とかというのも厳密に言えば必要となってまいります

ので、今のところは今のような状況で対応していくと。 

 また、設置されているところに、その椅子が老朽化で破れたとか、危険だ、ささくれ立って

お尻とかに刺さるというふうな状況があるようなところについては、こちらのほうで現場を見

て、できる限り対応するようにはしております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） ほぼ同じような意見だったので、神武委員が言われたからあえて言う必

要はないかなと思ったんですが、若い人は、一般質問にならんようには気をつけますが、マイ
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カーで行かれているから、そんなに意識ないかもしれんけれども、高齢者の方が割とまほろば

号を使われるというときに、何人かから私言われたけれども、ぜひ今民間の人が寄附で置いて

くれたりとか、あるいはソファーの長いの、それを悪く言やあ勝手に置いておられたりという

ようなところもあります。これ今委員から質問があった、ご検討願いたいなというふうに思っ

て、大きい荷物を持ってしゃがんでおられるわけですね、特にスーパーの近くのバス停の人た

ちは、ぜひご検討願えればというふうに思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○委員長（門田直樹委員） 回答は。 

○委員（村山弘行委員） 要りません。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 東観世を走っていたマミーズまほろば号の関係なんですけれども、それ

の代替交通の予算というのはこれには上がってきてないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） こちらの19節負担金補助及び交付金、コミュニティバス運

行補助金１億5,590万円、この中に計上はしております。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） であれば、具体的にどういうような交通手段、まほろば号がそのまま延

伸して走っていくのか、また違うタイプのものが走るのかをお答えください。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 東観世につきましては、基本的にはこれまでマミーズ号が

走っておりましたが、同じような車両になります。具体的に言いますと、西鉄のバスが走れな

いようなところを地域線という形で幾つかの地域を走っております。その地域線をこちらのほ

うにも運行を延ばしまして、そして運行するというような形で地元との協議を行って、現在、

国のほうに運行の申請をしておるところです。運行事業者と、また学識経験者、国の役人でつ

くります会議がございまして、そこで合意をとっております。あとは、国の許可を待つような

状況になっておりまして、４月早々には運行ができるというふうなところを目指して鋭意、手

続をしておるところです。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今のところなんですけれども、予算説明資料の12ページのコミュニティ

バス運営事業が出ているんですが、そこに運行データの分析を行い、効率性向上を念頭に置い

たダイヤ改正を計画するという言い方なんですが、これの費用というのは、ここの項目の中

で、ぱっと見てどれに当たるのかわからないんですけれども、どこに予算の上で出ているの

か、お示しください。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 
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○地域コミュニティ課長（藤井泰人） こちらは運行をお願いしております西鉄との協議の中で、

そのデータをいただいております。それを運行事業者、西鉄とも協議をしながら、また職員で

独自に分析を行いながら、これからの太宰府のまほろば号のあり方といいますか、そういった

ところを検討しておるところです。ですので、運行事業者、また職員、それとあと事業者の乗

務員の方の意見とかも聞いて、それに地元からの要望等を加味したところで検討しておるとこ

ろですので、予算ベースとしてここに幾らということで計上はされていないところになりま

す。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の質問は、運行データの分析であるとか、ダイヤ改正とか、ある程度

専門的な知識も必要かなという気がしたので、第三者の必要かなと思って質問したんですが、

現時点での直接の事業者である西鉄さんと市の職員との分析でつくっていこうという姿勢だと

いうことですね。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 今言われたとおりなんですが、現在、長い目で見ますと、

太宰府市の交通体系を考えようというような会議も庁内でやっております。そういったところ

も将来に向けては検討していくことになろうかと思いますが、まずは現在置かれたまほろば号

の運行を続けていくというふうなところで分析を行いながら、次のダイヤ改正、ダイヤの見直

しに向けて検討をしておるというふうな状況になっております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 先ほど東観世線の件で、以前はマミーズさんに補助金をしていましたけ

れども、新たな東観世線については今回計上されているということでございましたけれども、

幾らぐらい計上になるんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 金額はおよそ100万円になります。全体の運行経費の一部

というふうな形にはなりますが、100万円です。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） ちなみに、そしたら連歌屋線とか、湯の谷線は幾ら計上になっています

かね、今回。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（藤井泰人） 連歌屋線、湯の谷線につきましても、これまでこういった

委員会の中でもいろいろご質問をお受けしてきたんですけれども、地元の負担とかがあるとい
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うことで、今年度この運行の内容を見直しております。 

 具体的に言いますと、経費を削減すると、減便という方法でその対応をしております。それ

に伴いまして、湯の谷地域線につきましては、およそ350万円、連歌屋地域線については、こ

ちらの利用者が少ないということで、地元との合意の上で少し減額を大きくとっておりまし

て、ここが180万円ほどの予算で計上しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、86ページ、３項徴税費、１目税務総務費について質疑はあ

りませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 87ページの001の職員給与費、前年度から2,000万円近く上がっています

が、これは増員を図られているということなんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 税務総務費の人数、そこを勘案しながらということで、全体的に調整を

して配分をしております。人数が何人というきっちりとした割り当てまでにはなってはおりま

せん。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 前年度から比べて2,000万円上がっているというのは、その調整でそう

いうふうな金額になったということで理解しとってよろしいんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 全体的に2,000万円ということだと思いますので、手当ですとか、その

あたりの影響もあると思っております。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、２目賦課徴収費、91ページまでですが、２目に

ついて質疑はございませんか。よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、90ページ、４項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台

帳費が、93ページ、２目の住居表示費まであわせまして、４項について質疑はございません

か。よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、92ページ、５項選挙費、１目選挙管理委員会費及び２目選

挙常時啓発費までについて、１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、94ページ、３目県知事及び県議会議員一般選挙費について

質疑はありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） さっきのところでもよかったんですけれども、選挙の期日前投票につ

いてなんですけれども、今市役所１カ所で行われていますけれども、これ高齢化率も上がって

いますし、西側に総合体育館ですとか、そういう考えというのは今のところないんでしょう

か。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 今年度、今現在、準備を進めております県知事、県議、それから７月に

は参院選がございますけれども、その段階までは今のところ市役所１カ所というふうに考えて

おります。昨年の予算特別委員会でもそのようなご要望はあっておったと思いますし、今後、

近隣ですとか、全体的に投票しやすい環境をという検討をするようにというふうな全国的な風

潮もありますので、そのあたりについては、今後、検討していきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 投票率を上げていくということも必要なことであって、また筑紫野市

あたりですかね、イオンモールあたりであっているところもありますし、もっと身近なところ

での投票ということで、せめて２カ所という形でぜひよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はよろしいですか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ぜひ私たち市会議員選挙のときまでによろしくお願いいたします。 

○委員長（門田直樹委員） じゃあ、要望ということで。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 93ページ、990の選挙啓発にかかわることと思うんですけれども、

以前の選挙のときに市のフェイスブックとかツイッターがなかなか更新されてなかったという

ようなお話をしていたと思うんですけれども、今度の選挙について、啓発の対応というのはさ

れる予定があるのか、そこのところをお願いしたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 昨年、そういうご要望もあっておりましたので、市のホームページはも

ちろんですけれども、ツイッター等にも若い方が少なくとも選挙期日がぱっとわかるように、

そういうところの更新はしていきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 先ほどの小畠委員と一緒ですけれども、投票率を上げるためのアイ

テムになってくると思いますので、そこのところは積極的にお願いしたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はいいですね。 
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○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） それでは、96ページ、４目参議院議員通常選挙費、99ページまでです

が、４目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、98ページ、６項統計調査費、１目統計調査総務費について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目基幹統計調査費、101ページまでですが、２目につい

て質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、102ページ、７項監査委員費、１目監査委員費について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、102ページ、３款民生費に入ります。 

 １項社会福祉費、１目社会福祉総務費、107ページまでですが、１目についての質疑はござ

いませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 105ページの社会福祉協議会関係費ですけれども、協議会の運営費

補助金と福祉センターの補助金がそれぞれ増額になっているんですけれども、この内容につい

てお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 社会福祉協議会の運営費補助金、総じて総合福祉センター運営補助金に

ついてなんですが、運営費補助金につきましては、職員の人件費の増によるものが主なものと

なっております。総合福祉センターの運営補助金につきましては、消費税が10月から上がるこ

とによる委託料等の増が主なものということになっております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 関連してなんですが、社会福祉協議会の建物自体ももう古いんですけ

れども、この改修とかは市がとかということではなくて、この中の金額で社協が独自ですると

いうような感じの対応になるんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 総合福祉センターにつきましては、社会福祉協議会が所有している建物

でございますので、原則社協さんのほうがされると。 

 ただ、やはり財源等なかなか持ち合わせてない団体ということでもございますので、大幅な
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改修等については太宰府市と相談をしながらということになってこようかと思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（小畠真由美委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 民生委員さんなんですけれども、103ページの、きちんと確保できて

いるのかどうか、まずお尋ねいたします。平成30年度と平成31年度、そこらの増減をお尋ねい

たします。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 現在、民生委員の定数でございますが、民生委員・児童委員としての職

を持つ方が86名、主に児童を対象に扱う主任児童委員が８名の定数でございます。現在、ちょ

うど民生委員さんの任期が平成31年11月末で３年間の任期満了ということでございますので、

その後の増員につきまして、現在、県にヒアリングを行っていただきまして、増員の要求をし

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員（長谷川公成委員） わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（長谷川公成委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） どこの自治会もどうしても民生委員のなり手不足というのが非常に聞こ

えてくるんですよね。高齢者の方がそのまま続けられたり、非常に仕事もハードということで

困ってあるところもたくさんあるんですけれども、その辺の現状はどうなんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） ３年前の段階からそういったお声のほうはよく出ているというのは把握

させていただいております。 

 今までは県の選任基準がございまして、福岡県の選任基準によりまして、民生委員は原則

75歳未満ということでございましたんですが、今回からの選任基準によりまして、民生委員の

方につきましては、継続される方で健康な方であれば75歳以上でもというところの要件も緩和

されているところでございます。高齢化ということでされておられるんですが、元気な方もお

られるということですので、そういう支障のない範囲の中でご活動いただいているということ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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○委員（陶山良尚委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 私から１点、041社会更生関係費の中の19節の筑紫保護区保護司会太宰府支部補助金11万

1,000円ですけれども、これは国が幾ら、県が幾らというのが今わかるなら聞かせてくださ

い。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 11万1,000円の内訳でございますが、太宰府支部への補助金が４万円、

区の保護司会への負担金ということで差額の７万1,000円というふうになってございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） これ全部市の単費出し、国、県から来よる分はないですか。 

 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） そちらのほうの資料については私どものほうで今補助金が保護区保護司

会への助成ということで、助成金が３つございまして、これ国、県が出ているというのは明確

にはされてないんですけれども、犯罪予防活動費助成金、社会を明るくする運動への助成金と

いうことで、それぞれ助成金が筑紫保護区保護司会のほうに出てございます。今のところ、手

持ちの資料ではそこまでの把握でございます、申しわけありません。 

○委員長（門田直樹委員） わかりました。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 106ページ、２目老人福祉費、109ページまでですが、２目について質疑はございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 老人福祉費の細目の020の老人福祉センター管理運営費の中の工事請負

費、施設改修工事について、内容と期間をお示しください。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川﨑純一） 老人福祉センターの工事内容につきましては、これ施設の太宰府

園側のほうの陸屋根部分、これが雨漏りをしておりまして、この雨漏りの防水工事の１件分と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） これいつまでの完了予定でされるんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川﨑純一） これは単年度、平成31年度の予算ということで、まだ具体的な工

期等については今のところ、決まっておりません。 

 以上です。 
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○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 107ページの敬老会関係費と老人クラブ関係費についてお伺いします。 

 敬老会関係費が約2,700万円と、老人クラブ関係費のほうが約250万円と、桁が大分違うとこ

ろなんですけれども、モノからコトへという方向で活動のほうに助成したらいいんじゃないか

なと思うところで、あわせて資料をいただきました。審査資料の５ページ、敬老会と老人クラ

ブの参加率をいただきました。敬老会30.8％、結構低いような形です。さらに、老人クラブに

ついては、この活動のほうはどうかなと思いましていただいたところなんですけれども、

5.9％と老人クラブという活動に限ってみると非常に参加率が低い中で、単純にこの老人クラ

ブのほうに活動として費用を移してもうまくいかないということはわかったんですが、ちなみ

にこのモノからコトへという視点で担当課内、庁内で、そこら辺の高齢者に対する支援につい

て何か検討というか、議論したのかどうかを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川﨑純一） 今ご指摘いただいた分につきましては、前回、昨年度同様の内容

をいただいたところでございます。それで、敬老会につきましては、この老人クラブ費用より

もかなり増大になっているから、この部分につきまして活動、コトのほうへというふうなとこ

ろでございますけれども、まずこの敬老会の費用の分についてはいろいろ見直し等も、自治協

議会等との協議のほうも必要としますので、今後につきましてはそういうふうな見直しの協議

にあわせまして、その費用については今後、協議をさせていただくという形でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 108ページ、３目障がい者対策費、111ページまでですが、３目につい

て質疑はありませんか。よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、110ページ、４目障がい者自立支援費、113ページまでです

が、４目について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 113ページ、障がい児通所支援給付関係費なんですけれども、扶助

費の通所支援給付費1,300万円ぐらい上がっていると思うんですけれども、利用児童数、時間

数も増えていると思うんですけれども、伸び率はどんなふうに見てありますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） この通所支援関係費につきましては、本年３月の補正予算にても平成

30年度再度の増額補正のお願いをさせていただいているところでございます。平成29年度と平
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成30年度にかけまして、利用者数、利用回数等が現在増えておりまして、今のところ右肩上が

りで増加しているというような状況でございます。 

 件数等については、平成28年度から平成29年度については約1.7倍というところで伸びてお

るところでございますので、平成30年度の実績をまた見ながら傾向をつかんでいきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 通所施設のほうなんですけれども、施設も増えていますか。それと

もなかなか運営がうまくいかなくて、閉鎖するところも出ているというふうに聞いたりもする

んですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 施設は増えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 それでは、112ページ、５目援護関係費、115ページまでですが、５目について質疑はありま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６目重度障がい者医療対策費、７目ひとり親家庭等医療対

策費、８目後期高齢者医療費までについて質疑はございませんか。よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、116ページ、９目国民年金費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、10目人権政策費、119ページまでですが、10目

について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 117ページ、人権政策費の人権啓発費の中の賃金、嘱託職員が新し

く入っていると思うんですけれども、この内容についてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（寺崎嘉典） この嘱託職員につきましては、うちの正規の職員が１人育休に入っ

ておりますので、１名分の嘱託職員、代替えの職員の分でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） もう一点、別になるんですけれども、119ページ、地域対策費の扶

助費のところですけれども、これは対象の年齢は１歳繰り上げということでよろしいでしょう
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か。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（寺崎嘉典） 毎年１歳ずつ団体のほうと協議させていただきまして、平成31年度

につきましては78歳以上からということで協議が調っておるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 118ページ、11目人権センター費、121ページまでですが、11目につい

て質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、120ページ、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉

総務費、123ページまでですが、１目についての質疑はありませんか。 

○委員（藤井雅之委員） 戻っていいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 何ページでしょう。 

○委員（橋本 健委員） 121ページの111の15節工事請負費の工事内容、今年度312万円、昨年度

は15節の計上がなかったと思うんですが、この工事内容について教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（寺崎嘉典） 南児童館の分でございますけれども、児童館の２階のベランダの手

すりがかなりさびておりますので、その塗装の分。それと、学習室、これも２階ですけれど

も、学習室３カ所の雨漏りがひどくなってきておりますので、その雨漏りの工事ということ

で、昨年になかった分を上げさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 122ページ、２目児童措置費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、３目教育・保育施設費、127ページまでです

が、３目について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 保育の無償化の件なんですけれども、まだ決定ではないとは思いま

すけれども、これが実施されることになると自治体の負担も４分の１出るというようなお話も

聞いているんですが、公立の保育所については10分の10、全額負担になるというような話もあ

りますけれども、この点は今どんなふうな話になっているのか、お聞かせ願えないでしょう

か。 
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○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 今神武副委員長さんがおっしゃったとおり、公立保育所につきま

しては10分の10、全て市の負担になります。 

 それと、私立保育園、いわゆる民間保育園につきましては４分の１の負担が当然市のほうに

かかってきますので、その分の予算を今のところ計上しております。 

 また、国のほうがはっきり制度が確定した段階で、多分補正予算を組まなくちゃいけないと

思いますので、その折にまた説明したいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） ということは、決まれば消費税を導入される10月からこのような負

担が補正で上げられる可能性があるということでしょうかね。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 10月以降の分についての負担割合が変わりますので、その分につ

いての補正を上げるということで、６月になるのか、９月になるのかわかりませんが、早い段

階での補正対応にしたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） ちょっと先の話というか、平成32年度に公立の保育所が10分の10に

なった場合、試算としては今125ページの010の市立保育所管理運営費というのが２億3,000万

円ほどありますけれども、この分が丸々というような形になるのか、いろいろ項目があります

ので、外れる部分とかあると思うんですけれども、大体どのくらいの負担になるというような

計算になるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 公立保育園の運営につきましては、これはもう10分の10はずっと

市のほうが市の単費で運営しておりますので、この分については変わりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 私立保育園のほうが４分の１というふうになりますけれども、その

点についてはどんな負担になりますですか。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 保育料が無償化になるということで、運営費につきましては当然

この間運営費を払っておりますので、その試算が若干変わってくるんだろうと思います。それ

については積み上げをやっているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 
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 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） 127ページの011教育・保育施設費で、保育所等整備交付金がありますけ

れども、これは場所はどこになりますか。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 整備を行う分につきましては、今回水城保育園が新しく建てかえ

るということで、今のところ、その分についての予算の計上と、もう一園、小規模の保育園を

建設するようにしておりますので、その分についての予算の計上をさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） 整備にかかって、現在の児童数からまた増員というのはあるんでしょう

か。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 水城保育園につきましては、現在、90名定数でございます。保育

園さんとも協議をして、待機児童の解消に何らかの寄与していただきたいということで交渉を

やってきましたけれども、どうしても建てる敷地の面積の関係で10名増員という形で100名定

員の施設を建てるということで、現在のところ協議は調っているような状況でございます。 

 あとまた、小規模施設につきましては、定員が19名以内ということになっておりますので、

その２カ所の補助金という形になります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（宮原伸一委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 今、認可保育所のもとで小規模保育が今年度も１カ所増えるということ

でございますけれども、これについて今０歳から２歳が非常に多いということでございますけ

れども、その子たちが３歳以降になった場合、小規模保育から出られるときに、その受け皿と

いうか、そういう形で全員入所できるのかどうか、その辺はどうなっているのかなと思って質

問させていただければと思いますけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 今小規模保育園を運営されている社会福祉法人につきましては、

自分のところで受け入れるという前提のもとに小規模保育園のほうを開設してあります。ま

た、保護者の方が３歳になったんで、ひょっとしたら幼稚園のほうを選ばれる可能性もありま

すんで、とりあえず受け皿としては現在運営をやっているところが受け入れるという前提でお

願いをしているところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 011教育・保育施設費の中に、計上があるかどうか確認をしたいと思

っているんですが、事業として、障がい児保育事業とか、看護師の配置事業を私立保育園の中

でやっていこうというような数年計画の中にあるんですけれども、今そこまでまだ手が回らな

いという状況なのか、見通しがついているのか、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 予算的に言いましたら、私立保育所補助金というのがございま

す。その中で、例えば障がい児を見る加算分であったりとか、看護師さんの配置事業とか、あ

と保育士さんを余分に雇ってもらった加算部分についてをそこの予算の中に計上しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 今看護師の配置はどこの保育所がされていますかね。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） ほとんどの保育園で看護師さんは配置をされています。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ということは、医療的ケア児とかももう入れる状況ではあるんです

か。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 受け入れる保育所さんによって交渉しながらやっておりますの

で、積極的に受け入れていただけるところもあれば、ちょっとって言われるところもあります

ので、それは保育所の入所決定をするときに保育所との協議をやりながら受け入れのほうをお

願いしている状況でございます。全ての保育所でそれが可能ということには今の段階ではなっ

ておりません。 

○委員（小畠真由美委員） わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

               （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、126ページ、４目学童保育所費、129ページまでですが、４

目について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 127ページ、委託料の学童保育所の指定管理料なんですけれども、

これ平成30年度から比べてほとんど金額が変わらないことになっていると思うんですけれど
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も、保育の内容について、夏休みの過ごし方でプールの問題とかいろいろあって、プールを使

わないとかということになって、施設内で過ごす時間が増えているというような話を聞いたん

ですけれども、学童の中で、事業者さん、テノさんだけに限らず、社会科見学みたいな感じで

外に出たりとかというようなことを増やしているようなところもあるというふうに聞いたんで

すけれども、内容的にそういうことになるとこの指定管理料自体に経費等がかかってくるとい

うようなことになるのかというのが１つと。 

 今後、そういうことが考えられるのかというのをお聞かせ願いたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 指定管理につきましては、指定管理者のほうで自主事業というの

を当然行うようになっておりますので、その一環として、例えば社会科見学を行ってもらった

りとか、そういう事業につきましてはその委託料の中での運営という形になりますので、その

分についてはテノさんが計画を立ててやられているということでご理解していただければあり

がたいと思っております。 

○副委員長（神武 綾委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございません。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 128ページ、５目子ども医療対策費について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 129ページ、子ども医療費の扶助費のところなんですけれども、医

療費が２億3,000万円というふうになっているんですけれども、昨年度から比べると4,000万円

ほど減っているんですけれども、この点についての説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 子ども医療費につきましては、医療費の分ということで、これまで

結構医療費についてはぶれが大きいということがありましたんで、多目に確保しておりまし

た。 

 ただ、ここ数年、決算ベースで見ますと、それほど当初の予算に比べまして決算部分という

のが予算ベースほどなってないということで、そういったところを見越しまして、今回、他の

予算組みとも絡みまして、できるだけ決算額に近いような数字で見させていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 今回の予算の時点で、筑紫地区でも今子どもの通院について、小学

校６年生までですけれども、中学校３年生までに拡大したりだとか、一部負担分をなくしたり

とかというところも出てきているんですけれども、その方向性としてはあるのかどうか。減額

しているという部分も含めて検討ができるのではないかというふうに思っていますけれども、
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今どのような話になっているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 子ども医療費の拡大につきましては、本市につきましては、今のと

ころは拡大の実施というところまではまだ至っておりません。数年前に中学生の入院まで拡大

したという経緯がございますので、今のところそこまでで様子を見させていただいているとい

うような状況でございます。 

 今後につきましては、また全体の予算の枠の中でどういうふうにするかというのは考えてい

くことになるだろうと思いますけれども、今のところはうちのほうとしては検討はしておりま

せん。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ５目についてほかに質疑はありますか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時18分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 128ページ、６目家庭児童対策費、131ページまでですが、質疑はございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 129ページの家庭児童相談員、若干増額になっているんですが、これ相

談員が増えたということで計上されているのか、まずお尋ねします。 

○委員長（門田直樹委員） 子育て支援センター所長。 

○子育て支援センター所長（白田美香） 相談員が増えたということではなくて、相談員の勤務日

数が増えたということになっております。相談員は２人です。週４と週３になっております。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） それで、場所は教育センターのところですかね、家庭児童相談所の相談

場所。 

 それともう一つは、どういった相談があるのか、もし差し支えなければ聞かせてください。 

○委員長（門田直樹委員） 子育て支援センター所長。 

○子育て支援センター所長（白田美香） 場所は子育て支援センターの中にあります。以前は教育

センターの中にありましたけれども、昨年から子育て支援センターのほうに移りまして、今子

育て支援センターの中にあります。 

 相談内容としましては、小学校、中学校に通ってあるお子さんの相談を主に受けてあります

ので、不登校とか、いじめの問題とか、そういう相談、不登校の問題が今一番増えているかな

というところになっております。 
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○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 130ページ、３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費133ペ

ージまでですが、１目の質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目扶助費、135ページまでですが、質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、４項災害救助費、１目災害救助費について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款衛生費に入ります。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費、137ページまで、質疑はございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 135ページの健康づくり推進費の中で、健康づくり奨励品についてお伺

いします。これ奨励品としてはどういうようなものがあるか、お伺いします。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 奨励品としましては、商工会からの商品券という形で、その方の

集めたポイントに合わせての商品券と、あと5,000ポイントという最高ポイントまで行きます

と、それに加えてお米という形になっております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） これもモノからコトという形で、そのモノの奨励品からコト、例えば公

共施設の利用券とか、そういうふうな検討がなされたかどうかお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 今現在、事業も３年目を過ぎまして、いろいろなシステム、やり

方も含めまして、内容についても検討中でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） あわせて、審査資料の７ページなんですけれども、元気づくりポイント

の達成ポイント別参加者と奨励品配布数の資料をいただきました。これを見ていくと、平成

27年、平成28年、平成29年、かなりもう倍、倍、倍という形で増えていっているんで、かなり

事業的には活性化されていいと思っていますけれども、この奨励品というところで検討が必要

かなという気がしております。 

 よろしくお願いします。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） これは矛盾があるかもしれんけれども、いろいろなスポーツイベントと

かなんとかで公民館で例えば卓球だとか、そういうものがあるけれども、それはポイントにな

らない。公民館によってはポイントスタンプのないところと、ある公民館にはスタンプがある

と、そこに行くと、同じことをしてもポイントをもらえるというのもあるし、それは登録した

ら各公民館などでもポイントが打ってもらえるのかどうなのか。私が聞いた話では１カ所だ

け、どこかの公民館は省きますが、公民館によってはそういう契約というか、わからんけれど

も、できるのであれば、それぞれ公民館があるけれども、ほとんどだめだったりよかったりす

るのは、その辺の区分けというか整理はどういうふうになっているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 公民館というよりは、申請事業としまして自治会からいろいろな

事業を申請していただいております。その中には、おっしゃるような卓球、週何回公民館でと

いうようなものもございます。最高として１週間に50ポイントまでというふうなところでの、

事業によってはいろいろ、月に１遍のものもありますし、年に１回の講演会等みたいなものも

ありますけれども、その自治会事業を一度申請していただいて、それを確認、審査した結果、

健康事業あるいは高齢者の閉じこもり防止等に役に立つ事業ということでポイントの付与をし

ております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） じゃあ、自治会のほうから申請をしていけば、例えば今言ったところ

は、共同利用施設といいますか、そこで今日は踊り、明日は卓球、３つ４つされていると。毎

日行けば、毎日ポイントがもらえるというふうにされて、もうどんどんたまって、お米までも

らえたということで、喜ばしいっちゃあ喜ばしいかもしれんけれども、ただ私どもの公民館で

は卓球したりしてもそういうポイントがもらえないということは、じゃあ市役所に自治会のほ

うから申請すればそれも可能というふうに理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 全ての事業がというわけではありませんけれども、内容をお尋ね

した上で、例えば毎日行われるようなラジオ体操であるとか、毎日のものの場合はポイントが

１回10ポイントになっているものもありますし、上限としては、週に３回、４回行かれても、

大体週に50ポイントというふうなところを上限としております。 

○委員（村山弘行委員） ありがとうございました。 
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○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 同じ健康づくりポイントの付与対象についてお尋ねしたいんですが、ジ

ョギング、うちのほうでは歴スポを回る方が弓道場の事務所に行けば印鑑を押せるというふう

に聞いているんですよね。歩きとか、そういったものにはついているけれども、夜のパトロー

ルをされているところがたくさんあると思うんです、ほかに、行政区で、これも歩きでごみを

拾って、町を活性化していくといいますか、治安を守っていくためのボランティアをされてい

る、１時間歩いて、健康のためにも歩いているんだと、これも対象にしてもらえんだろうかと

いうご意見もあるみたいなんですよね。夜のパトロール、１時間ほど歩きますので、この辺は

お話し合いというか、協議されたことはございますか。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 事業開始の当初にどのあたりまで事業としていくのかというよう

なところの検討がございまして、コミュニティ活動の中でも３本の柱となっている、福祉健康

の部分と、防犯関係と、あと清掃活動という３本の柱のうちの健康と福祉の部分ですね、該当

するところをポイント事業としていこうというふうないきさつがございまして、自治会から確

かにご要望とかもよくいただいている部分ではあるんですけれども、今のところ清掃活動に値

するものと防犯という部分が主な目的となっている部分については、ポイントの付与をしてい

ないような状況にあります。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） わかりました。 

 話は変わりますけれども、昨年は米を獲得された方が400人というふうにお聞きしました。

今年はまだ、今いきいき情報センターで交換業務があっていますけれども、大体米を獲得され

る方は何人ぐらいになりますか。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 今集計としては３月８日までの集計が大体終わっておりまして、

その中で5,000ポイント、最高まで達成された方が694人となっております。 

○委員（橋本 健委員） ありがとうございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい、いいです。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 元気づくりポイント事業も３年を過ぎるということで、この事業を始め

て、例えば医療費が削減したとか、高齢者の外出支援につながったとか、いろいろあると思い

ます。その辺で今後、この結果を受けて、効果検証というか、その辺はどういうふうな形でつ

ながっていくのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 今医療費というところが、健診事業への参加であるとか、あとな
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かなか健診結果という部分が連続で毎年受けられている方の分は検証につながるかなと考えて

いるんですけれども、まだまだポイント事業がどちらかというと70代の方とかの参加が多いよ

うな状況がありまして、なかなか健診の結果等のマッチングが、何回か検討しているけれど

も、難しい状況はあります。 

 また、国保の係等とも調整しつつ、何か医療費の部分とかで出せるものはないかを検討して

いる最中でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 言いたかったことは、その事業を行って、市民の健康づくりによってど

う皆さんが健康になっているか、それがどう最終的には医療費削減というか、そういうことに

つながっていくと思うんですけれども、その辺の効果検証をしっかりとしていく形を最終的な

形でやっていただければという、そういうお願いでしたんで、そういうことをまた、もしどう

いう形でやっていくかというのがあればお聞きしたかったなというふうに思っておりますけれ

ども。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 大切なご視点でありまして、語る会でもそういうご意見をいただきます。た

だ一方で、医療費になる扶助費は毎年もうご存じのように大変多額な上昇ですから、減少をど

れだけしたかということを言えないぐらいの上昇ですから、なかなか判断が難しくあります。 

 私が率直に思いますのは、初年度は国の補助も受けて始めた制度だったようですけれども、

一旦始めてしまうと、やはりもうずっとため続けている方からこういう景品をなくすというこ

とはなかなか難しいということを私も相当苦慮しておりまして、こういう事業は始める際に慎

重に考えていくことが重要だろうとまず思っているところであります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（陶山良尚委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、138ページ、２目保健予防費、隣の139ページまでですが、

質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、140ページ、３目母子保健費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、４目環境衛生費、143ページまでですが、４目について質

疑はありませんか。 

 神武副委員長。 
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○副委員長（神武 綾委員） １つ戻ります。141ページの051母子健康教育相談関係費の報償費の

赤ちゃん訪問の謝礼144万円、この中身について説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） この分につきましては、外部スタッフさんがおりまして、助産師

さん数名がこの事業に協力いただいております。１件訪問したときに、母親と子どもという形

での１件3,000円というところでの行かれた回数分というふうな形の内容になっております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） この赤ちゃん訪問自体は、この事業なんですけれども、新生児の家

庭は全戸訪問されているんでしたか、済みません、確認でお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 全戸訪問しております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 今全戸訪問されていて、面談は大体どれくらいの割合になっていま

すでしょうか、100％できている状態なのかだけ教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） お里帰りの関係等がありますので、実際に太宰府市の職員が会う

件数としては90％ぐらいなんですけれども、あと残りの１割の方を、例えば里帰り先での訪問

をご希望があればこちらからも依頼するという形で、大体九十七、八％の率で、４カ月健診ま

でには、どうしても訪問とかが承諾いただけない場合は少しお子さんと会える機会を別につく

るとかで対応しております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） そしたら、142ページ、４目はいいですね、５目公害対策費について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、６目環境管理費、145ページまでですが、質疑はございま

せんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 145ページの環境基本計画改訂版作成業務委託についてお伺いします。 

 今回が第４次になると思うんですけれども、今回市長の施政方針の中でもごみ減量７万

2,000人プロジェクトというところで非常に節目の年の改訂になろうかと思うんですけれど

も、これについて、今わかる範囲でどういう形でこの基本計画が改訂されるのか、構成だけで

も予告編で教えていただければと思います。 
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○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 環境基本計画でございますが、柱となるものにつきましては、先ほど委

員おっしゃいました循環型社会の構築、それから地球温暖化対策、気候変動対応、生物多様性

の保全などの内容となります。さまざまな市の計画がございますが、これらの計画を環境面か

ら具現化するといった内容になることを想定しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 144ページ、２項清掃費、１目清掃総務費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、２目塵芥処理費、149ページまでですが、２目について質

疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 149ページ、委託料、段ボールコンポストの普及率なんですけれど

も、現時点で前年度と今年度とを比べ、大体伸びているのか、それとも減少しているのか、教

えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 段ボールコンポストの販売個数ということでお答えをさせていただきま

すが、平成29年度212基、平成28年度233基ということで、近年におきましては減少傾向という

ことでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） そうですか。ごみも減量というふうにうたっていますので、こういっ

たものをどんどん活用していただいて、ごみ減量していただきたいんですが、普及の啓発なの

で業務委託料ということで、今後、市として段ボールコンポストをどのように普及を考えてい

かれるのか、何か案があれば、そのまま丸投げなのか、それとも市としても考えていく予定な

のか、あれば教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（友田 浩） ご質問ありがとうございます。 

 この段ボールコンポスト普及事業につきましては、今各自治会を回っています市長と語る会

におきまして、ごみ減量についてのご説明をさせていただいている際に、私のほうから皆様に

ぜひご利用のほうをお願いしたいということでお願いをさせていただいているのが１つ普及的

には行っておりますので、そういう形で広めていきたいというふうに思っております。 

○委員（長谷川公成委員） わかりました。 
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○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の友田部長の回答に対することで質問なんですけれども、段ボールコ

ンポストの普及を進めるのであれば、できた堆肥をどこで使うかということがやっぱり問題に

なってくると思うんですけれども、その辺はどのように説明している形なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 堆肥をどこで使うかという非常に大事な問題でございまして、最近集合

住宅等が増えておりますので、堆肥ができても処理ができないという声を聞くこともございま

す。現在はご自宅の庭で堆肥として活用していただくのがメインとなっておりますが、集合住

宅の対策については今後検討の余地があるというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

○委員（笠利 毅委員） よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 147ページの福岡都市圏南部環境事業組合負担金のほうなんですけれど

も、私のほうが間違いがなければ、平成29年度の決算が１億3,500万円、平成30年度の予算が

１億2,900万円、それが今回２億5,200万円と非常に増額になっておるんですけれども、この理

由をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 福岡都市圏南部環境事業組合でございますが、平成28年度から新施設の

本格稼働を開始いたしております。平成31年度負担金につきましては、施設の工事費の支払い

に係る平成28年借入分の起債償還が15年間の計画で開始されておりまして、このうち平成28年

度からの３年間は元金据置期間でございまして、利子のみの支払いということで、この３年の

借入分は低負担でありましたが、平成31年度からの12年間は利子に合わせて元金の償還をいた

しますので、組合員の歳出増となりまして、本市の負担率に応じて負担金の増となったものが

主な原因でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 同ページの191の中の15番の工事請負費、施設改修工事、これについて

内容をお示しください。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 施設の改修工事でございますが、美化センターの設備でございます破砕
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機、ベルトコンベヤー、磁選機、電気設備の取りかえ等を予定するものでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） この設備は結構もう古くなってきていると思うんですけれども、随時こ

ういう形で対応していく、維持管理していくという方向性で考えとってよろしいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 美化センターにつきましては、平成32年度までの地元のお約束で運営を

してまいっておりますので、それまでの期間については随時改修工事を行いながら、設備の更

新を行いながら、運用をしていくという方針でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 平成32年度が終わりまして、改めてそこで一回リセットして考える検

討、計画的なものをつくり込んでいくという方向性ということでよろしいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 平成33年度以降については、まだ地元とのお約束もできておりませんの

で、まずは地元のご理解をいただきながら、今後、どのような施設運営を行っていくのかとい

うことを検討してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（堺  剛委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 先日、隣組の集まりがあったときに、ちょうどそのごみ減量に町が取り

組むという説明を受けてきた組長さんがいらして、ごみ処理に９億6,000万円かかっていると

いうふうに聞いてきたそうなんです。まず、その９億6,000万円という数字が各自治会の説明

の中で出てきたのかということと、そうであるならば、９億6,000万円は予算の中で言うとど

の部分に当たるものかというのが、それが１点。 

 もう一つは、水を絞ってくださいということが言われていますけれども、それが直接ここの

中で関係するとすれば147ページの塵芥収集運搬委託料が安くなる、水分がなくなると、とい

うふうに考えていいのか、それとも処理費用はどこかほかのところに影響するのか、その辺を

教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（友田 浩） 自治会にご説明、今各担当のほうでご要望に応じて回らせていただ

いていまして、その９億6,000万円という数字は職員の人件費まで含んだ形の数字でございま

して、今市長と語る会で私どもで説明させていただいている分は単なる処理費だけで８億

5,000万円という形で、そこに担当職員がいろいろ働いている部分も含めますと９億6,000万円

という形で、その自治会に講座的に入っている分でそういう説明はさせていただいている金額
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でございます。その分については美化センターの管理運営費とごみ処理費を足した分が８億

5,000万円、それプラス、ここには数字は出ていませんけれども、職員の人件費を事務事業的

に算出した数字で９億6,000万円程度ということで各地元のほうで入っている、ご説明させて

いただいている内容でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） ２点目の水を絞るとどこに影響があるのかということでございますが、

先ほど質問がありました福岡都市圏南部環境事業組合負担金、こちらでございますが、運営費

の構成市町の負担割合が平成28年度からごみ処理量の割合とされておりますことから、他の市

町を上回る減量の成果を出して、ごみ減量を進めるというところになります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） だとすると、今回出ている予算なんですけれども、一定程度水が絞られ

たことを想定した金額で、変な言い方ですけれども、しているのかということと。 

 あと、同じページの下のほうにごみ減量推進費というのが、これ若干増えていたと思うんで

すけれども、昨年よりも、推進、啓発にお金がかかるとは思いますが、啓発にお金を注ぎ込ん

でも水を絞ったほうが元が取れるというとあれですけれども、効果が大きいというふうな形で

この予算が組まれているのか、そこを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 福岡都市圏南部環境事業組合の負担金につきましては、ごみ処理量が

翌々年度の予算に反映されるということでございますので、太宰府市のごみは確実に減ってお

りますので、翌々年度以降の負担金にかなり減ということでお示しできると思っております。 

 それから、水を絞った成果がごみ減量推進費の見合いに合うのかということでございます

が、担当といたしましては、生ごみに限ったことではございませんで、今回ご提案しておりま

す紙とか、可燃ごみの削減というところで十分元が取れるというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 質問じゃありませんけれども、翌々年を楽しみにしております。 

○委員長（門田直樹委員） 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） 149ページの19負担金補助及び交付金で古紙等資源再利用事業奨励金と

ありますが、内訳を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 古紙等資源再利用事業奨励金でございますが、一般質問でのご回答にも

ありましたとおり、古紙等の資源回収を行っていただいた地域の団体様に１㎏当たり、これま

で７円の奨励金を交付してまいりましたが、新年度から８円へ増額をするということで、
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2,508ｔ掛ける８円ということで予算計上をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） この改正によって自治体の人口、世帯数が少ないところはこの補助金が

かなりなくなるということなんですけれども、その辺の補助というか、減った分に関してはど

のようにお考えですか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 減ったほうということでございますが、１カ月に１回以上で、かつ６カ

月以上古紙回収を実施した自治会に対する古紙回収システム補助金、こちらを廃止という方向

で今回この予算には計上をいたしておりません。資源回収をされる団体様については１円増額

されますので、当然新年度は増収となります。一方、例えば自治会自体が資源回収に取り組ま

れていないところでは廃止させていただく方向でございますので、古紙回収システムを廃止さ

せていただく方向で考えておりますので、その分がそのまま減額というところもございます。 

 校区の自治協議会で説明を行ってまいりましたが、一部の自治会のご意見として、もう少し

早く周知できなかったのかとか、事前に自治会の意見を聞いてほしかった等のご指摘は届いて

おりまして、担当課として周知の期間、手続等に考慮すべき点はあったかと思いますが、いず

れにしましても趣旨は市全体として古紙の回収量を増加させまして、ごみ減量の成果を上げる

方向への予算配分の変更でございますので、この点を何とぞご理解いただきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（宮原伸一委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 今古紙回収は減っている市内自治会が増えているのかどうか、状況を

教えていただけますか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） 古紙回収をしてない自治会の状況でございますが、現在、自治会自体が

行ってないところは44自治会中15団体ございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 筑紫野市の曙のところに株式会社宮崎さんが大きなクレーンみたいな

の、段ボールとか古紙とかを置けるところ、大型のところがあるんですけれども、本市におい

てもああいうのを導入するとかということは考えられてないですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 
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○環境課長（川谷 豊） 今のところ、民間が設置されている数カ所については把握しております

が、行政としてどうするかということについてはまだ取り組めておりませんので、今後の検討

とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 何でこんなことを言ったかと言ったら、太宰府の市民の方が結構あそ

こに持っていかれている状況がありまして、私もそうなんですけれども、マンションとか集合

団地に住んでいる人たちって意外と捨てるところに困っていたりとかして、燃えるごみに入れ

るぐらいだったら、やっぱりああいうのを、いきいき情報センターとか、どこかに置いたら非

常に検証に値するかもしれないので、業者と打ち合わせをしていただけたらと思います。これ

は要望でお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ペットボトルの委託先というのはもう決まりましたですか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（川谷 豊） ペットボトルの分別委託料の分ということでございますね。予算をお認

めいただいた上で、現在、プラント稼働を委託しております有限会社Ｌ．Ｃ．Ａ太宰府を想定

をいたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３目し尿処理費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項上水道費、１目上水道事業費について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 150ページ、５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につい

て質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目農業総務費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ３目農業振興費、153ページまで、３目についての質疑はございませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４目都市近郊農業推進費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５目農地費、155ページまでですが、質疑はございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 155ページのため池損害賠償保険料に関して資料をいただきました。審

査資料のほうの９ページなんですけれども、ため池の一覧表をいただいたんですけれども、ま

ずこの一覧表の見方なんですけれども、危険度というところで、県調査、豪雨と地震、これも

う判定が済んでいるんですが、その横に（市）と書いてあります。こっちの市のほうが判定が

済んでいるところは調査済みであろうと、それ以外のところはこれからの調査箇所になるのか

ということと。 

 あと、県の調査との判定の関係を教えていただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） お答えいたします。この表につきまして、この危険度の県調査という部

分につきましては、県のほうにおきまして、まず豪雨のほうにつきましては目視によるもの、

それから地震のほうにつきましては目視及び、その目視において形状とか現況をエクセルデー

タに入力して、その後結果がこの判定結果として出たものというふうになっております。市の

ほうのこの数字、ＡＢＣのＣが入っているところにつきましては、ため池の危険度調査及び本

体の耐震調査を終えたところでございます。県調査において地震でＡとなっているものにつき

ましては、耐震調査等を行いまして、その結果、地震において地すべりであったりとか、決壊

するおそれが低いものと判定が出ましたので、Ｃとさせていただいております。 

 今後の予定でございますけれども、こちら危険度調査は市の単費でございますが、耐震調査

につきましては、現在、国費のほうを、平成29年度、平成30年度につきましては国費100％の

財源として実施をさせていただきました。平成31年度の分の要望につきましても、来週18日ま

でに提出のことということできておりますので、こういった県の調査等を踏まえまして、あと

は堤の高さであったり貯水量等から判断、もしくは近隣の住宅の張りつきぐあいとか、そうい

った影響度を考えながら順次計画的に申請をして、ため池の耐震調査を実施していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにありませんか。 

 神武副委員長。 
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○副委員長（神武 綾委員） 一般質問のときに、観光関係の列車「ザ・レール・キッチン・ちく

ご」の分で太宰府にもブランチの旅とかが来るというような話の中で、太宰府の野菜なり地産

のものを食べていただくということで、農業も少し力を入れていきたいみたいなことをおっし

ゃっていたと思うんですけれども、そういう意味での今回予算に何か反映されているところが

あるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 商工費のほうで現在予算を組んでいる分があるんですけれども、産

業推進協議会の報酬、費用弁償を組んでおりますが、その中で太宰府市の農業と商工業を結び

つけるような形で、６次産業という形で何かできないかというのをこれから検討していきたい

というふうに考えております。そこのところが予算になります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 今おっしゃられたのは157ページの商工振興費の中のところでよか

ったですかね。済みません、もう一回ページ等をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） おっしゃられておる157ページの商工振興費の中の分でございま

す。 

 以上です。 

○副委員長（神武 綾委員） わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 154ページ、６款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費につい

て質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目林業管理費について質疑はありませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 林業管理費の180市民の森維持管理費の中の15番工事請負費、歴史まち

づくりの関連工事なんですけれども、これ場所を具体的に、春の森、秋の森とあると思うんで

すが、具体的にどのあたりなのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） こちらの分、市民の森の中のどの部分というまだ特定はできてない

んですけれども、本年度も伐採、剪定工事を行っておりまして、その分が遊歩道沿いを中心に

行っております。引き続きこの事業を進めていく中で、必要な部分をまずは設計業務委託の中
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で選定した上で工事に当たりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 維持管理という上でこれが取り入れられておるというのはよく理解する

んですけれども、あそこ現地に行かれるとよくわかると思いますが、傷んでいるところも改修

も必要だと思いますが、一番危ないのは危険度の高い、遊歩道に近いところをため池とか、林

の管理とか、そういったところの、今後、市民の森の管理のあり方について何かご検討されて

いることがあるのか、お伺いしたいと思いますが。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 現在進めているのが、今年から進めている伐採、剪定の事業であり

まして、その部分を社会資本整備総合交付金を活用して行っております。まずは、その部分を

進めた上で、その後に遊歩道であるとかの整備を進めていこうと考えておりまして、具体的な

何年度計画とかというものまでは今のところ策定はできておりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 157ページの林道維持管理業務委託料に関してですけれども、四王寺林

道についてお伺いしたいんですが、県事業だと思うんですけれども、市の負担もあるとも私聞

いたんですけれども、それが市の負担もあるのかということと。 

 県道ですけれども、四王寺林道、今通行ができないような状態ですけれども、その開通の見

込みを教えていただきたいんですけれども、わかる範囲で。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） まず、四王寺林道でございますけれども、こちらの設計監理委託料につ

きましては、林道の清掃の委託となっております。あと、今現在、通行どめとしております四

王寺林道につきましては、15日までの工事期間となっておりまして、その後、きちっと整理を

した上で、18日の午後に開通をする予定で今進めております。この分につきましては、ホーム

ページ等で公表をしていくということで考えております。 

 あと、県単事業の補助率ですけれども、これにつきましては、設計等につきましては県単補

助が入りませんけれども、工事につきましては100分の40ということで林道施設につきまして

は県単補助があるということになっておりますので、工事する箇所が出た折には農林事務所の

ほうに申請をしまして、採択の上でまた改めて予算を計上させていただくということになりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３目緑地推進費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款商工費に入ります。 

 １項商工費、１目商工総務費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目商工振興費、159ページまでですが、２目について質疑はござい

ませんか。 

 栁原委員。 

○委員（栁原荘一郎委員） 商工振興費、159ページの創業者支援補助金200万円についてですけれ

ども、こちらの予定される補助件数と、または１件当たりの補助上限、あと申し込みが多かっ

た場合の追加枠の見込みなどがありましたら、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） こちらにつきましては、商工会へ全額補助をして、商工会事業で創

業者の方への補助を行う予定にしております。１件20万円を上限といたしまして、10名の予算

を組んでいるところでございます。 

 なお、予算が200万円ということで、10名までというところなんですけれども、６月ぐらい

から申請受け付けを始めまして、先着順という形で行う予定ではあるんですけれども、追加に

つきましては、今のところ、予定は立てておりませんので、これは今後の申請の状況を見なが

ら考えていくというところになるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 商工振興費の地域経済活性化支援事業補助金、これはプレミアム商品

券で、まず確認ですけれども、よろしいんですね。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 従前行っておりますプレミアム付き商品券になります。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 人気というか、もちろん売り切れてはいると思うけれども、去年ぐら

いから、おととしぐらいから、はがきでたしか申し込んで、抽せんになったと認識しているん

ですけれども、それは人気度合いが高いからそういうふうなやり方になっているのか、教えて

ください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） はがきの申し込みにしまして２カ年経過するんですけれども、当
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初、窓口販売をしたときに非常に混み合いまして、暑い時期でもありましたので、高齢者の方

にとっても健康上問題があるというところではがきの申し込みにしております。 

 昨年、平成30年度の分につきましては最初の申し込みで全部売り切れなかったというところ

がありまして、それははがきの申し込みにして手間がかかるというのと、上限額を減らしたと

いうところもあって、人気がないというか、売り行きがなかなか進まなかったというのはござ

います。最終的には売り切れたというふうに聞いておりますので、平成31年度につきまして

は、これまで600万円だった補助額を500万円にしまして、販売枚数を減らすというところで考

えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 同じ商工振興費の中の報酬の中で産業推進協議会委員ということなんで

すが、このことについて内容を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 先ほど神武副委員長の質問でもありました市内の農業者、商工業者

を結びつけて、新たな特産品を開発するというコンセプトで協議会を開くというところでござ

います。委員が10名以内というところで年４回の予算を組んでおります。現在、市内の農業者

の方であるとか、関係する団体等にお話をして、ご協力を求めている段階でございます。 

 こちらの協議会につきましては、附属機関ということで考えておりますので、条例改正、規

則の制定が必要となりますが、この分は６月議会にご提案をさせていただく予定で今進めてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ありがとうございます。これは期待したいところだと思います。 

 あと、先ほど神武委員も言われていましたけれども、観光推進に当たって、民間等の列車が

走るということについて、私も一般質問で婚活列車を言っておりますので、ご検討いただけれ

ばと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 159ページの一番上の21貸付金の中小企業融資資金の、これは貸付状

況なんですけれども、金利は大体1.3％ぐらいですかね、今。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 県の融資制度に準じて設定しておりまして、現在、1.4％になりま

す。 
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○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） これの利用状況というか、それを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（中島康秀） 利用状況についてですけれども、5,000万円を預託しまして、平成

30年度の１月末現在の状況なんですけれども、貸付残高が２億7,000万円ほど、目標の２億円

を超える状況であります。件数にいたしますと102件の貸し付けを行っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 恐らく太宰府市に新しいベンチャー企業とか起業家を呼ぼうとした

ら、ここの枠の中で予算を組んでやっていこうというところも非常に大きいと思うんですが、

さっき栁原さんの質問でもあった支援補助金の枠がこの金額でいいのかどうかとか。もっと力

を入れているところは、女性起業家の皆さん、こういう相談がありますよと、こういう相談事

業がありますよとか、もっと細分化してホームページに載せている市もあったりして、起業家

が太宰府市で会社を起こそうかという気になるような、そういうもっと引っ張ってくるような

何か仕掛けができないかというふうに思いまして、これは要望でとどめておきますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、158ページ、３目消費者行政費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの４目観光費、163ページまでですが、質疑はございません

か。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） 161ページの観光施設整備費、臨時トイレ設置委託料なんですけれど

も、これは年末年始、この前私が質問したところで、何日間かで150万円使われる臨時トイレ

と思いますけれども、これは何基ぐらい設置されていますかね。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） 年末年始の仮設トイレの分ですが、全部で６カ所に設置しており

ます。おおむね正月三が日、あと天満宮の大きな駐車場のところには１週間ほど設置しており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 田委員。 
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○委員（田久美子委員） それに伴って、６日かそれぐらいで６カ所の分を150万円で割ると

20万円ぐらいですよね、１基が。それを考えると、政庁跡前にせっかくバス駐車場ができまし

たので、あの付近にトイレの設置をすることによってこの個数が少しでも減ると思いますの

で、一年一年150万円ずつ臨時トイレ設置にお金をつぎ込むよりも、きちんとしたトイレを今

後検討課題として入れていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はよろしいですか。 

○委員（田久美子委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 161ページ、観光事業推進費の補助金のレンタサイクル事業補助金

なんですけれども、レンタサイクルを置いてある場所の変更があったのかということと、あと

利用台数、そこのところをお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） このレンタサイクルについては、以前から西鉄さんに補助金を出

す形で運営していただいておりますが、場所的には太宰府駅に置いております。ただ、太宰府

駅から西鉄二日市駅に乗り捨てすることもできるというふうになっております。 

 それで、年間の利用者数としては、平成29年度で1,248台、約1,250台というところですね。

１月100台程度ということで、大体例年そのくらいで今推移しております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 結構乗ってある方を見かけるので、利用されているんだなあという

ふうに思っているところです。乗り捨てが二日市駅だけということでしたけれども、都府楼前

駅のところはできないんでしょうか、やってないんでしょうかね。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） 都府楼前駅も乗り捨てはできます。失礼しました。 

○副委員長（神武 綾委員） そうですか。ありがとうございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 関連して、同じ項目の一番下の世界とつながるクロスロード太宰府推進

事業実行委員会負担金100万円上がっていますが、これについて説明を求めます。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） これは新規で上げております分ですが、九州国立博物館さんのほ

うが中心となりまして、国博さんのほうが文化庁補助事業で申請されております。その分に申

請で採択されましたら、国博さんを中心に、市と、あと観光協会さん、商工会さん、天満宮さ

んと、それとあとちょっと離れますけれども、九州歴史資料館、この６者で実行委員会を組織
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して、文化庁のそういう美術館や博物館を核とした文化的なまちづくり事業みたいな補助事業

で、今現在申請は、財源としては2,400万円、うち半額国の補助で、1,200万円持ち出しのう

ち、国博さんが1,000万円、市が100万円と、あと財団さんのほうが100万円ということで予定

しておるところでございます。満額採択されれば、そういったところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） この事業の期間的なものの予定はどうなっていますか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） 最長で５年間ということで、ただ毎年度申請が必要ということで

ございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（堺  剛委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 163ページの太宰府館管理運営費の中の施設管理委託料なんですけれど

も、こちらの委託料については指定管理を想定した内容でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） ご存じのとおり、今現在は直営で平成31年度についても現状維持

のような形で運営をするようにしております。この委託については、それぞれ警備とか、清掃

とか、いろいろな業務を市が直接業者と契約してやる分の委託料の合計になっております。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ちなみに、大体平成29年度の決算では18件ぐらいのいろいろな点検、管

理、清掃等の委託が出てきているんですけれども、指定管理という形でまとめて管理をお願い

すると、包括的に管理していただいたほうが非常に便利であるし、またイベント等の提案もそ

れに盛り込むことができれば非常に太宰府館の活性化にもなるのかと思うんですけれども、こ

れ指定管理でできない理由があれば教えていただきたいんですが。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） おっしゃるとおり、民間の活用ということは大きな課題で、昨年

も言いましたかと思いますが。指定管理にできない理由はないです、公の施設で。ただ、開館

当初からされてないんですよね、この施設だけは。何か設置目的の一つに地元の振興とかとい

う部分があったりして、直営で持ったほうがいいということで持っていたということは聞いて

おります。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 予算費目としては委託費で、直接出しても、指定管理にしても予算費目

は変わらないんで、それ検討してもいいんじゃないかという要望です。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 私のほうから１点、ほかでも聞いてもいいんだけれども、太宰府館、

これは直営ですよね、指定管理も同様だとは思うんだけれども、要は業者に委託すると、専門

的な検査、電気であるとか、空気であるとか、配管であるとか、いろいろな検査をすると、検

査は業者が定期的に契約に応じて検査をして、報告書というのを提出するはずですよね。それ

を職員がチェックをして、捺印するのかどうか、いろいろあるんでしょうけれども、束ねてい

って、それは何らかの役に立たなければいかれないのと。そもそも検査項目のチェックが適正

かどうかというふうなそのチェックをきちんとされているのかというのは、よく市民からも指

摘を受けるんですよ、直接言われたこともあるかもしれないけれども。 

 一例、二例挙げますと、例えば機器の操作に関して、メーカーが最低でも３分かかるという

機器を使った検査の場所の移動が１分そこそこではあり得んことですよね。そういうふうなこ

とがそのまま上がってきたり、あるいは記入されている数値が、２カ所が全く同じものである

とか、あるいは漏電等々に関してはこういうふうな措置をした上でせないかんのをしてなかっ

た、細々言いますといっぱいあるというふうなところが、たまにはそういうこともあるかなと

思ったりもするんだけれども、要は相手はプロということで信用せないかんわけですよね。だ

から、信用はするけれども、たまにやっぱりチェックして、これはどうなっとるんだと説明を

受けるようなことというのはされているのかなあ、その辺の取り組みについて聞かせてくださ

い。 

 観光推進課長。 

○観光推進課長（木村幸代志） 太宰府館の例になりますけれども、いろいろなエレベーターの点

検とか、空調の点検とか、業者側としては年２回、これは義務づけられているから、やらない

と万が一の場合は保証できませんみたいな話になって、それはそれで信用しなきゃいけない部

分もありますけれども。必ず点検報告というのは来ますんで、その辺は、特にうちの場合は太

宰府館、ふだんは我々はあそこにはいないもんで、向こうに再任用職員の方がいらっしゃるん

で、その方たちと週１回はミーティングで館の今週はどういう点検がありますとか、何があり

ましたとかという報告を受けて、またその辺点検を見せてもらったり、やらせていただいてい

ます。 

 ただ、おっしゃられるとおり、我々もはっきり言って事務屋なもので、わからない部分は役

所の技師の方に聞いたり、そんなことをやって努めている状況ではあります。 

○委員長（門田直樹委員） しっかりお願いします。 

 14時15分まで休憩します。 

              休憩 午後２時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時15分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 
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 162ページ、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、165ページまでですが、質疑は

ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、164ページ、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費につい

て質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目道路橋梁新設改良費について質疑はありませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 167ページの240のところの補償、補填及び賠償金ですか、ここのところ

は昨年も問題になったところかと思うんですけれども、水城駅・口無線の。資料請求をさせて

いただいたんですけれども、歳入のほうの形で資料請求をさせていただきました。面倒な表を

つくっていただいてありがとうございます。 

 まず、確認なんですけれども、資料の２ページから３ページにまたがっていますけれども、

よろしいですかね、資料を歳入の形で要求してしまったんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） どうぞ。 

○委員（笠利 毅委員） 国に事業費として要望したものと、交付を受けて実際に予算化していっ

た事業費と、その割合を出していただいたんですけれども、まず平成30年度のところで通学路

における安全対策の推進のほうなんですが、決算額は当然まだ出ていないんですけれども、ど

のように予算を配分していたかというのは大体わかっていると思うんですね。およそどのよう

な考え方でこの４つある事業にその予算を配分していったのか、実際のところを教えてくださ

い。どのような形で工事を発注したかということですね。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課用地担当課長。 

○建設課用地担当課長（伊藤 剛） 昨年、社会資本整備総合交付金の交付額が減ったことがあり

まして、こちらのほうについては水城駅・口無線と都府楼団地５号線ほか１路線及び青葉台１

号線のほうに振り分けを行って実施しております。 

 まず、水城駅・口無線のほうにつきましては3,054万円、都府楼団地５号線ほか１路線につ

きましては１億8,077万7,000円、青葉台１号線につきましては2,824万円を配分して、社交金

としてはそういう形で配分しておりますが、こちらの方の移転補償費につきましては水城駅・

口無線のほうの４件を予定しておりましたが、やはり補助額が少なかったということで筑紫保

育園さんのほうの移転を平成31年度ということで考えまして、こちらのほうの２件の補償費に

使わせていただいて、あと都府楼団地５号線ほか１路線の物件を１件移転ということで補償さ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） あわせて、過去の数字を出していただいたんですけれども、今年どうな
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るかということを見通したいと思ってお願いしたんですけれども、今まで幾つもあった事業費

で完了したものには印をつけていただいたんですが、大体完了している年には必要な事業費を

きちんとつけて、場合によってはそれ以上の額をそこにつけて、お金を流用したというか、そ

れが可能な交付金なのでそれをしたんだと思いますけれども。 

 それで、１つ伺いますけれども、今の数字を踏まえていくと、都府楼団地５号線ほか１路

線、今年も少し残っていますけれども、これについてはほぼ完了したと考えてよろしいんです

か。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） 都府楼団地ほか１路線につきましては、まず都府楼団地５号線につきま

しては本年度で終わる予定でございます。あと、このほか１路線がいわゆる市の上踏切がござ

います塔の原線という路線でございまして、ここのほとんどがＪＲ鹿児島本線に係るＪＲさん

の敷地踏切内の拡幅改良ということになりますので、こちらにつきましては軌道敷内工事とい

うことで施工業者についても限られてきます。この分につきまして、まだ平成31年度及び平成

32年度という形で継続した路線となりますので、まだ継続路線として取り扱いをしておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） どういう順番で質問をするのが一番わかりやすいか考えつつやっている

んですけれども、今までの例を見ると、大体国の交付額というのが希望額の６割から、最近に

なると５割ぐらいなんですね。端的に聞きましょうか。その筑紫保育園の移転補償費が今回破

格に大きな、ほかと比べて予算が必要なわけですけれども、仮に今までで一番多かったような

60％ぐらいの交付金がついたとしても、恐らく足りない。ほかから流用するのにも金額におの

ずとほかが小さい額なので、流用に限りがあるでしょうから、流用で賄うことはまず不可能。

だとすると、今年水城駅・口無線完了を目指しているというふうには聞いているんですけれど

も、よほどのことがない限り確実に予算が足りなくなると思うんですね、今までの数字を見て

判断すれば。その場合、もしそのような事態が生じたとしたならば、その場合にはどのような

心づもりでいるのか。市としての単費を注ぎ込んででも、この事業は今年完了させるというつ

もりなのか。その場合にはどの程度までなら単費をさらにつぎなうということが可能なのか、

その辺の心づもりというか予定をお聞きしたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 事業全般というか、予算等々にもかかわりますので、私のほうか

らご回答させていただきます。 

 おっしゃるとおり、今までの実績等々もございますけれども、私どもとしては現状で言えば

社会資本整備総合交付金の今回の１カ所の大きな金額というか、そういうこともありますけれ

ども、１つ昨年交付金が来なかった分は、先ほどの資料の中にも都府楼団地５号線ほか１件が
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１億8,000万円ぐらいの大きなものがあって、もう一つは３億3,000万円以上の水城駅・口無線

があっていますので、ダブって大きな金額になったということもあります。それが、昨年、平

成30年度で１件終わったので、平成31年度にまた再要望をさせていただいているという現状の

中で、私どもとしては補助をとにかく皆さん、議会のほうにも補助事業を受けながらやってい

きたいということで申しましたので、平成31年度事業でどれだけつくかということは今わから

ない部分もございますので、私どもとしてはその補助の金額を見て、例えば何割つくとか、そ

ういうことも想定をしながら、例えば先ほど笠利委員からもおっしゃっていただいたように、

じゃあどれだけだったら単費がつぎ込めるのかとか、そういうことも実は私ども内部だけでは

なくて、議会、あとは市民の意識というか、そういうこともございましょうから、そういうこ

とを勘案して、今後、平成31年度で恐らく内示が４月になっていきましょうから、そこで平成

31年度だけじゃなくて、平成32年度もとりにいけるのかとかということも県とかと相談しなが

ら、とにかく私どもとしてはこの事業を終わらせる方法を市内部、あと議会、それとあと国、

県とも相談しながら補助のつけ方も要望もしていきたいというふうには考えているところでご

ざいます。 

 ですから、今この場でこうしようと考えていますということがなかなか言えない状況がござ

いますので、その辺はご理解いただければと思っています。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） まず、今のお話に対する質問なんですけれども、先のことなのではっき

りしたことが言えないのは確かだと思いますが、それについては４月に実際の交付額が決まっ

た後で、議会なり、市民なりとの意見も交えつつ考えたいという内容だったと思うんですね。

ということは、今回仮にこの予算がそのまま通って、この金額が予算として認められたとして

も、実際に行うに当たっては、市役所の中だけではなくて、ここまで使えるからこれを出すと

いうことではなくて、何らかの形で最終意思確認をする場はつくらざるを得ないだろうという

認識だというふうに考えてよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 部長が先ほどのように申しましたけれども、あくまでも仮定の話ですので、

この時点で予断を持ってお話しすることも難しいですし、すべきじゃないとも思いますが、い

ずれにしましても、今我々一体となってこの補助をできるだけ多くいただけるように要望活動

などもしておりますし、その中でできるだけ多く補助がいただければかなりの部分進められる

だろうと、これまでいろいろな議論がありましたけれども、やはり長らく進めてきたこの地域

の道路拡張と、そして体育館などもできた中でのさまざまな利便性など、事故を防いでいくと

か、そういうことも含めまして、何とかできるだけ早く完成に向けて努力していきたいという

ことに尽きるわけであります。ですので、今後、そうした時間がたちまして、内示などが出た

後でどのようにやっていくか、これは非常に高度な政治判断だと思いますけれども、ここは私
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が責任を持って決定していきたいと思いますし、その際に皆様にもさまざまな説明を尽くして

いくということも重要なことであろうと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 考え方としてそれはわかるんですけれども、他方で、昨年もそういう説

明があったので、数字を実際自分で割り算し直して確かめてみたんですけれども、ここで上げ

られている事業に対する事業費は、国の交付金の額が決まったら、そこをもとに55％であれば

55分の100という形で決めるというふうな説明が昨年もあったと思います。今回交付率を出し

ていただいたのは、そのことを確かめるためなんですけれども、実際要望した額と実際に算出

可能だった事業費と予算、これの比率と要望した国費と交付された国費の比率というのが

0.何％違っているものはありますけれども、全部同じなので、結局ここに上げられている事業

費として組めるものは国の交付金がどれだけおりてきたかによって確実にたががはめられてい

るということだと思うんですね。ということは、先ほど単費を注ぎ込む覚悟はあるのですかと

いうことを私聞きましたけれども、実際には制度的にそれは不可能なのかもしれないという気

がするんですよ。この事業としてこれをやるときには、国の補助金によってそこにつぎ込める

事業費が決まるのであれば、その足りない分をさらに単費をつぎ込むということが可能なのか

どうかですね。まず、それが法的にというか、制度的に可能なのかどうかを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 単費をつぎ込むというか、その国庫補助から来る以外で足りない

分を市単費を継ぎ足して実施することは可能でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、実際にそのような判断をしてする場合には、今回の予算

書に出ている歳入の費目とは別のところから持ってくるという形になるんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 別の科目というか、一般財源を持ち出すというか、を充てるとい

うことだと思いますけれども。ただ、今仮定の中で話していますので、その一つの例としまし

て、今年度、五条・太宰府駅前線に484万円しかついていませんけれども、この分につきまし

ては歴文税と、あと市の単費を持ち出して事業を終わらせていただいているということはあり

ますので、そういう形でやっていくということになると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、先ほど楠田市長が言われたように、高度の政治判断をさ

れた場合には、そのような形を恐らくはとらざるを得ないだろうと、100％交付がつくことは

ないという前提で私話しているわけなんですけれども、というふうに理解してよろしいです

ね。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 
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○市長（楠田大蔵） 本当にあくまで仮定の話ですからあれですけれども、先ほど部長も申しまし

たように理論上はそうした形の中で、時間軸において早くすべきということが判断としてあれ

ば、そうしたことを補正を組むなどして進めていくということも理論上は可能だということで

あります。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 考え方は了解しました。仮定の話でいろいろ質問して申しわけありませ

んでしたけれども、とはいえ、先の見通しを持たないことには予算について判断することもで

きないので、いろいろ細かくありがとうございました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

 ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 同じく建物移転等補償の内訳なんですけれども、予算審査資料の分

でいくと、22節の補償は３億3,217万1,000円ですかね、が約３億3,900万円になっているんで

すけれども、この差額について説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課用地担当課長。 

○建設課用地担当課長（伊藤 剛） 済みません、その最初の幾らとの差とおっしゃられた。予算

書３億3,917万9,000円と、それとどの金額を。 

○副委員長（神武 綾委員） 予算審査資料の10ページ。 

○委員長（門田直樹委員） 10ページの22節。 

 建設課用地担当課長。 

○建設課用地担当課長（伊藤 剛） こちらのほうの金額につきましては、予算の段階で消費税相

当額が考えられるということで、10月以降に移転ということになりますので、消費税を加算し

て支払う必要があるということで、考えておった分の金額で予算は計上しておりますが、こち

らのほうの10ページにつきましては、こちらのほうが国に対する要望額として消費税を含める

前の金額で申請しておりまして、最終要望につきましてもその消費税を加えてしてもよいとい

うような回答が国から来ておりませんので、消費税を含めないところの金額でこちらのほうは

記載しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） それで、筑紫保育園のその移転補償をして移転するときに、待機児

童の解消に対しての交渉などはされる予定なのか、そこのところをお聞かせ願いたいんですけ

れども。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 筑紫保育園さんと今交渉をやっておりまして、現在、定数が

128名の運営をされています。今回移転が決まりましたら、受け入れ園児数を、第２の別館も
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ありますが、それも含めて150名の受け入れをやるということで話を聞いております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） それはもう平成32年度とかというような定員増になるというような

理解でよろしいですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） それはあくまでも道路の建設が決定すれば、そのような形で動き

出すということで理解しております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 水城駅・口無線なんですけれども、国費の財源があっての事業、かなり

大きいお金なんですが、今のところ、また仮定の話なんですけれども、これはまだ４月以降、

どのように国費がつくかはまだわからないところなんですけれども、これ甚だしくまた平成

30年度と一緒の状態でつかなかった場合に、今のところ、移転ありき、移転しかないというと

ころでの方法で考えていらっしゃるところなんですが、それ以外の方策というのもあろうかと

思うんですけれども、１案、２案、３案と、移転しない形での歩道の幅を法律上安定させる方

法というのもあるとも聞いております。これも仮定の話ですよね、つかなかった場合の、移転

ができない状態での最善の歩道確保というそういうケースも想定しておくべきかなと思うんで

すけれども、それは今のところ全然検討してないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もう何度も申しますけれども、全て仮定の話になりますけれども、昨年も議

論がありまして、動議も出されたところでありましたけれども、原案どおりお認めをいただい

て、要望もいたしたところでありますけれども、補助率が低かったと。今年に関しましても、

結果としましてはさまざまな進める施策を集約する形で、今回この部分につきまして、水城

駅・口無線の部分につきましてはさらに重点化をして、要望活動などもしている状況でありま

す。ですので、それがどのような結果になるかということはあくまで仮定でありますので、仮

に出なかった場合、どのようにするかということは基本的には考えておりません。 

 そして、そうした中で、一定程度少なくとも多くこうしたものを国、県から決定をいただい

た上で、できるだけ速やかに進めていきたいと思っております。 

 あわせまして、先ほどの保育園の件、定数の件もありましたけれども、これも仮定の話であ

りますけれども、せっかく移転をして立派なものになるといいますか、新たな待機児童の解消

にもつながる、税金をつぎ込んでやる話でありますので、つなげるべきだと我々は考えており

まして、保育園側にはできる限り定数増にも協力していただきたいということは当然のことと

して要望もしているところであります。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 別案については全然検討してないということだったと思います。という

ことは、今回の平成31年度予算にも工事費の15節は上がってきてないんですけれども、これは

もう平成30年度予算案審議の中でご回答がありました、ご発言が、保育園が移転しないと幹線

工事はしないということですよね。そうすると、平成30年度の事業の中でも保育園以外の移転

物件がある程度片づいてきております。工事範囲としては、工事ができそうな状態であるにも

かかわらず、一部分のその確定予想待ちという形で工事中の期間が継続することのほうがあの

路線のほうは非常に危険だと思いますけれども、そこら辺も考えたところで判断しなきゃいけ

ない局面ではないでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員、該当の移転補償からだんだん話が広がってきている点が１

点であることと。先ほどから議論の方向が、要は仮定の議論も大事ではあるんですけれども、

この先の経緯を見ながら努力をするというのと、もしこうだったらというかみ合ってないとこ

ろがあるので、その点を含めて、まだ質疑を続けるならば、もう少し収束できるような内容で

お願いします。 

 今のに何か回答は。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（井浦真須己） 昨年、木村委員のほうから一部でも工事を先にするべきだという

お話もお伺いしていて、ただそのときにも補償とか、用地買収が終わったところは部分部分さ

せていただいて、最終的に全てといいますか、筑紫保育園も含めて、来年度、筑紫保育園とも

う一件ありますので、用地補償の該当が２件ありますので、そこが終わってから、全体の舗装

をかけるとか、そういうところはそういう移転が終わってからさせていただきたいということ

で今私どもとしては考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 最後、お話を整理したいんですけれども、結局は仮定の話で、内示が出

るまで状況がわからないということで、改めてまた議会に対して協議する場を設けていただく

と、先ほどの笠利委員の発言と一緒ですけれども、と考えてよろしいんでしょうか。その後、

市長のご発言で政治判断をされるというふうにも聞こえたんですけれども、やっぱり議会と内

示の状況によって協議する場がなけりゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 協議は大いに大事でお願いしたいんですが、今予算審議で認められた

部分に関する予算というのは執行をしなければいけないんですよね、基本的に。ただ、きちん

とした説明、実は昔あったんだけれども、我々が理解できた内容と違うものが建った、過去

に、昔、そう言ったら大体わかると思うけれども、そういうことがあったので、それはかなり
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問題であった。じゃなくて、きちんとした説明のもとに、我々がこれに対して同意をすれば、

それは執行されればいいんです。ただ、新たに追加補正であるとか、そういうふうな違う形に

なれば当然合意がまた要りますけれども、だからどの辺をお聞きになりたいのかが、もう少し

まとめていただきたい。予算の金額に対する再度の何かが要るのか、それとも違う新たな何か

について、その辺がよくわからない。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 先ほどは私も考えずとしゃべったように、実はもっと気になっているこ

とはあるんですね。昨年もこの件については議論になったので、今年の予算は十分に説明が可

能であることと、見通しを持った上で出てくるということを当然私たちは期待するわけなんで

すけれども、先ほど言いましたように歳入のほうで出してつくっていただいた資料を見ると、

まず確実に必要な額全部が交付金をもとにして出てくるとは考えにくい。過去を考えると。な

ので仮定の話をしなければならなかったというのが１つと。 

 もう一つは、この交付金は３年ないしは５年を目途にした計画というのが原則になっている

はずなんです。細かく言うと、同じ名前の計画でも途中で何か組みかえたりして、３年後でも

伸ばせるかもしれませんけれども、水城駅・口無線は、今回つくっていただいた表よりもさら

に前からある事業なので、交付金の趣旨にもそもそももう反しかけているんじゃないかという

気もするんですね、これだけ長く続いてしまうような事業が終わらないままにずうっと継続し

ていると。だとすると、国等の折衝の中で予算をたくさんとってきたいというふうには昨年か

ら繰り返されていますけれども、これ私が国の担当者だったらというか、仮定の話ですけれど

も、目にとめて気にしてしまったら、この計画自体に不合理なところがあるんではないかと、

曖昧なところがあるんではないかというような市の信頼にもかかわる、疑いを持たれかねない

のではないかということも懸念しています。不自然なものを感じるので、どうしても先を見越

しての質問というのをしなければならなかったと、私に関してはそういうつもりで今回はしつ

こい質問をしています。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 水城駅・口無線につきましては、この保育園の移転だけではなくて、10年以

上前からでしょうか、あの地域の道路を拡張するという方向性のもとに毎年こうした事業を進

められてきた、そして毎年補助を受けながら進めてきたということであります。そうした中

で、最終的に額も大きい部分でありますけれども、最後の最終的な完成に向けての一つの最後

の壁としてありますけれども、この点も速やかに完成をさせたいということで昨年来議論をい

ただいておりますけれども、私としてはそうした思いを持ちまして、こうした提案をさせてい

ただいております。 

 そうなってきますと、あとはやはりできるだけ多く国、県から補助をいただいて、そしてで

きるだけ早くこれを完成に導いてまいりたいと、そうした思いでありますので、仮にその補助

がどのようになったかに応じて、その時点で私なりにどのような進め方をするかはもう一度内
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部でもしっかりと議論しまして、そして議会の皆様、また市民の皆様にもしっかりと説明を尽

くした上で、仮に新たな補正の予算なり、そうした説明が必要となりましたら、しっかりと説

明を尽くして、皆さんにお認めをいただいてまいりたいと、そういうことであります。 

○委員長（門田直樹委員） 大分議論も膠着してきていると思います。まだ一般質問もあります。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今回は仮定じゃなくて予定の話を聞くんですけれども、今の167ページ

の下の生活道路改良のところなんですが、これも資料を出していただきましたけれども、資料

集の10ページのところなんですが、施政方針では当面の間は土木費等を削った上で人に回すと

いうような話もありましたけれども、ここに関することについては今年度が10年ほどの間は増

額するつもりでやっていくということで、それ自体はいいかと思います。 

 そこで、質問なんですけれども、側溝のふたを設置する計画については８年でしたか、そこ

で終わらせると、終わりのある計画になっていますね。生活道路、通学路の10年間の改修計画

というのがあったので、これも10年間で一定の区切りをつけるという形の計画なのかと思って

これ資料をいただいたんですが、見ると、平成30年から平成31年にかけてその部分の金額を増

やして、その後一定の割合を支出し続けるということで10年間続いているので、この10年間で

舗装は恐らく次から次へと出てくる性質のものではないかと思いますが、通学路に関してはあ

る程度場所が特定されるものなので、10年間でこの計画が完了するという性質のものなのか、

それとも10年間は着々とこのペースでやっていきますと、まだその先残るかもしれませんとい

う計画なのか、そこを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） 今の質問ですけれども、こちらのほうの今立てております年次計画につ

きましては、地元から市営土木等の要望があった部分につきまして、平成30年度の要望部分ま

でを含めまして、今後10年間でその平成30年度までの要望部分に対応できる部分の計画として

おります。ですので、当然平成31年度、平成32年度、平成33年度と続けてまた新たな場所であ

ったりとか、いろいろな箇所が、またここに載ってない場所の要望が上がってくることがもう

見込まれておりますので、その辺につきましては、この計画につきましても今平成30年度時点

でのあくまでも10カ年計画ということでございまして、今後、ここについては２年とか３年

で、それまでに積み上がった新たな要望等につきましても加味しながら、年次ごとに見直して

いく必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） わかりました。ということは、同じことを逆の言い方をすれば、平成

30年度までに市民の方から出てきた、自治会を通じて出てきたような要望については、今後

10年間で全部終わらせますよと言える内容だということですね。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 



－89－ 

○建設課長（山口辰男） こちらのほうの予算につきましては、本市の単独費を投じてできる部分

ということにしております。それ以上の要望で、大規模改修であったりとか、さすがに国費、

県費をいただかないといけない部分につきましては、ほかの先ほどの社会資本整備総合交付金

であったりとか、いわゆる別事業の起債事業であったりとかを活用しながら、別途進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 予算審査資料の10ページの社会資本整備総合交付金対象事業一覧表をい

ただきました。この中で、平成30年度からの継続した路線名とかはあるんですが、新たに13節

のところで、これ何と読むんでしょうかね、御垣野２号線、それと室町４号橋、それと関屋・

向佐野線というのが新しく上がってきています。振り返って去年の社会資本整備事業の要望路

線を見ると、逆に道路の円滑化、安全快適というところで４路線が上がってきていたと思うん

ですけれども、そちらのほうが逆に載ってこなくて、新たなものが上がってきているというと

ころですので、ここら辺路線の優先順位というのをしっかり私も知りたいところなんですけれ

ども、それに基づいたところで当然優先順位が高いものから事業費が大きいでしょうから、社

会資本整備総合交付金をしっかりとっていって、集中的に整備していくというような流れを私

も見せてほしいんですけれども、ここら辺の優先順位のつけ方ですよね、あと資料の整理の状

況を聞きたいんですが。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） まず、優先順位のほうですけれども、確かに地元要望がやはり強い幹線

道路という部分でもありますし、また通学路で歩道が足りてないところという部分について、

内部で協議をしながら優先順位を定めている、もしくはまほろば号の路線であったりとかとい

うところで考えております。 

 それから、昨年度までいわゆるパッケージの136といいまして、円滑化のほうの補助金のほ

うですけれども、こちらのほうが平成30年度から、通常一般市道でありますアスファルトの舗

装が５㎝の１層構造というものの舗装につきましては、基本この補助金ではもう見ないと、別

の個別計画をつくって起債事業で実施をしていきなさいという国土交通省からの通達が来てお

ります。それに基づきまして、こちらのほうの１層舗装のみは別の事業で実施を今後してい

く。あとは、２層構造以上の舗装であったりとか、あとは歩道を設置する必要があるものにつ

きましては、先ほどの通学路による整備のほうに将来的にはシフトしていくというふうに考え

て優先順位をつけております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） いまの舗装の事業ですけれども、それについては予算の説明資料の13ペ
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ージの舗装の個別施設計画を策定しというところで、ここに当たるんでしょうかね。これでま

とめていくという形ということでしょうか。予算説明資料の13ページの一番上ですね、道路改

修計画事業、こちらのほうにその舗装関係は入ってくるというふうに考えていてよろしいんで

しょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） 予算説明資料の13ページの１行目の補助事業や起債事業の対象となる路

線を増やすことでというところのこの起債事業の対象となる路線という部分に対して個別の路

線計画をつくる必要があるということでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 166ページ、３目地域交通対策費、169ページまでですが、質疑はございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 169ページの241の渋滞対策費のところなんですけれども、委託料の

地域交通網形成計画策定委託料810万円上がっていまして、予算審査資料20ページに個別計画

の内容についてお尋ねしているんですけれども、その中にこの計画に対しての策定費用などを

出していただいています。この地域交通網形成計画策定委託料、計画自体が計画期間が平成

32年度から平成37年度の５年間の計画ということになっているんですけれども、今年度中にこ

の計画が策定されて平成32年度からというような考え方でいいのでしょうか。この計画自体

が、その上にある太宰府市総合交通計画とこれとの関連を教えていただきたいんですけれど

も。ここのところが、その上のところに総合交通計画協議会だとか、地域公共交通活性化協議

会とかというふうにいろいろ似たようなのがあるので、そこら辺整理して教えていただければ

と思います。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） ご質問にお答えします。 

 まず、計画につきましては、平成31年度で両計画とも策定を終わる予定でございます。 

 計画のそれぞれの内容についてご説明しますと、地域公共交通網形成計画につきましては、

公共交通網、バスとか、電車とか、まほろば号も関係ありますけれども、それのマスタープラ

ン的な計画になります。それと、総合交通計画につきましては道路網の計画になります。道路

のほうの計画と、その上を走る公共交通網の計画、２つの計画を同時につくっているような形

になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 予算上はその策定委託料で810万円と上がっているんですけれど

も、審査資料の平成30年度の1,600万円と平成28年度の1,400万円というのがあるんですけれど
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も、これはそれぞれの計画を合わせて合計金額という形でよろしいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） 平成28年度、平成30年度につきましては、決算ベースで書いており

ます。両方の計画を、内容的にはいろいろな交通網の調査をいたしますので、１つの業者に委

託をしまして、２つの計画をつくっているような形になりますので、これは決算ベースで書い

ております。平成31年度については予算ベースで書かせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 169ページの241渋滞対策費、この中に入っているとかという話ではな

くて、お正月の三が日でしたかね、総合体育館の駐車場が臨時駐車場になったということの広

報がちょっと足りなかったのかというのもあって、結構もったいないかなという感じがあっ

て、余り使われている人が少なかったとか、知らなかったとかという声もあったんですね。 

 それともう一つが、五条の今いきいき情報センターの駐車場がかなり広範囲にあるんですけ

れども、例えばあそこに駐車場を流して、五条駅から太宰府駅まで１駅ですので、そっちに流

すような動きとか、渋滞対策費の中でそういうこととかが考えられないのか、見解をお聞かせ

ください。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） 三が日につきましては、この五条駅、太宰府天満宮周辺につきまし

ては、一方通行等の交通規制が入っておりますので、例えばいきいき情報センターにとめてい

ただいて、そこから五条駅から乗っていただくというのが難しい場合があります、入れないと

ころから入らないといけないケースがありますから。そういう形で、今のところそこはご案内

はしておりません。 

 ですから、私たちがご案内しているのは、例えばイオンの大野城市、そことゆめタウン筑紫

野、当該駅から乗っていただく、それとＪＲ二日市駅の立体駐車場、そこにとめていただい

て、ＪＲ二日市駅から太宰府駅までは臨時バスが通っていますから、臨時バスに乗っていただ

いて、大体40分ぐらいで来れるという形になっていますので、それをご利用していただくとい

うことでホームページのほうに載せさせていただいていますので、それをご利用を推奨してお

ります。 

 総合体育館の駐車場につきましては、いろいろな交通規制の関係がありますので、なかなか

ご紹介をしていなかったケースもありますけれども、今後の検討ということでさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 



－92－ 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 質問の仕方が悪かったんですけれども、三が日に限らず、五条のいき

いき情報センターの上と、それから平地の駐車場というのは、結構今使ってない状況なので、

マミーズも撤退してということなので、あそこの駐車場の有効利用の活用をしていただけない

かということで、三が日に限ったことではなくて、駐車場の満空情報の中に、こういったとこ

ろも入れたらどうかというようなこととか。ずっと天満宮でいろいろな催事とかがあるとき

に、あそこの駐車場に置いて、五条駅までの周遊をつくるとか。体育館の駐車場に関しては、

都府楼駅まで歩くというようなところまでのつくり込みをしながら、何かそういう駐車場、渋

滞対策への取り組みとしてソフト面でこういったことができないかということの検討をお願い

しておきます。これは回答は結構です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、170ページ、３項河川費、１目河川管理費について質疑は

ありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 河川管理費のほう、１点お伺いしますけれども、河川管理費は大部分が

負担金のところだと思うんですけれども、多くの市内に流れている河川の管轄が福岡県だとい

うのは理解しているんですけれども、ここに上がっているこの修繕料というのはどこを想定し

て計上されているのか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） こちらの修繕料につきましては、太宰府市内にある市営河川の修繕料で

ございまして、ところどころ壊れたりとか、緊急、臨時的に修繕をする必要が発生した際に臨

時的に使う修繕料でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同じページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費、173ページまで

ですが、質疑はございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 171ページの220の景観計画推進費の中で、生け垣推進協力補助金という

のがありまして、これが１万円と非常に少ない、事業ができるんやろうかと心配するところな

んですけれども、関連して173ページのブロック塀等撤去促進事業費というところで、こちら

のほうはブロック塀の撤去を奨励する、推進するという事業があるんですけれども、これとこ

の生け垣というのは何かしらこれ関係がありそうだと私は思ったんですけれども、これ特にリ
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ンクがあるような仕組みじゃないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） まず、ブロック塀につきましては、昨年の大阪北部の地震でブロッ

ク塀が倒れて小学生が亡くなったというケースがございましたけれども、それに基づいて国の

制度に基づいて県が制度をつくって、それにあわせて市のほうもつくったような制度でござい

ます。ある一定以上の診断をして、例えばブロックが揺れるとか、そういう状況になった状態

の部分について、撤去に関する補助をするということになっています。これも国と県の補助が

ついております。 

 生け垣につきましては、相当前からある制度でございまして、道路に面する部分について、

できるだけ緑化をしていただいて、景観的によく見えるようにしてくださいという制度をつく

っております。道路に面している部分だけですので、なおかつこれは３ｍ以上の部分がないと

対象になりません。金額についても、４ｍまで5,000円で、10㎝増すごとに200円、ですからそ

れほど大きな金額は出せないということになっています。昨年もそうですけれども、なかなか

申請がなくて、そういう状況ですので、今回は１万円だけ、制度がある以上は計上しておかな

いといけませんので、計上させていただいたということでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） せっかくブロック塀を撤去したら、次は何を再築するかというところ

で、フェンスとかじゃなくて、生け垣というふうに発想したからそういうふうにご質問させて

いただいたところなんですけれども、ちょっと残念でした。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 極力一般質問にはならないように気をつけて質問をしたいと思います

が、都市計画事務費の中の都市計画審議会の中身につきまして、メンバー、回数が、これ立地

適正化の中で設定をされたというふうに思いますが、中身はどのような議論をこの審議会の中

で付託されるのかということもあわせてと。 

 ２款２項の中の総合戦略推進委員会との中身の違いというのが具体的にどのようにあるのか

ということを教えてもらいたいと思いますが。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） まず、都市計画審議会でございますけれども、これは都市計画法第

77条の２に基づく委員会でございまして、都市計画法に位置づけられた審議会でございます。

審議の中身につきましては、土地利用ですね、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための

土地利用、それとか都市施設の整備とか、市街地の事業の開発に関する計画等を調査、審議し

ていただいて、ご意見をいただくというような審議会でございます。来年度については年間３
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回の開催予定にしております。 

 審議の中身につきましては、委員がおっしゃいますように立地適正化計画の策定の部分の審

議をしていただくような形になります。 

 立地適正化計画というのは、昨年からずっとご説明しておりましたんですけれども、都市計

画マスタープランの詳細版として計画を策定します。マスタープランよりも中身を詳しく、例

えばこの地域には住居を専用に建ててもらうとか、都市施設はこの地域とか、これをつなぐネ

ットワークをどう考えるとか、そういう計画をつくっていただくような形になります。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） ２款の総合戦略推進委員のほうの件につきましては私のほうから回

答させていただきます。 

 こちらにつきましては、地方版の総合戦略、具体的に言いますとまち・ひと・しごと、移

住・定住促進ということで、人口減少を迎えているこの日本におきまして、首都圏の人口集

中、これを抑制するためにも、地方への移住・定住を促進するという国の施策に基づきまし

て、地方においてもこの総合戦略を策定するようにという国の指導に基づきまして、太宰府市

におきましても平成28年３月に総合戦略を策定いたしております。これは３年間の期間限定と

いうことになりますので、平成31年からの新たな総合戦略に向けまして、この総合戦略推進委

員会ということでまた議論をしていく予定にしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） これさかのぼって質問をしたということでありませんで、都市計画審議

会の中身で重なっているのかなと思いまして。 

 マスタープラン、私がここで聞きたいのは、従前の市の方針が、楠田市長になられて初めて

最初からつくった方針書、予算書でありますから、あえてお聞きをしているんですけれども、

佐野東の区画整理事業費などなどについて、施政方針の中では触れられているといえば触れら

れている、ほとんど触れられてないといえばほとんど触れられてないと思わざるを得ないんで

すが、この審議会の中で、マスタープランなど居住地は居住地、都市計画は都市部ということ

で開発総合全体の中で立地適正化計画に基づいてこの都市計画審議会が、３回ぐらいで間に合

うのかなと、これは先ほどの意見じゃないけれども、想定されるのは今後、五条のいきいき情

報センターの建物の老朽化だとか、それから佐賀銀行が撤収した跡とかという五条全体のまち

づくりか、活性化というか、そういうものも議論が今から始まっていくんじゃなかろうかとい

うふうに思うんですね。だから、そういう意味では文字どおり太宰府市全体の議論を都市計画

審議会の中でされているということになろうかと思うけれども、年３回ぐらいでこの結論が出

るのかなと、何年間ぐらいかわかりませんけれども。そういう意味では、もう少し月１ぐらい

でやっていって、進めていかないと、ずうっとこのまちづくりを待っている人たち、僕の意識

の中には佐野東があるんだけれども、虫食い状態になっていって、結果的には区画整理もでき
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なくなってしまうと、病院が拡張したりだとかというようなことで、ここは区画整理の場所だ

からということで農地を手放さない方もおられるわけで、市からの方針を待っておられるとい

うたときに、答えるためのこの都市計画審議会委員会というのがもう少し頻度を上げて、報酬

もそのときで考えれば、補正でも何でも構わんと思うけれども、この辺はそれで間に合うのか

なと、次にもまた出てくると思う。先ほどの五条の問題、五条の駅開発などなど、これ構想は

今から議論されると思いますけれども、その辺大丈夫ですかね、間に合うのかなというふうに

思うんですけれども、余り突っ込むと予算委員会の質疑じゃなくなるような気がするので、こ

れぐらいにはしておきますが。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ありがたいご指摘であります。都市計画審議会に限らずですけれども、さま

ざま会議体が多くなり過ぎても問題という意識も私自身ありますが、確かに頻度につきまし

て、テーマに応じて頻度を上げていくと、議会月はしないとかというこれまでのルールもある

ようですけれども、必要であれば、議会月も含めてやっていくような、そういうめり張りをつ

けていくことも重要だと思っておりますので、必要であればそうした補正なり、そうした提案

も新たにさせていただきたいと、考えていきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） このページでいいと思うんですけれども、173ページ、政庁前の駐車場

をオープンするということで今回議場でもいろいろ話が出ましたけれども、それを維持管理し

ていく費用と、開業するに当たってゲート等をつくる費用と、このページに載っていると思う

んですけれども、一体どこで幾らなのか、正確なところがわからないので、教えていただけれ

ばなと思います。 

 あわせて、もしそこで幾らぐらい歳入が入る予定なのかというのがわかるというか、載って

いると思うので、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） そこの予算書に出ています516万8,000円が委託料の全てなんですけ

れども、その内訳ですけれども、そのうち306万円、これが機械のゲート式の委託料になりま

す。それと、そのほかにやはりこれ予約制をしたいと思っておりますので、予約が多い繁忙

期、例えば修学旅行の繁忙期につきましては人為的な対応をさせていただこうと思っていま

す。その人為的な部分につきましてはまた別の業者に委託をさせていただいて、その委託費と

して210万円ほどの金額になります。合計で516万8,000円です。 

 それと、どれだけの収入の目途がということでしたけれども、歳入のほうに上げさせていた

だいているんですけれども、31ページ、土木使用料、ここに552万7,000円という数字が上がっ

ていると思いますが、これは想定なんですけれども、まだどれだけ入ってくるかというのがわ

からないんで、条例で今上げさせていただいている大型バス1,500円、中型バス1,000円という
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ことで、それを平均しますと1,300円ほどになるんですけれども、その平均の1,300円ぐらいの

バスが大体13台ぐらい、２回転いかないかなというぐらいとめるという想定をしています。そ

れで、６月から条例施行になりますから、６月から３月までとして、335日ということの想定

で積算をさせていただいています。大体委託費に見合うような、とんとんになるぐらいの金額

でさせていただいているような状況です。 

 以上です。 

○委員（笠利 毅委員） ありがとうございました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 同じ173ページなんですが、歴史的風致維持向上計画の推進費の中で、

細目15工事請負費、歴史まちづくり関連工事１億3,355万2,000円、これの工事内容を教えてく

ださい。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） この内容につきましては、大宰府条坊跡解説広場整備事業、太宰府

の条坊跡の隣に史跡地に指定されてない部分がございます、その部分に便益施設、トイレであ

りますとか、展望施設、そこを解説する広場等の設置をさせていただこうと思っていますの

で、そこの整備費として１億2,921万3,000円、これ国庫が２分の１つきますので、その半分ほ

どですね。 

 それと、どんかん道、日田街道、参詣道、歴史の散歩道の整備事業として233万9,000円で

す。 

 そのほかに、いろいろな工事に伴う単費的なところ、補助対象外なんですけれども、例えば

民有地とのすりつけなど、そういう補助にのらない工事費として200万円をつけさせていただ

いています。 

 合計で１億3,355万2,000円という形になります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 171ページの景観計画推進費委託料の景観重要建造物プレートデザ

イン作成業務委託料、これ前からあったのかどうか、気づかなかったので、この分の内容につ

いて教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） 今参道のひさしについて、景観重要建造物に指定させていただい

て、建築基準法の緩和をさせていただいています。それが47件ほどございますので、それに景
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観重要建造物のプレートを順次張っていくような形になります。一気に張るとかなり多くなり

ますので、１年間に５枚程度張る予定にしております。これ平成30年度から計上させていただ

いている事業でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 確認ですけれども、今47件とおっしゃって、平成30年度は５枚とい

うことは５件ということですか。そして、平成31年度がまた５件というような形で進めていく

ということですか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（木村昌春） 予算のつき方にもよるんですけれども、５件ほどでやっていこうか

なという形になっています。たくさんつけていただければそれだけつくということになります

けれども。一応５件ずつやっていこうと思っています。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） わかりました。いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、15時35分まで休憩します。 

              休憩 午後３時23分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時35分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 174ページ、４項都市計画費、２目公園事業費について質疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 公園整備費なんですが、15節の公園改良工事はどこの公園、１カ所じ

ゃなくて何カ所かあるのか、ご説明お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（山口辰男） こちらの公園改良工事でございますけれども、平成31年度は６カ所要望

を上げております。公園の名称につきましては、高雄中央公園、高雄南公園、梅香苑公園、青

葉台中央公園、湯ノ谷公園、長浦１号公園を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員（長谷川公成委員） ありがとうございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ３目下水道事業費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４目土地開発費、177ページまでですが、質疑はございま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 176ページ、５項住宅費、１目住宅管理費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、９款消防費に入ります。 

 １項消防費、１目常備消防費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目非常備消防費について、179ページまでですが、質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、３目消防施設費について、両ページですが、質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、180ページ、４目災害対策費について質疑はありません

か。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 戻って申しわけありません。179ページの消防施設等整備費の中の

15節の消火栓改修工事について、これはどこになりますですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） この消火栓の改修工事につきましては、改修工事ということで上

げておりますけれども、例えば道路の陥没、臨時的なもの及び、特に舗装工事のやりかえとか

のときの消火栓の改修工事として計上させていただいております。ですので、場所は特定して

おりませんけれども、計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（小畠真由美委員） わかりました、ありがとうございました。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） その下の19節に消火栓の新設の負担金というのが上がっているんですけ

れども、この負担金という形で上がってくる理由と、新設というのはどこか計画があるのかと

いうことと、あわせてお聞かせください。 
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○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） この19節の消火栓新設負担金につきましては、水道事業のほうで

水道管の布設がえとかを伴うときにこちらのほうも負担金ということで水道事業のほうに負担

しているような状況です。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 181ページの災害対策関係費及び予算説明資料の14ページ、災害対策事

業についてお伺いします。 

 自衛隊などの助言をもらいながら、豪雨災害シミュレーションをと、地震災害シミュレーシ

ョンを完成させるというところなんですけれども、これ具体的に災害の発生のシミュレーショ

ン、ハザードマップ的なものをつくられるのか、もしくは避難、支援まで含めたところでのシ

ミュレーションなのか、内容を教えていただきたいのと。 

 181ページの防災対策関係費の中のどこの部分でこの内容をされるのかを教えていただきた

いんですが。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） まず、災害シミュレーションにつきましては、実際に豪雨災害の

ほうに取り組んでおるんですけれども、今まで考えられる最大の豪雨災害、今考えておるのが

九州北部豪雨、朝倉でありました約1,000㎜程度太宰府市で降ったらどのようになるのかとい

うことで、それから結局職員の対応であったりとか、市民からのいろいろな災害の情報がもた

らされます。それに対して関係機関への要請とか、あとある程度豪雨時の救助の方法とか、最

終的には災害の復旧関係、例えば仮設住宅の対応とか、そのような一括というか、全てのもの

を含めてシミュレーションをしたいということで取り組んでおります。 

 予算につきましては、これどちらにしましてもいろいろ関係機関あたりから情報を得て、課

の職員のほうで取り組んでいるような状況です。ですので、特別委託料とか、外注とかはして

ないような状況です。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の同じところなんですけれども、予算説明資料のほうでは防犯対策費

のうち４万円、１桁見間違えていましたけれども、大きい額ではありませんが、災害シミュレ

ーションの中に防犯対策費が入るということですが、どういうニュアンスで入るのかなという

ことを説明していただければと。 
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○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ４万円については今調べておりますけれども、基本的にはどのようなことを

やっておるかと申しますと、私も防衛の経験がありましたけれども、自衛隊の中で当然国防を

行う上で何か有事が起こったときのシミュレーションというものをやはり自衛隊というのは持

っております。そうしたことを当然災害にも適用だろうという考えのもとに、本市で豪雨なり

地震が起こったときにどのような動き方をしていくべきかということを、その自治体のノウハ

ウなども生かしながらシミュレーションをつくる、行うべきだという私自身の考えのもとに自

衛隊のほうに相談をしながらやっていると。そういう意味では、委託のお金などはかからない

ということでありますけれども、そうした中で、全ての事態に応じた動きを総合的につくり上

げていくと、そういう意味では、マップをつくるとかということではなくて、動き方の想定を

しながら、市民の皆様にどのような協力をいただくかとか、もちろん職員がどのように動くべ

きかとか、どのような物資を用意しておくべきかとか、避難所をどれだけ用意するべきかと

か、そういうことを想定していくということをやっております。その中での予算づけというこ

とであります。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） 先ほどの14ページの災害対策事業のうちの防犯対策費のうちの４

万円について説明いたします。 

 これ予算書では61ページになるんですけれども、61ページの防犯対策費のところに報償費の

講師謝礼というのを上げております。この講師謝礼につきましては、太宰府市のほうで、秋に

なるとは思うんですけれども、安全・安心のまちづくり推進大会を実施しております。その講

師として、今回、今年度もまだはっきりは決めておりませんけれども、近年災害がかなり発生

しておりますので、この推進大会で災害に関する何らかの外部講師とかを呼んで大会を開こう

と考えておりまして、この14ページのところに、これ恐れ入りますが、防犯対策費となってお

りますけれども、災害関連の講師を呼ぶために計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ついでになんですけれども、先ほど職員でシミュレーションを行ってい

るということでしたけれども、数字だけ見ると消耗品費のところがちょうど額が一緒ですよ

ね。何で消耗品でシミュレーションをするのかなという疑問があったんですけれども、もしこ

の350万円がそれに当たるんであれば、どうして消耗品というふうなことになるのか、そうで

ないのであればどこから350万円なのか。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） この350万円につきまして、消耗品のまず350万円から説明いたし

ます。この消耗品の350万円のほとんどは備蓄食料の消耗品として計上をさせていただいてお
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ります。平成31年度は5,000食、これはアルファ米ですかね、水を入れれば御飯になる、また

パンとか、それとあと飲料水5,000本とか、そういうふうな予算で計上をさせていただいてお

ります。 

○委員（笠利 毅委員） わかりました、シミュレーション費というよりは備蓄食糧費のようなも

のですね。 

○防災安全課長（齋藤実貴男） そうですね。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（笠利 毅委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 182ページ、１項教育総務費、１目教育委員会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 ２目事務局費、187ページまでですが、質疑はございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 185ページの下のところ、不登校対策費に関連することなんですけ

れども、予算審査資料の14ページで、今なかなか教室に入りづらい、学校に行きづらいという

子たちが使っている施設が校内適応指導教室、それから教育支援センターがあるということ

で、それぞれの利用人数と不登校とみなされている子どもたちの人数を出してもらっていると

ころです。教育支援センターについては利用人数が倍になったりとか、筑紫地区内でもすごく

こういうセンターに通っている子どもたちが数的に、割合的に増えているというような話は聞

いているんですけれども、それにしても不登校の子どもたちがなかなか減らないというような

状況で、今後の対策としてどのようなことを考えてあるのかということを少しお聞かせ願いた

いんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 教育支援センターという形で総合的に不登校にかかわるという形

で、昨年度から組織の変更というのをしたところでございます。その中で、学校への情報提

供、それから学校等と連携をしたりということで今取り組んでいるところでございます。新し

い年度に何かしら特別のことをするということまでは、私が知り得る範囲ではまだ伺っていな

いというところでございます。 

 ただ、これまで以上に教育支援センターでの受け入れ状況が、小学生が11名で中学生９名と

いうことで、もう受け入れが限界に来ているのは間違いございませんので、中学校、小学校の

適応指導教室のほうにできればそういう受け皿になるように働きかけをしていきたいというふ

うな、そういうことを支援センターのほうで考えていらっしゃるということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 
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○副委員長（神武 綾委員） 支援センターまで行けない子たちに対して平成31年度は、大学との

連携があるというふうなお話があったと思うんですけれども、それを聞いた方が、大学に通う

まではどうなるのかということを心配してあるんですよね。子どもが大学まで直接行くのか、

子どもだけで行くのか、親がついていかないといけないのかということを心配してある方がい

らっしゃったんですけれども、そこのところは何か検討とかされているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 大学については、今協議をしておりますけれども、基本的にはその子

のペースに合ったということで、毎日そこに行くというふうには考えておりません。その子が

どれぐらい行けるかというか、そういうふうに考えております。 

 その中で今考えておりますのは、基本的に保護者の力をかりないとだめだろうなというふう

には思っているところなんです。おっしゃったように、子どもが一人でその時間動くというと

ころの安全性とかもありますので、保護者の方に、送迎のときだけで結構ですので、ずっとそ

こにいていただくということは必要ないので、送迎についてはお願いすることになるんではな

いかなあと、今のところの段階ではそんなふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 不登校、なかなか外に出れないという子たちが一定数いますので、

そういう意味では出ていける場所というのが増えていくのはとてもいいことだと思いますの

で、ぜひお願いしたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 全く私も同じところの質問だったんですが、これは14ページの資料を見

ますと、累計しますと平成28年が136人、174人、172人と年々増えてきているわけですよね。

この辺をしっかり捉えていただいて、どうしましょう、これ、本当に深刻な問題だと思うんで

すよね。やはり基本は家庭だと思うんですが、スクールソーシャルワーカーの方もいらっしゃ

る、スクールカウンセラーもいらっしゃる、それから不登校対応専任教員もいらっしゃると、

こういう対策、相談に乗ってくださる先生方がいらっしゃるんですが、その辺の効果という

か、復学するとか、復帰したとか、こういうものは上がっているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） おっしゃるように、不登校の児童・生徒というのは年々増えておりま

す。これは太宰府市だけではなくて、全国的な傾向として増えております。今考え方として

は、以前は不登校が問題ということで、学校復帰だけを第一の目的としていたところがあるん

ですよね。ところが、今はもう文部科学省も学校は貴重な体験の場所ではあるけれども、そう

ではなくて、成長過程でどう支援するかということを第一に考えていくというような立場に切

りかわっております。それで、先ほどの大学の件もそうなんですけれども、いかにその子たち
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に支援ができる、選択ができるものを用意するかというふうなことなんだろうと思うんです

ね。 

 実際に復帰はしています、そのことも大変喜ばしいし、数字には出てこない成長もあるんで

すね。例えば、復帰というのの基準があるんですけれども、そこまでは行ってないんですけれ

ども、今まではもうほとんど行けてなかった子が何回かは行けたとか、数字上はあられない成

果等もありますので、その辺を必ず我々は情報をつかんどって、単純に数字だけでこうなりま

したということではなくて、お示しできるように教育支援センターのほうも今情報を整理して

いますし、我々もつかんで、こういう機会等があればぜひともまたお示しできたらなというふ

うに思っています。なかなか復帰だけということで見ますと、子どもにしても、その保護者に

しても大変苦しい立場になりますので、そうではなくて、どう成長したかというところで説明

ができるように、私たちもしっかりその子たちの把握をしていきたいなというふうに思ってい

ます。 

○委員（橋本 健委員） わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 関連してなんですが、今スクールソーシャルワーカーの単価が高いと

いうのはよく存じ上げているんですけれども、人数と、週に何回お見えなのか、教えてくださ

い。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 現在来ていただいておるのは４名でございます。お一人の方が週に

１日ということでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ありがとうございます。先ほど橋本議長のほうからあった不登校対策

とか、大学生の力をかりてということなんですが、今ＳｋｙｐｅとかＩＣＴを使って、家にい

ながら会話ができるとか、そういったことも今補助の対象にもなりつつありますので、ぜひ幅

広くいろいろなことを考えて、スクールソーシャルワーカーの方たちだけではちょっと厳しい

とは思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。それは回答は要りません。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 平成31年度の予算なんですけれども、スクールソーシャルワーカ

ー、雇用形態を変えまして、週４日の２人体制という形にします。ですから、実際の実労働日

数は今までの倍になるというような形で対応を考えております。 

○委員長（門田直樹委員） いいですね。 
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 ２目に対してよろしいですね。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 185ページの中段の委託料、ＩＣＴ支援業務委託料についてお伺いしま

す。 

 ＩＣＴ教育支援業務として平成31年度から５年間事業者に委託するということですけれど

も、肝心の小・中学校における教育、授業のほうなんですけれども、いきなり平成31年度から

ＩＣＴを使ったものがぱんと始まるような感じじゃないというのはわかるんですけれども、こ

の５年間でどういう形で授業にＩＣＴを活用していくのかというのを、わかる範囲でお答えい

ただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） ここに上げておりますＩＣＴ支援業務でございますけれども、柱が

４つございます。１つは、ＩＣＴ教育推進に係る総合的なコンサルティング業務を担っていた

だきます。それから、小・中学校へのＩＣＴ支援員の派遣。それと、機器の操作方法ですとか

に疑問があった場合の問い合わせ、それから機器に障害が生じた場合のそういう問い合わせ先

としてヘルプデスクを置いていただく。それともう一つ、教職員への研修ということで、この

４つの業務をこの５年間にわたってしていただくということを考えております。 

 今年度から機器がどんどん入ってきますので、まずは先生方にその機器を使いこなしていた

だくような研修にしっかり取り組んでいただこうというふうに考えております。その上で、順

次子どもさんたちに授業の中で活用していただくような形で、このＩＣＴ機器全般を教育全般

の中に活用していくということで考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、186ページ、３目人権教育費、189ページまでですが、３目

について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、４目特別支援教育費、191ページまでですが、

質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５目幼稚園について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項小学校費、１目学校管理費、195ページまで、質疑は

ありませんか。 

 堺委員。 
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○委員（堺  剛委員） 教えていただきたいんですが、もしおわかりになれば結構です。191ペ

ージの10款２項の150小学校管理運営費、報酬として各学校医が示されておりますが、これか

かりつけの病院がわかれば教えていただければと思うんですけれども、これわかりますかね。

各学校の担当の眼科医から歯科医がありますよね。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 今学校医のほうは医師会等と調整をしている段階で、入れかえ等が

あるということで、まだ確定はしておりません。各学校にそれぞれ主務医ということで決めて

いただいて、その後は各診療科ごとの学校医の指定がされるということになっております。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 確定しましたらお知らせいただければと思います。その辺よろしいです

か。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はいいですね。 

 ほかにございませんか。 

 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） 195ページの委託料、水泳授業委託料についてお聞きしたいんですけれ

ども、結局２小学校で行うということで、もし仮に、その小学校がかなりプールが老朽化して

いてということでも始まったと思うんですけれども、そのプールを使えるように改修工事とか

する場合の試算というか予算は検討された上で踏み切られたんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（原口信行） お見込みのとおりでございます。ここでは1,178万1,000円という形で

委託費を計上させていただいておりますが、もし水城小学校、これは50年経過年数がたってお

ります、それから水城西小学校が46年たっておりますので、大きなもう改築をしなくちゃいけ

ないような状況になっていますが、差し当たりこれを使うということになれば、来年度、

3,000万円程度の塗装のやりかえという予算は必要になってくるというふうな形で総合的に判

断させていただいたと。それと、先生方の働き方改革の一環として、そういうふうに２点で計

上させていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） 太宰府市の小学校プールはどこもかなり古いんじゃないかなと思うんで

すよね。今後、プールの改修工事の予定みたいなのは、よその学校の分、そういった部分は計

画されているんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（原口信行） それはまだここで明確にお示しはできないんですけれども、基本的に

やはり20年ぐらいでろ過器とか設備を更新していくような状況がございますので、それは予算

措置を行いながらやっていくと。なおかつ、ここのプールの関係につきましては委託というこ
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とは一つの提案という形でさせていただいておりますけれども、そこら辺との関連性ですよ

ね、どういうふうなことにしたら一番いい教育環境になるかというふうなことも考えながら検

討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） まだなかなか難しいと思うけれども、基本的には小学校の水泳に関して

はこの２小学校のように民間のほうに委託していくという方向性で検討していくということで

すか。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 実は今現在では、さっき言われたように２小学校のプールの状態を考

えて２小学校で始めようということにしております。ただ、受け入れる側が、来年度に限って

言えば状況としては、ほかの例えば幼稚園とか、一般の方とか、保育園とかの状況で、じゃあ

ほかの小学校はできるかといえば、来年度に限ってはそういう条件は整わないということで

す。ただ、今後は、実は私たちは千葉の佐倉市に尋ねながら、そこを一つのモデルとしていろ

いろ調べさせていただいたんですけれども、佐倉市も今２校でやって、残り32校を今後どうす

るかということを、施設の適正化とか、民間活力の導入の検討、それから実現可能性の検証を

行いながら、財政健全化も考えて検討していくということなんです。我々も今現在はそこから

スタートしますけれども、常に子どもたちにとっていい環境とか、先生たちにとっていい環境

とか、公共施設のあり方等を多面的に考えて、可能であれば適切に導入するという考え方に立

つ。ただ、現時点ではそれがいつかとか、先々どうなのかということを明確にはお示しはでき

ないと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） じゃあ、水城、水城西のプールについてはこのまま放置しておくという

か、もう何もしないということですかね。そうすると、今度は水城小学校がかかわってくるや

ないですか、学習も含めて今調査検討されていると思うんですけれども、その計画の中にプー

ルをつくるかどうかという部分も出てくると思うんですけれども、その辺はもう考えは決まっ

ているんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（原口信行） まずは、特に水城小学校は非常に学校用地も狭いというような状況も

ございます。ただ、だからといって軽々にすぐ取り壊してしまうというようなこともちょっと

乱暴なような気がいたしますので、やはり状況を見させていただいて、これでいけるというよ

うな状況になれば、それは本格導入というような形になるかと思いますけれども、まだそこま

では至っていないというような状況でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） このプールなんですけれども、大体防火水槽の役目もあるというふう
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に聞いているんですけれども、もう水は一切今後ためない、それとも防火水槽の役割があるか

らそのまま水をためて残しておく、今判断としてはどうなんでしょうかね。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（原口信行） 基本的に取り壊すならもうためなくていいと思うんですけれども、ま

だ取り壊すのを決定するまでは塗装の養生の面から一定やはり水はためておくというような形

になるかと思います。防火用水の関係は、取り壊すとなればそこら辺の消火栓との絡みとかを

考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 説明自体を私は一からお聞きしたいかなと思っていたんですよ。事前に

担当課の吉開課長のほうから個別にご説明ということもあったんですけれども、皆さん同じレ

ベルの説明を聞いたほうが非常に理解が深まるかなと思いますんで、それこそ最初から、どこ

からの発案だったのか、聞いたところによりますと、先生方の働き方改革という話もあれば、

施設の老朽化による維持管理費の増嵩に対する対応ということもありますので、どこからスタ

ートして、最終的にこの案になったのか。 

 あと、水城小学校と水城西小学校、これ使うプールも違うというふうに聞いていますんで、

片や市民プールを使い、片や民間のプールを使うという話も聞いていますし、どうやって移動

するのかという説明も聞いている方は聞いている、聞いてない方は聞いてないという形なん

で、まずはトータルで説明をいただいたほうが非常にやりとりができるんじゃないかと思うん

ですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） では、全般的に説明させていただきたいと思います。 

 発端はやはり働き方改革ということで私ども考えておりました。小規模の学校の先生方にプ

ールの管理に関する負担が生じているということでございましたので、そのあたりを何とかし

たいなというところがもともとの発想であったんですけれども、喫緊のうちに改修をしなけれ

ばならないというふうなところが現実にあるということで、できればその小規模のところも含

めて、今実施を予定している２校も一緒にしたいということで、最終的なところまで受けてい

ただく民間のプール等協議を進めていたんですけれども、先ほど江口理事からも回答いたしま

したように、どうしても民間プールのほうと利用状況の中で、そういった学校のほうまで受け

入れが難しいというふうなことがございましたんで、そこから最終的にはこの２校のほうを選

択したというふうな、そういう状況でございます。 

 報道等で皆様に誤解を生じたような報道がされているんですけれども、水泳授業を何かしら

丸投げをするような、そういうふうな報道がされておりましたので、そこで保護者の方であり

ますとか、議員の皆さん方にもいろいろご心配をかけたり、疑問を抱かせてしまったのかなと
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いうことで、私ども十分に説明が足らなかったなというところで反省もしておるところでござ

います。 

 概要ということでございますけれども、水城小学校と水城西小学校の体育の授業の中で、授

業を民間のプールを借りて実施すると、そういうことでございます。あくまでも学校の授業と

して実施いたしますので、丸投げということではなくて、学校の学習指導計画の中に位置づけ

られている授業を実施すると。場所として、民間のプールと、それから指定管理をしている市

民プールを活用すると、そういうふうなことでございます。ですから、授業ですから、最終的

な評価なんかも学校の先生がするということで、ゲストティーチャーみたいな形でインストラ

クターが来るみたいな、そういうふうなイメージを抱いていただければいいのかなあと思って

おります。 

 それで、水城小学校については、一部送迎バスで移動をしていただくところがありますけれ

ども、近いところは、高学年は徒歩で移動と、それから水城西小学校はすぐそばにプールがあ

りますので、そこまで徒歩で移動するというふうなことを考えております。 

 あとは、基本的に学年を２グループに分けて、２クラスずつ指導を実施するということを考

えております。 

 それから、特別支援学級の生徒さんなんかについては、その担任の先生と、それから特別支

援教育支援員が同行して、補助をすると、そういうふうな形で対応させていただく。 

 それから、先ほども言いましたけれども、指導の内容は各学校のカリキュラムに即したもの

ということで、授業時数とかは学校のほうの要望を聞きまして決定したところでございます。

時間数が違うということでございますけれども、体育の時間というのが具体的に年間何時間と

いうのが決まっておりますけれども、その中でどの授業について何時間かけるかということは

学校のほうで判断をいたしますので、ここについては特に法的な問題とかはないということを

確認しております。 

 それから、あと移動の話もそういう内容でございます。授業についてはそういう内容で実施

をいたします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） とりあえず２校から先行してということだと思います。先ほどの委員さ

んのほうからの質問とかぶるかもしれませんけれども、ほかの小・中学校というのも非常に公

平性というところで、最終的には同じような指導を受けられるような状態に持っていかないと

いけないと思うんですけれども、そこら辺の可能性、今市民プールと民間のプールを２つ使う

ということですけれども、施設の大きさ的に見てみると、ほかの小・中学校までそこでという

のは非常に厳しいのかなという気もするんですけれども、それに対するこれからの見込みにつ

いてはどうでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 
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○総務部理事（原口信行） 確かに児童・生徒さんみんな同じような環境で授業を受けれるという

のが一番理想だと思います。できるだけそのような方向で進めたいんですけれども、基本的に

初めてのことで、その動向を見させていただきたいというのが現実でございます。海老名市と

かはそういうふうな形で全小学校をしているみたいな形でございますけれども、いろいろな考

え方があります。とりあえず２校させていただくということなんですけれども、ほかをその余

力の中でどれぐらいできるかというようなことも考えなくちゃいけないでしょうし、また市外

の施設を利用させていただくという考え方ももしかしたら出てくるかもしれません。場合によ

っては、これは非常に軽々に申し上げる話ではないですけれども、例えば１カ所をどこかに増

設すると、室内プールを、そういうふうなことを考えている市町村もいらっしゃいます。た

だ、それでもそっちのほうが安いと、11校全部にプールを持っているより安いというような考

え方もあるみたいでございます。ですから、いろいろな選択肢があると思います。 

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、子どもたちにここ数年間はちょっと環境が違うよう

な状況になりますけれども、そこら辺はご容赦願いたいというような形で考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 今のところ、移動を含めたところでそこのプールの施設まで行って、授

業をやっていただくと。その中で、今と同じか、同等以上の水泳に対する効果を確保しつつ、

なおかつ学校での既存の教科の授業、そちらのほうは影響がなく進められると考えていてよろ

しいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 今のご質問ですけれども、私はその部分については心配は要らないの

かなというふうに思っています。今学校で、中学校より特に小学校はそうでしょうけれども、

例えば昨年非常に気温が高い中で、準備はしていて、泳いでいる途中に気温が上がって、そこ

から途中で中止するということもありましたし、それから天候の変化ですね、特に雷が鳴った

りとか、雨が降ってきた場合にはまたそこでというような、案外プールというのは非常に天候

の影響を受けやすくて、実際に実指導時間がどうなのかというのが、およそ大体２時間続けて

するんですけれども、そうきちんと充実した時間というか、指導をきちんとまとまった時間で

するのはなかなか難しいんですよね。今度は指導単位が子どもが半分になるということと、教

員とインストラクター含めたら、これまで以上に少人数で手厚い指導が入っていきますので、

確かに回数は恐らくほかの小学校が上げているカリキュラム回数より１回程度は少なくはなっ

ていますけれども、内容的には十分狙いとする各学年でここまで到達したい、させたいとか、

この学年でここまで力をつけたいというところまでは十分到達させられるような内容にはなっ

ているというふうに思います。 
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○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） もう一つ、私たち議会に対しては詳しい説明は今聞いたと私は思いま

す。逆に、学校側、ＰＴＡも含めたところで、そちらのほうにはお話をしていると聞いたんで

すけれども、どこまでお話をしているのか、全ての親御さんまで行っているのかということ

と。 

 あと、先ほども言いましたとおり、学校間の差が今のところ、先行して２校が先にいきます

ので、ほかの小学校のＰＴＡの方にもご連絡するのか、小学校のプールの取り扱いとしては２

校を先行しておりますがということでご連絡するものか、そこら辺をご回答お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 最初のほうの質問が頭に残っていなくて申しわけありません。ＰＴＡ

の説明というのは、順序からすると、まず夏休みのプール開放がなくなったというのが１つな

んです。これは全部のＰＴＡ役員さんに回って説明をいたしましたし、意向も尋ねました。結

論からすると、結局学童がもうプールに入らないということがありましたので、ほぼプールを

利用する学校がなくなったと、それから去年みたいに炎天下の中で泳がすとなると、子どもた

ちの健康状況とか、それから保護者の負担も大きいということで、もうプール開放を夏休みは

しないでいいというふうになりました。 

 そういう状況が整った中で本事業を考えていきましたので、まずＰＴＡについては夏休みの

プール開放はしないというところまでいっていますけれども、本事業について特段説明したこ

とはありません。こういう民間のプールを使ってということは説明はいたしておりません。 

 学校については、これはもう何度も校長先生とか、校長先生を通して職員の方におろしたり

していただいていますので、学校もカリキュラムを編成する時期でもありますから、もしカリ

キュラムを編成するんだったらどうするかということを考えていただかないともう間に合いま

せんので、仮にそういったカリキュラムを策定するというような作業にも入っておりますの

で、先生方は十分周知していると思います。 

 それから、学校間の差ですけれども、もちろん水城小と水城西小とほかの学校では形態が違

いますけれども、本事業はしっかりしていく中で、先生たちが水泳指導のノウハウを学ぶこと

ができて、それを広げることはできると思っているんですね。それから、例えばＩＣＴにしま

しても、先ほどちらっと質問が出ましたけれども、まずは太宰府東をパイロット校として３年

前に導入にして、太宰府東はもうやっているわけですね、それから全体に広げていくような形

もとっていますので、２校が得られる成果とか課題の解決法についてはしっかり我々は残りの

５校に伝えながら、そのよさをしっかりしていくということで、これを保護者に全部伝えると

なると、これとられ方によってはかえって保護者の方も非常に混乱するような内容だと思うん

ですね。だから、まずはこれはあくまでも学校の授業ですので、保護者にお知らせするという

よりも、各学校から保護者にという形で、全ての学校の保護者に市からこれを知らせるという

ふうには現時点では考えておりません。 
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○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 長くなっておりますけれども、江口理事が申しましたように、最初、小学校

の夏休みのプール開放の中で、結果としてはほとんど開放しようとしても、温度が上がった

り、そういう中で、天気の関係なりで、なかなか使われていないと。それを、もうこの際、夏

休みのプール開放をやめて、市民プールに行くチケットを配る形に変える方法があるんじゃな

いかと、そういうことを聞いていますと、私も報道などで千葉県のケースも見知っておりまし

たので、ふだんの授業もそうした民間の協力を得ることができるんではないかというようなこ

とも担当とも話しながら、そうしますとやはり文部科学省スポーツ庁のほうも官民連携による

そういう学校体育施設の有効活用などについてというモデルケースとしてプールのあの千葉の

件も上げておられましたし。 

 また、先生方も学校のプールの中で、プロの方のノウハウよりも、事故になるリスクなど

も、私もかつて聞いたこともありましたし、そうすると市の責任、学校の責任、先生の責任も

大変重い中でプールの授業をやっていただいているということも問題意識としては１つありま

したし。 

 そうした中で、学校間でばらつきがあるということは、先ほど江口理事も申しましたが、い

いことを進んでまず先にやり始めて、それを全体的に広げていくという手法は、私は十分とっ

てもいい、とり得る方法だと思っておりますし。 

 また、報道のあり方もありますが、我々も予算説明する中で非常に報道機関の方がこの点に

注目を逆にしていただいて、そういう中で我々もご説明する中で報道に取り上げていただいた

と。そうした中で、市民の方もいろいろなご意見をいただいたり反響をいただくことは、決し

て私は悪いことではないと思っておりますし、こちらの取り組みを積極的にさまざま市民の皆

様、もちろん議員の皆様、そして報道を通して伝えていくということも今後も私は重要な観点

だろうと思っておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 学校から事業所のブリヂストンだったりとか、市民プールに移動す

ることになると思うんですけれども、特別支援学級だったりとか、普通教室でもなかなか落ち

つかない子どもたちを移動させるという意味では、水城西小学校が今回対象になっていますけ

れども、２年ほど前に音楽発表会を地域でするということで公民館を回って発表したというこ

とがあったときに、特別支援学級の子どもたちがなかなかそれについていけないと、外に行っ

て、そこで発表するとかというようなことがついていけないということで、保護者の方からも

どうにかならないかというようなお話もあって、それ自体がなくなったというような経緯も聞

いていましたので、この暑い中、学校からプールまで移動する、事業者さんのバスが使われる

ということもおっしゃっていましたけれども、支援員さんをつけて移動させるというようなこ

とをおっしゃっていましたけれども、本当にそこら辺子どもたちが平等に教育が受けられるの

かというところがすごく懸念しているところですけれども、そういうところはどんなふうに考
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えられているのかというところをお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 実はもう平成25年から水城西小学校の場合には１年生は市民プールで

学習しているんですよね、小プールのほうが使えない状況なので。１年生はずっと５年以上そ

ういうふうな状況です。１つ私たちがいつも考えるのは、今特別支援学級のお子さんのことを

言われましたけれども、例えばけがをして動けないとか、当然見学はしますよね、動けない場

合。遠足とかもそうなんですけれども、それはもう学校から目的地まで車で連れていく等の配

慮はされるわけなんですよね。だから、特別支援学級のお子さんだけではなくて、そういう状

況にある、その都度その都度支援が要るお子さんについては学校は当然配慮をして、何らかの

その子が移動できないから置いていくというようなことは決してないというような状況にしま

すので、特別支援学級のさっき言われたようなお子さんがいれば、学校がそれなりの方法を考

えて、置いていくということではなくて、一緒に学習できるように、それが合理的配慮だと思

いますので、そういったところをしっかりご意見いただいたことが生きるようにしたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 先生方の働き方改革の中の一つでということでもありましたので、

そこで手がかかるとかというようなことになるとまた逆のことが発生してくると思いますの

で、そういうところも含めて適切な指導、また移動も含めて進めてもらいたいと思います。 

 そして、もう一つなんですけれども、今回これを進めるに当たって、施設の老朽化というこ

とをお話しされていたんですけれども、学校施設の老朽化の対策で、資料請求を、審査資料の

15ページのところに小学校、中学校と校舎等の改造工事の内訳と、また実績と、これから計画

ということを出していただいているんですけれども、去年もこれ同じ形でお願いしたときに、

平成31年度については内部調整中ですというふうに書いてあったんですよね、今年も次の年の

ことは内部調整中というような書き方がされているんですけれども、その中で、今回もうプー

ルは２カ所については使えないので業務委託をするというような話になってきているんじゃな

いかと思うんですけれども、そういう意味では、補修をしないといけないとかというようなこ

とが先にわかっていたのではないかと思うんですけれども、その計画的なことを表に出す、私

たち議員がきちんと知った上で、ああ、もう次の年はプールは使えないんだなとかというよう

なそういう情報を出していただきたかったなというのがあるんですけれども、その点について

はいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（原口信行） こういう書き方をせざるを得なかったというのは本当に我々も心痛む

ところなんでございますが、基本的に前年度、その次の年度、予算編成の中で検討されながら

集約されていくというような状況なんですよね。基本につきましては、当該年度の当初予算に

係る特別委員会で説明するのがやはり筋ではないかというふうな形では考えているところで
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す。 

 ただ、副委員長おっしゃるとおり、そのようなことでどのような形で、出すとしたらお出し

できるかということも検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 施設の老朽化についても、学校もそうですし、ほかの公共施設につ

いても、金額はあるとはしても、何年度にはこれが必要だ、修繕が必要だというぐらいのこと

を出していただいていたほうが、実際に事業を進めていくときにいきなり出てくるよりも、あ

あ、こういうことがあるという情報があったなということが私たちの認識の中にあれば対応も

違うと思いますので、そこのところは検討していただきたいなというふうに思います。 

○委員長（門田直樹委員） 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 先ほどの学校教育課長が言われましたんですが、この小学校の体育の授

業でもあるということで、財政的な面からのみ考えるんじゃなくして、やはり学校の授業だと

いうことにも眼目をしていただいて、この問題は対処してほしいなということをあえて申し上

げておきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいでしょうか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 196ページ、２項小学校費、２目教育振興費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項中学校費に入ります。１目学校管理費、201ページま

でですが、１目について質疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 199ページ、13委託料のところの中学校運動部部活動外部指導者派遣

事業委託料ということで、これ審査資料にも書いてありますが、何名を予定されてこの予算計

上をされているのか、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 今ここに審査資料のほうに書いておりますけれども、基本的には最

初の導入段階ではこの方々がそのままスライドされるのかなというふうに考えておるところで

ございます。 

 新規で募集というのは、あくまでも学校のほうの人事異動とかがありますので、４月以降で

しかわかりませんので、要望があればなるべく答えていきたいなというふうには思っておりま

す。全体の予算枠の中で派遣回数を調整する形でそのあたりは対応させていただきたいと思っ

ているところです。 

 以上でございます。 
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○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 事業概要にも書いてありますが、この認識の違いですが、要するに中

学校に部活がない、部活の外部指導者は受け入れないということですか。中学校が認めた部活

ですね、ここに書いてあります、顧問が存在することってありますが、基本的に顧問が存在し

ない部活動については外部指導者は受け入れないということでいいんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 単独で指導等ができる、文科省のほうでは部活動指導員という制度

が２年ほど前に法改正がされまして設置されているんですが、残念ながらそれは各校１人分の

予算しか補助の対象等にはなっておりません。まずは、私どもが考えておりますのは、この部

活動の外部指導員という形で、それにふさわしい方がいらっしゃれば、最終的にはそちらのほ

うに移行していきたいなというふうには思っておりますけれども、最初の段階からその制度を

入れますと、例えば既にもう複数の方が指導に来られているところは国の制度にのっかって補

助の対象になる方とそうでない、これまでどおりのボランティアの方ということになって、そ

こでの指導者間の報酬が出るとか、出ないとかということも含めまして、格差が出てきますの

で、まずはこういう形で広く今ボランティアとして来られている方を受け入れができるような

制度をつくらせていただいて、文科省のほうも先々、その部活動指導員の予算を増やしていき

たいということは表明しておりますので、その中で増えてくれば移行をしていくようなことも

考えていきたいと思っているところです。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 要するに顧問がいない、学校が認める顧問がいない場合はこういった

外部指導者やそういった指導員は受け入れられないという、部活としては認められないという

認識でよろしいんですか。顧問がいなくても、例えばありますよね、いろいろなスポーツ、社

会体育で頑張っている、それを部活で認めてもらいたいと思いますよね、試合等々出るとき

は。しかし、顧問がいないから出れないとかという、そういうふうな決まり事も出てくるわけ

ですよ。だから、その顧問が存在することって書いてあるんですが、顧問がいない、外部指導

者と認められない、部活としては認められないということでいいんですかと聞いているんで

す。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） まず、この制度では、学校の部として認められるかどうかというの

は顧問が必ずついてないと部としては認められませんから、それが前提となっております。で

すから、委員がおっしゃっているような全くの部として存在していないところに外部の方が来

て指導されるということは、今私どもが提案している制度の中では対応ができないというとこ

ろでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 



－115－ 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 200ページの２目教育振興費について質疑はございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 扶助費の部分ですけれども、就学援助に関してですが、新入学生の

支給日は今３月何日になっていますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） 新入生に関しては２月15日までに申し込みをされた方は入学用品費

等の支給を前倒しで実施しております。３月15日の予定ということで振り込みをさせていただ

くように進めております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 以前にもお願いしていたんですけれども、制服の受け取りが今年は

３月１日だったそうなんですけれども、受け取りの前にこの就学援助の入学関係の振り込みを

お願いしたいというふうに思いますので、検討をしていただきたいと思います。要望です。 

 それと、もう一つ続けて、就学援助の項目で単価の引き上げがあるようになると思うんです

けれども、来年度、その点については入学準備金と、卒業アルバム代とか、修学旅行費とかあ

るんですけれども、これについては予算化はされていますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（吉開恭一） そういう値上げというか、単価の引き上げ等も今の予算の中である

程度対応が可能だということでこの予算を組ませていただいております。もし単価の引き上げ

等、それと対象人員の関係で予算を見込んでおる以上になった場合は別途対応する必要が出て

くるかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 お諮りしたいと思いますが、休憩なしでこのまま５時まで進みたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 200ページ、10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費、

205ページまでですが、１目について質疑はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 203ページの細目131いきいき情報センター管理運営費のところなんです

けれども、資料請求させていただいたんですが、いきいき情報センター、マミーズとは別物と
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はいえ、同じ建物にあるので、何かしら影響があるかなと思って見たところ、前年から指定管

理料が変わっていないものですから、見直しがなされなかったのかなとふっと思って資料請求

させていただきました。 

 それで、指定管理は３年契約だったと思いますけれども、指定管理料はたしか年ごとに見直

しというふうに協定書か何かに書いてあったように記憶しているんですが、その理解でいいの

かということと。前年と全くその積算状況が同じということは、端的に言ってしまえば何らの

見直しもなされなかったのか、まずそこを教えていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） 指定管理者に対します指定管理料につきましては、指定管理の期間

は３年でございますけれども、各年度ごとの具体の額についてはその都度年度協定という形で

決定をさせていただいておるところでございます。 

 また、積算の内容につきましては、今回の場合でございますと平成29年度から平成31年度ま

での３年間の分、これを今回の場合ですと平成28年度の９月議会あたりに債務負担行為として

計上いたしまして、その次の12月議会で指定管理者の決定の議決をいただいたという流れを踏

んでおりまして、３年分をトータルとして一応の限度額というのを設定をいたします。その関

係で、見たところ同じような金額ということにはなっておりますけれども、年度ごとに微妙に

情勢が違ってくるようなこともございますので、それを加味したようなところで年度協定に結

びつけていくというような形になっております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、３年間、なるべく均等化を図るような、実際ほぼ均等化

されていると思うんですけれども、平成27年度、平成28年度はちょっとでこぼこしているのか

な。各年次の協定を３年間の中であんばいするというと言葉は悪いかもしれませんけれども、

そのような形をとってきたというふうに考えてよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） 具体的にあくまで限度額をまずは設定することが大事でございまし

て、それをもとにして指定管理者側の要求はありますけれども、その年度年度での市の財政の

状況とか、ほかの予算組みでの関係もございますので、その額が必ずしも認められるとも限り

ませんので、年によっては管理者の求める額よりも大幅に減額をしたところでの額の設定とい

うようなこともあり得るわけでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 203ページの家庭教育学級等運営費なんですけれども、この前、久

しぶりに家庭教育学級に参加させてもらったんですけれども、参加者が５人という、10年前ぐ
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らいだったら15人から20人ぐらいいらっしゃったのが、５人ぐらいの参加で、お母さん方に聞

くと、仕事をしているお母さんたちが多くなって、なかなか参加者自体も少なくなってきてい

るというふうなお話を聞いて、講座の内容自体はすごくいい内容で、私も得した感じがして帰

ってきたんですけれども、たくさんの方が聞けるような日にちの設定とか、時間の設定とか、

もうちょっとどうにかならないのかなというのがあるんですけれども。話していたのは、参観

日にくっつけるとか、参観が午後からなので、午前中はそういう講座を聞く、家庭教育学級を

設定するとか、何かそういうことができないかというような話をしていたんですけれども、実

際全体的にこの学級自体の運営はどんなふうな、参加者も含めて、今後はどのように考えてあ

るかというのをお聞きしたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（中山和彦） 家庭教育学級につきましては、神武委員さんが言われましたよう

に、学校によっては１桁の人数もあります。例えば、昨年度から考えたのは、中学校、小学校

一緒にという形で合同の運営もしたんですけれども、総数的には余り変わらずということで、

伸びも少ないということがあります。私どももその危機感は持っておりまして、今までどお

り、少しずつは何かしら手だてはしているつもりなんですけれども、抜本的に変えないかん部

分も出てくるかなということで、今度１年かけて、その中で学級生の方から意見を聞いたりし

ながら、先ほど言われました運営、参観日にするかどうかはまだ今のところ何とも言えません

けれども、そういうふうな時間帯、例えば夜とかはやはり小さいお子さんを持ってあるんでそ

れは無理かなと思っておりまして、あとは土曜日にするのがいいのかどうか、そういうところ

もそれぞれ平成31年度に集まっていただいた学級生の皆さんとまたいろいろ意見交換しながら

やっていきたいなと思っているところで、抜本的に変える方針といいますか、改革的なもの

は、済みません、今のところ持っておりません。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） せっかく無料で、子育てのことだったりとか、学校のことだったり

とか、知れるチャンスなので、ぜひたくさんの方が参加できるような方策を考えていっていた

だきたいなというふうに思います。要望です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、204ページの２目青少年教育費、207ページまで、２目につ

いて質疑はございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） まず、成人式運営費なんですけれども、数年後に18歳から成人になる

というので、ひょっとしたら３学年合同成人式、余りにも人数が多いし、土、日、月で１日、

１日、１日、そういったことも考えていかないといけないと思うんですね。今のところ、そう

いった協議等は行われていますか。 
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○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（中山和彦） 結論とかはまだ全然出しておりません。ただ、筑紫地区の集まり、

５市が集まってやる会議の中では、2020年の成人式に向けてということで協議を今し始めてい

るところです。他県ではもう10市ぐらい、やはり成人の集いとかそういう形で単年度で、要は

今までどおり20歳の年でするというのが方向的には多そうです。ただ、今のところ、私ども太

宰府市でどうするかというのはまだ方向性は決めておりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） この子ども会関係費なんですが、夏に親善事業をどこの小学校もやっ

ていると思うんですけれども、時期が悪くて、暑い、なかなかクーラーのきいた総合体育館も

使えないということで、実際問題保護者の負担も子どもの負担もいろいろ考えていく中で、時

期的なものをもうちょっと考慮してしてほしいとか、そういったことが子ども会のほうから出

ているんですね。今後、市として指導じゃないですけれども、行政のほうから言うのはあれな

んですけれども。正直言うと、習い事等もしている子がいっぱいいるので、しかも週末なの

で、参加できないと。子どもはそういった社会体育の習い事に出たりとかするんですけれど

も、子どもはいないけれども、親だけ来たりするんですね、担当だからということで、そうい

ったことで非常に負担が大きいということで、この予算委員会でちょうど言わせていただくん

ですが、考え直していただきたいというふうな子ども会の要請もあるわけですね。市としてこ

ういったことを聞かれたことはあります。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（中山和彦） 確かに平成30年度、本年度、そういうことである校区のほうがされ

ないというか、そういう話は確かに私どもに伝わっております。長谷川委員が言われますよう

に、時期的なものというのを理由にお話はされているということまでは聞いております。あと

は、市子連さん、子ども会の連合会の主催事業でありますので、私どもがというところはなか

なか難しいところではあるんですけれども、市子連さんの全体の事業と私どもがしていますリ

ーダー研修等を含めて、どういう時期が適切か。以前は４月のたしか20日ぐらいにあった校区

と、あと９月にあっていたということで２回に分かれていたと思うんですよ。それを９月に統

一されたのが２年ほど前で、それはやはり夏が非常に暑くてということで、９月だったらです

けれども、今またそういう気象も変わりましたものですから、まだそこいらの理由が薄れてい

ますんで、うちのほうと子ども育成会連合会さんとはまたその点も話をさせていただいて、何

かしら方向性が出ればとは思っておりますけれども、議会でこういう質問があったということ

はまずお伝えはしようと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） あと、こういった負担が大きいというところで、例えば６年生になる
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ときに、自分が役をしないといけないからと６年生になってやめる保護者とかもいるんです

ね、子どももやめるんですけれども。子ども会の存在自体が、積極的に動いているところはあ

るんですけれども、そういったことで、言い方が悪いけれども、地域でもめごとになっている

ところもあるんですよ。だから、やめろとは言わないですけれども、考えていかないといけな

いかなと。せっかく地域で集まって、子どもたちを、ある種の考え方で言うと市のほうの市子

連に無理やり呼ばれて、いろいろこういった研修とかあるじゃないですか、そこに子ども会か

ら出さないといけないと、でも自分は習い事をしているから出られない、要するに６年生の中

で代表を１人ずつ出さないいけないとかがあるらしいんですね、そういった縛りが、非常に子

ども会に入りたくないとか、入ったらそういうのをさせられるというので、物すごく負担が大

きくなってきているというのが現状であるんですね。そういったところも今後、考えていかな

いといけないんじゃないかなと思います。答弁は大丈夫です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかによろしいでしょうか。 

 私から１点だけ。成人式の質疑が出ましたんで、私議員になってもうかれこれ16回成人式に

出席させていただいておりますが、一時期非常に荒れたこともあって、にぎやかなときもあっ

たけれども、最近は非常に内容がいい。内容も本当に全国のいろいろなどんちゃん騒ぎを見る

たびにうちはいいなあと思います。この調子で頑張ってください。 

 以上。 

 進みます。 

 206ページ、３目青少年対策費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４目図書館費、209ページまでですが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、５目公民館費、211ページまでですが、質疑はございませ

んか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 確認でお願いします。 

 209ページの130中央公民館管理運営費の中の15工事請負費、施設改修工事の工期と内容につ

いてご説明ください。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） 中央公民館の施設改修工事について申し上げます。 

 今回予定しておりますのが、電気設備工事と電話交換機設備改修工事の２件であります。時

期についてはまだ未定でございますが、できるだけ早い時期に実施したいと考えております。 

○委員（堺  剛委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 以前も7,000万円が３回ぐらい続いて、２億円ほどの中に電気工事と

かも入ってなかったでしたかね、あれは舞台だけでしたかね。それで、かなり中央公民館だけ

でもすごい金額が今かかっている状態なんですが、ホールから階段に行くところのマットがも

うガムテープで床がとめてある状態で、あれにつっかかってお年寄りが転ばれるんですね。２

億円超してお金入れている割には、なかなか目が行くところには改修ができていないというと

ころもあるので、下のマットの改修とかというのは今のところ目途は立ってないんでしょう

か。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） 床の張りかえについてご説明申し上げます。 

 その件につきましては、今年度の修繕料で対応する予定となっておりまして、具体に申しま

すと、来週の月曜日、18日に実施をするというところで段取りはとっております。 

 なお、実施が遅れた理由といたしましては、これは年度中の想定外のことではございました

んですが、移動図書館の出入りをする車庫のシャッターが滑落いたしまして、それに大幅に予

算を流用せざるを得なかったというようなことがありましたので、ほかの不測の事態もござい

ますので、年度末まで修繕料を温存しておったというようなところでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、210ページ、６目文化財整備費について質疑はございませ

んか。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） どこで聞いたらいいかわかりませんので、教えてください。 

 文化財整備費の中に観世音寺は文化財でもあり、国の史跡でもあり、県の指定文化財でもあ

ります。その中に、観世音寺というのは、泉とか井戸とか池など水に関するものが多数占めて

いると思いますけれども、その中の池の中の今枯れ葉がして、観世音寺に来られる方はこの池

がこんな汚れていてはという話を聞きましたので、その池の整備についてはどこがどんなふう

に予算を立ててあるのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 文化財課長。 

○文化財課長（城戸康利） 史跡の管理は基本所有者がなされるというのが決まりでございます。

ですから、史跡の中でも、農地だとか、個人の住宅がありますが、これは当然のことながら持

ち主の方が管理されると。同じように、観世音寺さんについても、観世音寺さんがお持ちの境

内の池については観世音寺さんが管理、整備するということになっております。 

○委員（田久美子委員） ありがとうございました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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○委員（田久美子委員） それでいいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 それでは、同ページ、７目文化財活用費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、214ページ、８目文化財調査費、219ページまで、質疑はご

ざいませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、218ページ、５項保健体育費、１目保健体育総務費、221ペ

ージまでです。１目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、２目施設管理運営費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、10款を終わり、11款災害復旧費に入ります。 

 １項文教施設災害復旧費、１目文化財施設災害復旧費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、224ページ、２項１目、２目について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目、２目について質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、12款公債費、１項公債費、１目元金、ページめくりまし

て、２目利子について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、14款予備費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 本日の審査はここまでといたします。 

 明日は午前10時から再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 本日はここまでです。 

              散会 午後４時57分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程 

   〔平成31年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成31年３月14日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第32号 平成31年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第33号 平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第34号 平成31年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第35号 平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第36号 平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第37号 平成31年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第38号 平成31年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  神 武   綾 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    木 村 彰 人 議員 

    〃    陶 山 良 尚 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    長谷川 公 成 議員        〃    藤 井 雅 之 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    橋 本   健 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（３１名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  市民生活部長  友 田   浩        総務部理事  原 口 信 行 

  都市整備部長  井 浦 真須己                濱 本 泰 裕 

  観光経済部長  藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  教育部理事  江 口 尋 信                田 中   縁 

  経営企画課長  髙 原   清        管 財 課 長  柴 田 義 則 
 

          寺 崎 嘉 典                百 田 繁 俊 
 

  環 境 課 長  川 谷   豊        税 務 課 長  森 木 清 二 

総務課長併
選管書記長 

健康福祉部長兼
福祉事務所長 

人権政策課長兼 
人権センター所長 

文化学習課長兼
中央公民館担当課長兼 
市民図書館担当課長



－124－ 

  納 税 課 長  古 賀 良 平        福 祉 課 長  友 添 浩 一 

  保育児童課長  大 塚 源之進        高齢者支援課長  川 﨑 純 一 

  国保年金課長  山 浦 剛 志        建 設 課 長  山 口 辰 男 

          伊 藤   剛        都市計画課長  木 村 昌 春 

  社会教育課長  中 山 和 彦        学校教育課長  吉 開 恭 一 

  上下水道課長  佐 藤 政 吾        上下水道施設課長  小 栁 憲 次 

  監査委員事務局長  福 嶋   浩 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  岡 本 和 大 

        

 

 

  

建設課用地担当課長兼 
県事業整備担当課長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから休会中の予算特別委員会を再開します。 

 本日は一般会計の20ページの１款１項から始めます。 

 １目個人、２目法人について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項固定資産税、１目、２目について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３目軽自動車税、１目、２目について質疑はございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） おはようございます。 

 軽自動車税の車体への増税が行われて、年数が経過していますけれども、今後の登録台数等

伸びしろ、この辺についてはどういうふうに見込んでおられるのか、まずお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 軽自動車税についてお答えいたします。 

 軽自動車税の下に環境性能割という予算科目がございますけれども、今後、自動車の取得

税、県税、普通車で現在３％、軽自動車税で２％がかかっておりますけれども、これが廃止に

なります。これにかわってこの環境性能割が創設されて、市のほうに配分される予定でござい

ます。 

 なお、この徴収取扱費につきましては、平成32年度から県へ支出予定でございます。今年の

10月から消費税の引き上げに伴います対応といたしまして、この環境性能割の税率を１％軽減

することとしております。 

 委員がおっしゃってありました今後の見込みでございますけれども、太宰府市内の軽自動車

税につきましては、若干の増加はございますけれども、今年度並みということで見込んでおり

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項市たばこ税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次のページ、５項都市計画税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ６項入湯税について質疑はございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 入湯税ですけれども、前年度に比べてプラス100万円。何か要因みた

いのがあるなら教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） この入湯税につきましては、決算見込み等で1,000万円を超えるような

見込みを今年度も立てておりましたので、特別来年度に限りまして税額が伸びるというふうな

理由はございませんけれども、もうここ二、三年の入り込み客を見込みまして、1,000万円と

いう見込みを立てております。 

 以上です。 

○委員（長谷川公成委員） はい、わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 同じ入湯税なんですが、長谷川委員のほうからありましたんで、これか

ら100万円、100万円伸びるのかなと。そういうふうにちょっと捉えそうになったんですけれど

も、これはホテルグランティアの１カ所分でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 太宰府市内ではホテルグランティア１カ所のみの入湯税でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） それで、入湯税が大人一律150円と。これは日帰りとか、子供だったら

減免とか、自治体によってはそういうふうに取り組んでいるところもあるようですけれども、

グランティアの場合入湯税は一律150円なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 一律150円でございますけれども、子供とか修学旅行の児童・生徒等に

ついては減免等はございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 よろしいでしょうか。 

 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） この入湯税ですが、内山のところにある都久志の湯かな、あそこはもう

関係ないんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） それにつきましては該当をいたしません。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 入湯税の算定の事業所が１カ所ということですけれども、この入湯税徴

収されるに当たって、徴収の方法というのはどういうふうにされていますか。もう先方の徴収

した、先ほど名前が出ましたけれども、施設から言われたとおりのものをそのまま受領すると

いう形なのか、その辺の調査等はきちんとされていますか。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） この先ほど述べましたホテルグランティア、本社のほうが東京のほうに

ありますけれども、そちらのほうから月ごとの入湯者数等の報告がありますし、きちっと報告

が上がっておりますけれども、市のほうといたしましては、特にホテルに行って確認をすると

いうふうなことは行っておりません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７項歴史と文化の環境税について質疑はございませんか。 

 いいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項自動車重量譲与税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、24ページ、３款１項利子割交付金について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款配当割交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款株式等譲渡所得割交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ６款地方消費税交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ７款ゴルフ場利用税交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 済みません、私から１つだけちょっと確認させてください。 
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 一応600万円を見込んでおられるということで、対象というのは太宰府ゴルフ場さんしかな

いわけですよね。ただ、これ以前、随分昔なんですがやはり委員会でお聞きした後にちょっと

詳しく聞いたんですが、単純にそこに来た人、掛ける、我々が大体500円ぐらいかな、何か納

めとるんですが、高齢者は要りませんけれども。それ掛けることのじゃなくて、一旦国に上が

ったのを何かいろいろな振り分けをしたのがおりてくるということ、あるいはクラブハウスが

あるところに大体みんな入るって神話のようなものがあったんですが、そうでもないようで、

その辺の、何が聞きたいかというと、太宰府ゴルフ場の面積割で筑紫野市と案分したり、その

辺の何か余り詳しくじゃなくて、概略の振り分け、どうして600万円なのかを聞きたいんです

が。 

 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 委員長がお尋ねの詳しいところまでお答えできるかどうかわかりませ

ん。市といたしましては、ここ５年の収入額等を見込みまして予算は立てているところでござ

いますけれども、確かに基準となります太宰府ゴルフ倶楽部の面積等、それから利用される方

１人当たりの税額と申しますか、そういったものを参考に予算は立てているところでございま

すけれども、ちょっと詳しいところまでは今手元に資料ございませんので、後ほどお答えさせ

ていただきたいと思います。ご了承いただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） わかりました。 

 では、進みます。 

 ８款自動車取得税交付金について質疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 自動車取得税交付金なんですけれども、半額ぐらいに今回下がってい

るんですけれども、これはやっぱり車に乗る人が少なくなるというか、買う人がいないとか、

何かそういうふうな感じなんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 自動車取得税交付金でございますが、先ほど軽自動車のところでも

触れましたけれども、平成31年10月１日から消費税が10％に改正されます。それに伴いまし

て、この自動車取得税交付金が廃止になり、かわりまして、次のページになりますけれども、

環境性能割交付金、こちらのほうの税が新しく課税されることになります。したがいまして、

この自動車取得税交付金につきましては９月までということになりますので、金額が下がって

いるような状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員（長谷川公成委員） はい、ありがとうございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（長谷川公成委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、ページ26ページ、今説明ありましたが、９款環境性能割交

付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、10款地方特例交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、11款地方交付税について質疑はございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 地方交付税についてですけれども、市長も施政方針のところで国ベース

での地方交付税初め一般財源の部分が伸びたというようなところも言われておられましたけれ

ども、結局この間地方交付税というのは、代表質問でも私言いましたけれども、いろいろあれ

やこれやというか、今まで来ていたものが国のほうから地方交付税に入れるという形で処置さ

れてきているのがこの間の傾向だと思うんですけれども、確かに予算説明資料の２ページで、

当初の平成31年度見込みの段階では地方交付税が伸びているというのは数字上はわかるんです

けれども、実際にところのその過去との分と比較して、地方交付税の自治体が使い道の裁量が

委ねられていると言われる部分のところがどの程度なのか。いろいろ就学援助だったりとか、

史跡地の買い上げのあの償還の部分の後から来た分だったりとか、いろいろ計算していくと、

結局太宰府市において地方交付税というのは伸びているのか、減っているのかという部分は財

政上の検証をされているのかどうか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 地方交付税でございますが、こちらにつきましては国のほうで自治

体ごとの基準財政需要額、それから基準財政収入額、こちらのほうの比較で不足する分につき

まして、全国の自治体のほうに国から配分されているような状況でございます。 

 ただし、この基準財政収入額につきましては、それぞれの自治体の実際の収入額がベースに

なりますので、それぞれの自治体の規模、それから基準財政需要額につきましては、人口規模

と、さらに需要額というのは、それぞれの自治体の、例えばですけれども子どもの数とか、学

校の数とか、それから今藤井委員おっしゃられましたように太宰府市内における史跡の面積の

割合とか、そういったいろいろなもろもろの状況に応じまして積算されているような状況でご

ざいます。 

 これまでの経過でございますが、地方交付税につきましては、太宰府市としましては伸びて

いるような状況でございます。これにつきましては、例えばですけれども、保育所の経費が増

えているとか、そういったところがもろもろの要因として考えております。 

 ただし、地方交付税につきましては、最終的には国の税収にやっぱり左右されるというとこ

ろはどうしてもございますので、今後ともその需要が伸びるに当たって交付税も伸びていくか

というと、それは保障はされていないというのが実情かと考えております。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） スケジュールだけ確認させていただきますけれども、今回提案されてい

る地方交付税、現段階での見込みだということは理解しています。最終的に国の交付の決定額

がいつも補正で処理されているのは理解しています。最終的に国の交付決定が平成31年度につ

いてはいつごろ決定する見込みなのか、そこまでお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 地方交付税につきまして、今回の地方交付税の予算額につきまして

は、国から示されます地方財政計画に基づきまして計上をさせていただいております。ただ、

この地方交付税につきましては、年間４回にわたりまして分割して交付をされているような状

況でございます。最終的には年末近くに最終的に金額が確定するというふうな状況になってお

りますので、現時点ではもう今藤井委員がおっしゃられたような見込みというような状況で、

そこはもう間違いございません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） さかのぼって、自動車取得税が廃止になって、環境性能割の交付が新し

く新設されるんですが、これ全ての自動車の取得税が全部廃止になるということ。私の認識不

足、全部廃止になるんじゃないのかなあ、全部が廃止対象とは限らんのやないかなあと思った

んですけれども、少し教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 先ほどご説明しましたとおり、この自動車取得税交付金自体につき

ましては軽自動車以外ですね、こちらにつきましては、もう全てが対象ということで私は聞い

ておりました。そのかわり、先ほどの環境性能割交付金、こちらのほうになるということで聞

き及んでおります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、12款交通安全対策特別交付金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 13款分担金及び負担金、ページが29までですが、13款について質疑は

ございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 27ページの保育所保育料についてお伺いします。 
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 10月から幼・保の無償化という形でこの組み立ても変わってくると思うんですけれども、大

体今の段階で市の負担分というののある程度の概算、それの歳入、財政措置をどのようにやっ

ていく予定なのかをお伺いします。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大塚源之進） 現在予算のほうに計上しております金額につきましては、今のと

ころ市が当然入ってくるだろうという予想のもとに今これ立てております。ただ、昨日も話し

ましたけれども、今国会でまだ審議中でございますので、今積み上げをやっているような状況

はあります、正直言って。ただ、幾らになるのかということについては、正確な数字につきま

しては、今のところまだここの中ではちょっとお話ができませんので、それについてはご了承

いただきたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 額についてはまだ算定中ということですけれども、財源の措置としては

何を充てられるのか、予定はあると思いますので、それについてはどういうふうに考えていら

っしゃいますでしょうか。予備費のほうで対応するとかという話なんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（濱本泰裕） 今、保育児童課長に尋ねましたように、額の確定というのはできて

おりません。今、国の方針としては、平成31年度分については国庫で見るというような話で進

んでいるようです。ただ、まだこれは確定したものではございません。最終的にはこの不足分

といいますか、保育所の分、保育料の分、これにつきましてはこれまでの保育所の負担金と同

様に、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１という形で負担するようになるだろうと今

のところ考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） いや、それはわかりますけれども、やっぱり４分の１が出てきた場合

に、額というのは確定していないんだけれども、何を充てるかというのはある程度想定はない

んですか。どこら辺の予算を持ってくるとか、市債を出すとか、そういう話なんですけれど

も。 

○委員長（門田直樹委員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（濱本泰裕） 起債の交付とかは考えておりませんので、一般財源で対応していく

ことになると思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 よろしいでしょうか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 28ページ。 
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 13款、いいですね。 

 14款使用料及び手数料、１目、２目、ずっと８目まで、33ページまでですが、もうまとめて

14款ということで質疑はございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、進みます。 

 それじゃあ、34ページの14款の使用料及び手数料の２項手数料、１目、２目、３目、４目の

土木手数料まで質疑はございませんでしょうか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） １目の総務手数料の中の督促手数料ということで234万9,000円上が

っているんですけれども、これの内容についてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 納税課長。 

○納税課長（古賀良平） 督促手数料の内訳でございますけれども、歳出の分に関しましては、平

成29年度の決算で300万円ほどの収入ございましたので、それに基づきまして算定をさせてい

ただきまして、平成31年度の予算としております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 手数料というその意味はどういうふうに解釈したらいいのかという

ことを教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 納税課長。 

○納税課長（古賀良平） 手数料の根拠でございますけれども、太宰府市の督促手数料及び延滞金

徴収条例の第２項に、督促状を発送した場合には督促手数料として１通につき100円を徴収す

るものと規定しております。100円の根拠といたしましては、郵便料と督促状の印刷費用とな

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、15款国庫支出金、１項国庫負担金について、37ページまで

ですが、１項について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） 先ほど藤井委員のほうからご質問をいただきました地方交付税の確

定時期でございます。先ほど私、12月ごろということで申し上げましたが、済みません、９月
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ごろということで訂正させていただきます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員、よろしいですか。 

○委員（藤井雅之委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 15款２項国庫補助金について、ページが39までです。５目までございますが、質疑はござい

ませんでしょうか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、40ページ、15款３項委託金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、16款県支出金、１項県負担金、１目、２目、３目ございま

すが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、42ページ、16款県支出金の２項県補助金、１目総務費県補

助金から７目の土木費県補助金までありますが、質疑はございませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 45ページの16款２項６目の中の県若年者専修学校等技能習得資金補助金

なんですけれども、こちらのほうは10分の10という非常にいい補助率なんですけれども、歳出

のほうでもちょっと質問すればよかったのかもしれませんけれども、これ毎年未執行でずっと

不用額として流していらっしゃるんですけれども、この制度自体が非常にいい制度でしょうか

ら、これどうにか執行する方向で考えるべきだと思うんですけれども、今回も92万円上がって

おりますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（中山和彦） 若年者専修学校等技能習得費なんですけれども、言われますように

福岡県の奨学金の貸付制度の中の一つでありまして、経済的理由によって入学が困難な人に対

して学費を貸与するということで、そのために、言われますように、県費の補助としては10分

の10ということになっております。私どもも情報は広報を通してとかという形で案内はしてい

るところなんですけれども、現状といたしましては借りる方が今のところないということで、

ここ数年進んでいるところです。 

 説明は以上になります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、44ページ、16款県支出金、３項委託金、47ページまで、７

目までございますが、質疑はございませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、46ページの17款財産収入、１項財産運用収入、49ページま

で、１目、２目ですが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同款２項財産売払収入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、18款寄附金、１項寄附金、１目、２目、３目に

ついて質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、19款繰入金、１項基金繰入金、51ページまでですが、質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、20款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、21款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料について質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項市預金利子について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項貸付金元利収入、ページが53ページまでですが、３項について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、52ページの同款４項雑入について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 雑入の中で、平成30年度の予算のときに労働費雑入というのがあっ

たと思うんですけれども、今年度入っていないですけれども、その点についてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（友添浩一） 平成30年度の労働費でございますが、これにつきましては市の上の踏切

改良等に伴いまして、旧シルバー人材センターが建物を解体をした際に補償費ということで雑

入で受け入れたものでございます。平成30年度で完了しておりますので、平成31年度の労働費

雑入はございません。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（神武 綾委員） いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、22款市債、１項市債、55ページまでですが、質疑はござい

ませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 54ページ、55ページ、最後の６目の臨時財政対策債ですけれども、前年

度よりも、これも見込みだと思うんですけれども、１億400万円ほど少ない見込みで計上され

ていますけれども、その根拠について教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） こちらにつきましても、地方交付税同様に国から地方財政計画が示

されます。その中で大幅に、先ほど交付税のほうは上がっておりましたが、その分この臨財債

のほうが減額ということで指示があっておりますので、それに基づきまして予算を計上させて

いただいた次第でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） これも臨時財政対策債も最終的な部分が確定するのは先ほどの交付税の

時期と同様と見てよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（髙原 清） お見込みのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、10ページ、11ページ、第２表債務負担行為について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、12ページの第３表地方債について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、228ページ、229ページの給与費明細書について質疑は

ありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 228ページの給与費明細書の職員手当の内訳についてお聞きいたします

けれども、職員手当の内訳、これ区分のまず本年度の定義なんですけれども、これは提案され

ている平成31年度なのか、それとも今の平成30年度なのか、まずそこを確認させてください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 本年度は平成31年度でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 
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○委員（藤井雅之委員） じゃあ、平成31年度をということで今ありましたので、それではお伺い

いたしますけれども、時間外勤務の手当の内訳のところが前年度と比較して増える見込みで計

上されていますけれども、これについての詳細な理由というか、どういう理由で時間外手当が

支給が増える見通しだというようなことで提案されているのか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（田中 縁） 時間外勤務につきましては、全体的に縮減を呼びかけてはおりますけれ

ども、実質時間としては若干の増の傾向でございます。そういうところで予算の見込みとして

若干の増額ということにさせていただいております。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、230ページから246ページまでの各調書について質疑は

ありませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 230ページの番号で言うと27番と、あとあわせて、先ほど10ページで聞

いてもよかったんですけれども、26、28についてちょっとお尋ねしたいんですが、まず27です

けれども、市民図書館の複写機賃借料ということなんですけれども、図書館は指定管理に出し

ているので、どうして図書館のものを市が直接借り受けているのかなあというのが疑問一つで

すね。 

 あわせて、その26と28の機械警備業務委託料、市民図書館と中央公民館ということですけれ

ども、建物は同一なので、これはどういうふうに市民図書館分と中央公民館分で分類している

のかをお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） まず、27番、複写機賃借料につきましてでございますが、図書館の

関係費につきましては、予算書の207ページをまずごらんいただきたいと思いますが、図書館

の館の運営に要する費用そのものが全て指定管理料のみで計上されとるわけではございません

で、それ以外にも図書の購入、その他館のメンテナンスに関する部分については、指定管理料

以外の部分での支出というものもございます。ここに上がっております複写機というのは、利

用者に対してコピーをサービスするための機会の賃借料ということでございまして、市のほう

で契約をしとるということで、ここの指定管理料以外の部分として計上をいたしておるという

ところでございます。 

 それから、機械警備のほうにつきましてでございますけれども、これについては建物自体は

同じということではございますけれども、図書館関係費と中央公民館に関係すると予算の計上

する科目がそれぞれ異なりますので、面積等により案分をするというような形でそれぞれの金

額を計上いたしておるというところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） じゃあ、最初にコピー機のほうのことから伺いますけれども、実際には

図書館でサービスに使われているにもかかわらず、市が直接担当しているということなんです

が、ここ疑問持ったのは、半年前ほど前だったと思いますけれども、知り合いがカラーコピー

があそこでできるといいということを言っていたんですね。そういう判断を、じゃあ市が借り

てあるのであれば市に言わなければいけないのかもしれないし、図書館の責任のもとで指定管

理者が判断できるのであれば指定管理者に言わなければいけないということになろうかと思う

んで、お尋ねしました。 

 あとはカラーコピーができればいいなと思っている方がいらっしゃるということだけ記憶し

といていただければと思います。 

 26と28に関してなんですけれども、費目が違うので案分しているということでしたが、とい

うことは事実上委託先、委託先の入札をされるでしょうけれども一本化して出しているという

形になるんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（百田繁俊） 機械警備につきましては、その委託先は同じところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 一応説明は理解しました。合理化できそうな気はしますけれども、了解

です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 232ページの33、水城西小学校仮設校舎賃借料と234ページ、64番の

太宰府南小学校仮設校舎賃借料ということで、これちょっと水城西小のほうは平成28年度から

で、太宰府南小のほうは平成29年度から始まっているんですけれども、児童数が増えたという

ことで教室を増設するのにこういう形で仮設校舎というプレハブにちょっと質のいいものをと

いうことで建てられて、それぞれ５年間ぐらいの支払いになっているんですけれども、この

後、水城西小学校で言うと平成33年以降はどのような形になるのか、ちょっとそこのところを

教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（中山和彦） 今ご質問いただきました仮設校舎を含めた形での今後の計画という

ことになりますが、やはり学校によっては児童数が増になったり、減になったりということ

と、一時的な増ということもあります。そういうことも踏まえまして、仮設校舎といいます

か、ちょっとグレードがいい校舎をつくるべきなのか、そこ以外でまた対応していくのか、そ

ういうところは今後の課題として、検討として、今基本構想とかもやっておりますので、それ



－138－ 

を含めた形でやっていこうと今考えているところです。当然財源的なこともありますので、そ

こいらも踏まえた上で検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） それぞれ６年間で１億円ぐらいかけているんですけれども、この仮

設校舎自体がやっぱり普通に建てたものとは違って、子どもたちの教室の窓とかちょっと高か

ったりとかして、なかなか外が見づらかったりとか、ベランダがないとかということで、ちょ

っと閉鎖的で、息苦しいとまで言いませんけれども、ちょっと広さが余裕がないというふうな

話も聞いていますので、今後、子どもたちの学校施設の整備計画をつくっていくときに、そう

いうところも含めて考えていただきたいなというふうに思います。要望です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 基本的に消費税が全体的に10％という前提でつくられておるという本年

度の予算につきまして、私どもとしましては、消費税10％について反対をしておるという立場

から、これを見たときに、しかしながら全体的な市の予算でありますし、さまざまな問題が発

生をするという意味では消費税が10％になっとるからといって当初予算そのものに反対をする

というわけにはいかないということで、10％の部分についてはご指摘を申し上げて、国の問題

でありますけれども指摘をし、原案に賛成をしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 反対討論はございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 提案されております平成31年度一般会計予算額は244億2,623万円です。

市長は、予算の提案の際に、国ベースの話ですが、地方交付税等の一般財源総額について62兆

7,000億円を確保したと述べられました。市長が述べられた地方交付税などの一般財源の使い

道は、基本的に自治体に使い道の裁量が委ねられた財源です。提案された一般会計予算全体を

見ると、市民の福祉を守る前進させる取り組みもあり、全てを否定するつもりはありません

が、容認できない点も含まれています。 

 まず、歳入面で言えば、今回の定例会には消費税増税を見越して、10月から各種料金の引き

上げ議案が提案されており、付託された委員会においては、会派として関連議案に反対してお
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ります。反対した議案に基づいた収入を見込んだ予算で編成されている点は容認することはで

きません。 

 さらに、歳出面では、長年にわたり廃止を求めている同和対策事業に基づく運動団体への補

助金の支給と扶助費の支給が継続されている点も容認することができません。 

 さらに、今回の予算案では、２つの小学校の水泳授業を民間委託する予算が盛り込まれてい

ます。発表に当たり、新聞、テレビで取り上げられ、市民の関心も高い案件です。近隣自治体

では実施されている前例もないことから、実施後の各種検証に誠実に取り組んでいただくこと

及び会派代表質問で取り上げました予算支出に当たっての補助金交付のルール化を早急に整備

していただくことを重ねて要望いたしまして、提案されています平成31年度太宰府市一般会計

予算案には同会派の神武委員と反対することを表明します。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに討論はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 賛成の立場で討論しますけれども、消費税が８％から10％に上がること

を前提にという点もそれは仮定の話かと思いますが、予算というものの性格上、未確定の部分

が残っているところはほかにもあろうかと思います。幾つかはこの予算委員会の中でも議論に

なったかと思いますけれども、実際に判断をし、執行するに当たっては丁寧な説明がなされる

ことを期待して、それだけ付言して賛成といたします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第32号「平成31年度太宰府市一般会計予算について」、原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時42分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３３号 平成３１年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第２、議案第33号「平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別会

計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 262ページ、１款総務費、１項１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項徴税費、265ページまでですが、２項について質疑は

ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 264ページ、３項運営協議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次、266ページ、２款１項療養諸費、５目までございますが、質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次の２項高額療養費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） １点、昨今マスコミでよく、いわゆる人工透析の終末期って言えるの

かどうかよくわかりませんが、継続かどうかについて話題になっておりますが、本市でいわゆ

る当然高額療養費と思うんですが、人工透析に係る費用というのはどれぐらいを見込んである

のか、今わかるなら聞かせてください。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 人工透析に係る費用でございますが、大体お一人当たり年間500万

円から600万円ということで言われております。 

 こういったこともございまして、人工透析にならないように特定健診を皆さん受けていただ

いて、生活習慣病の予防をお願いしますということで私ども日ごろから訴えております。よろ

しくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ここで聞いていいのだったら、それの自治体の負担はどれぐらいにな

っているかを聞かせてください。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 基本的に７割が負担になりますが、今言われました高額療養費の分

がプラスアルファでかかってきますので、そこは人それぞれやっぱり額が変わってまいります

んで、基本７割は最低でも見ないといけないということになってまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 総額はどれぐらいになりますか。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 済みません、その分の人工透析のかかっている総額というのはデー

タとしてございませんので、集計をしておりません。 
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○委員長（門田直樹委員） わかりました。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 268ページ、３項移送費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４項出産育児諸費について質疑はありませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 済みません、状況を教えてください。 

 出産育児一時金が毎年件数が報告されていましたので、平成27年度は74件で、平成28年度は

110件だったと思うんですが、平成29年度がわかれば教えていただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 済みません、平成29年。 

○委員（堺  剛委員） 平成29年、平成30年、状況わかれば教えてください。 

○国保年金課長（山浦剛志） 申しわけございません。今ちょっとデータを持ち合わせておりませ

んので、後ほどまたご報告させていただきます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（堺  剛委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 前年度に比べ今年度がかなり減っているんですが、前年度が本市にと

ってかなりよかったのか、多かったのかというところですね。ちょっとそこら辺のご説明をお

願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） こちらの分につきましては、基本的に実績ベースで予算を組むよう

にしております。したがいまして、平成31年度予算といいますのがやはり平成29年度の決算を

ベースに見込んでおりますので、こういった数字、72件分で見ておりますけれども、減ってい

るような状況でございます。 

○委員（長谷川公成委員） わかりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 ５項葬祭諸費について質疑はありませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 済みません、保険給付費全般についてちょっとお聞きしたいんですけれ
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ども、被保険者数が減っているということで、それにもかかわらず保険給付費全体がかなり上

がっているということなんですけれども、保険給付費、国費を抑えるというそういう対策の中

で、その保険給付費が上がっている内容をちょっと解析したら、そこにヒントがあるような気

がするんですけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 保険給付費につきましては、医療費の高度化あるいは新薬の関係

で、毎年少しずつ上がってきておるのが事実でございます。 

 今議会におきまして療養給付費の補正予算を出させていただきまして、委員会ではご承認い

ただきましたけれども、その分が8,000万円ほど増額をさせていただいております、増額補正

で。その要因といたしまして、どうして8,000万円もというふうな感じになるんですが、やは

り高額の病気の方が３名ほど出られまして、大体３カ月で1,000万円ほどかかっております。

６カ月ぐらいで2,000万円ほどかかっている方がいらっしゃいまして、なかなか難病の方です

んで、病名までちょっと申し上げることはできませんけれども、そういったことでお三人の方

だけでも4,000万円ぐらいかかっていますんで、年間通しますとかなりかかってくるような形

になるわけなんです。なかなか治りにくいとかそういうことがございますので、ケース・バ

イ・ケースですけれども、そういった方も今出てきているというようなことでご理解いただけ

ればと思います。 

 あと、毎年度の診療報酬の引き上げ等もあわせてございますんで、基本的に皆様が健康にな

っていただければ、病院にかからないということになりますんで医療費は下がるだろうという

ふうに思っておりますけれども、なかなかこれ難しいことじゃないかと思いますが、よろしく

お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付分、１目、

２目までですが、271ページまで質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項後期高齢者支援金等分について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項介護納付金分について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款共同事業拠出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款財政安定化基金拠出金について、ページまたがりますが、質疑は
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ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、272ページ、６款保健事業費についての１項特定健康診査

等事業費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、下段のほうの２項保健事業費、275ページまで、１目、２

目について質疑はありませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 274ページ、275ページの医療費適正化特別対策関係費なんですけれど

も、一つは、これ特別と言わなくてもやるような性質のもののように思えるので、なぜこれ特

別という名前がついているのかという単純な疑問と、もう一つは、前年に比べてこれ減ってい

ますけれども、項目によって上下いろいろあるにしても、レセプト点検業務委託料が結構減っ

ているのが大きいと思うんです。たしか一昨年はほぼ今回の予算案に近いような数字だったの

で、どうしてそういう波が生じているのかをお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） こちらにつきましては、そういったレセプト点検をする専門の業者

というのがありまして、私ども委託をしておる業者のほうが、それまで人の目で一つ一つチェ

ックをしていったものを、システムをその業者さんのほうが開発されまして、システムを使う

ようになっております。その関係で、やはり人件費あたりがかなり削減をされたというのが一

つございまして、あと人の目で見ますと、特定の部分にだけどうしても目が行く行ってしまう

というところで、特定の部分についてはいわゆるチェックしてはねられますけれども、それ以

外のところに漏れがあったりとか傾向があっていたらしいんですけれども、その辺が機械によ

って別の視点のところもチェックができるようになってきたというふうなところで、スピード

も増していますし、人件費もかからなくなったというところでの影響でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 特別。 

○国保年金課長（山浦剛志） 特別という名称がついているのは、申しわけございません、その辺

はちょっとわかりません。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） いえ、ありがとうございます。 

 それで、レセプト点検のことちょっと疑問に思ったので、たまたま会計監査院が15年ほど前

に出した地方自治体、市町村のレセプト点検に関する報告書のようなものを読んだんですけれ

ども、15年も昔のものなんですけれども、レセプト点検は大きな自治体ほど効果が上がってい

ると。であるから、実際そういうことをしている例は少ないにもかかわらず、レセプト点検を

自治体の枠を超えて広域化すると、効果が上がることが期待できるだろうから、会計検査院と

しては注目していきたいということが書いてあったんですね。国保が県単位というふうに変わ
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っていくこともあって、今のお話のように、機械化されると効率もよくなっていくということ

であれば、おのずとそうした市の境を越えての協力体制というのは考え得るんじゃないかと思

うんですけれども、そういった検討とか動きとか、もしあるのなら、あるか、ないか、その辺

を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） このレセプト点検につきましては、実際今国保連合会のほうで１次

点検という形で全県の分全部やっているわけなんですね。それをさらに自治体ごとに振り分け

まして、２次点検という意味で本当に間違いがないかどうかというか、もっとふるいにかけら

れるものがあるんじゃないかというところで２次点検というのをしているわけなんですけれど

も、それを市町村独自でということでやっております。ですから、もう既に今笠利委員さんが

言われたような全県的なということで言えば、福岡県についてはもう連合会のほうで始めてい

るということでございます。 

 なお、福岡県の連合会でやるその点検というのは、他県に比べると厳しいというお話は聞い

ております。ふるいにかけるのがですね。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） そうすると、いや、別に聞かなくてもいいことかもしれませんけれど

も、今の回答でちょっと新しい疑問が起きたので、県で厳しく結構やっていて、その上での再

チェックを市でやっていて、市も機械化されてということになっていくと、おのずと全体とし

て機械化をさらに進めることで、市単位でのこうした作業、２次点検というのは必要かもしれ

ませんけれども、例えば別のシステムで県単位で２次点検を行うとかという方向に行きそうな

気もするんですが、これ感想だけにしておきましょうか。もし何か答えていただけることがあ

るなら答えていただければ。 

○委員長（門田直樹委員） 関連して、県がやって、まとめてやるんでしょうね。それをもう一回

自分たちもちゃんとやれということで多分回ってくるんでしょうけれども、機械でやる、つま

りプログラムでやるんだから、何かアルゴリズムが違うんですかね。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） その辺、システム的なところはちょっと私どもも聞かされておりま

せんけれども、県でやるシステムと今の市のほうで委託している業者がやっているシステムは

また別のシステムですので、恐らく見方というか、目線が多分違うと思います。ですから、市

がやっている分の中でもひっかかる分が出てきていると。それによって払わなくていい療養給

付費が見つかって、それについては返戻という形ですね。これは払えませんよということでお

返しをしているというふうな状況でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 私はわかった。 

○委員（笠利 毅委員） 了解です。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 
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 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 済みません、関連しまして、ちょっと思い出したんですけれども、呉市

に視察に課長も一緒に行かれたとき、たしかあそこもレセプトの点検する中で、あれもシステ

ムでした。ただチェックするだけじゃなくて、それから個別にどこでお金がかかっているのか

というのを抽出して、その方に対して個別に対応できて、医療費が削減できる部分は結構効果

が出ているよというようなところまで対策まで結びつけていた例をたしか一緒に見たんですけ

れども、そういう方向へのこれ発展する可能性はあるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 呉市さんのほうで聞きましたお話、あれがまさに今国のほうが進め

ておりますデータヘルス計画になるわけなんですけれども、このデータヘルス計画をつくられ

る前に呉市のほうがもう先駆けてそれをやったと。それで効果があったもんですから、国のほ

うがそれを横展開していくということで、このデータヘルス計画ということを施策の中で広げ

てきていると。で、全国の市町村が、今回２次になっておりますけれども、データヘルス計画

に基づいてやっていくというふうなことで、私どももその出てきたもんは特定保健指導という

形の中で私ども元気づくり課のほうで保健師のほうが一件一件対象となる方を回りまして、保

健指導をやっているような状況でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

○委員（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 申しわけありません、６款１項にちょっと戻らせていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） はい、許可します。 

○委員（藤井雅之委員） 済みません、６款１項の13節の委託料の中のとりわけ未受診者への勧奨

業務委託料についてなんですけれども、これ委託ですから、当然国保年金課ではなくては別の

業者さんがやられているというふうに理解しますけれども、国保加入者の方にいきなりこの委

託先のほうから電話がかかってきて、特定健診の勧奨を促すような内容について、国保加入者

の方の全てではありませんけれども、国保加入者の方の中ではそのこと自体がもう個人情報の

漏えいしているじゃないかというような話の大きいようなちょっと相談というか、そういった

ことをこちらにも持ってこられたりしたこともあるんですけれども、この点についての要は国

保の加入者への周知、その辺についての対応策も業務を円滑にしていく、進めていく上では必

要になってくるんじゃないかなと思いますけれども、その辺についての対応策、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 加入者の皆さんに対しましてこの特定健診につきまして受けてくだ

さいよというのは、毎年度５月ごろ、本人宛てに受診票とあわせてご通知を差し上げておりま
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す。その中で、毎年度受診される方、あるいは毎年度ではないけれどもたまに受診される方、

全く受診されない方、さまざまいらっしゃいます。当然全く受診されない方は何がしかの病気

にかかって、病院に行かれて、そこで悪い部分の検査をされる中で、ほかの病気が見つかった

らそこを治していくとかといわれる方もありますけれども、市のほうではその辺のところが詳

しくこの方、この方というわけに見つけられないもんですから、過去の健診のデータ等を見ま

して、そういった方を分類いたしまして、それぞれに合った勧奨の通知等を本年度平成30年度

につきましてはまず出させていただきました。その上で反応を待ちまして、ご連絡等あるいは

健診等を受診されない方に対して、実際業者のほうから、業者は保健師、栄養士なんですが、

そちらのほうからお電話をして、受けてくださいというふうなご案内をさせていただいており

ます。 

 今までこれ内部の職員でやっていたんですけれども、健康面ですので医学的なことをちょっ

と言われたりすると、もう事務職員ではなかなか対応はできないというふうなことがあるもん

ですから、そういった業者を使いまして、業者が雇っているといいますか、業者の保健師あた

りが詳しい説明等を本年度についてはいたしております。 

 ただ、こういった業者を使っての勧奨というのは本年度初めてやっております。それまで職

員がずっとやっておりましたんで、やり方をしばらく何年かちょっといろいろ変えてみて、ど

ういったやり方が効果があるかというのをちょっと試してみたいと思っておりますので、来年

度は同じやり方をするかどうかというのはまだ決めておりません。ちょっと変えるような形で

今のところ考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 要望ですけれども、今質問に当たって述べたようなことがあっておりま

すので、その点も踏まえた上で対応策検討していただきたいというふうに思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、274ページ、７款基金積立金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、８款公債費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 276ページ、７ページ、９款諸支出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、10款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 
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 次に、254ページ、歳入に入ります。 

 １款国民健康保険税、１項１目、２目について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 国保税のこれも算入の見込みの根拠ですけれども、いつも決算ベースで

も収納率見ると、まず100％いくことはないというふうに仕組みとして理解しております。国

保から社会保険に移られたりとか、後期に行かれたり、あるいは年度の途中で亡くなられたり

とかいろいろなケースがあって、100％いかないというふうには理解していますけれども、今

回県単位の中で事前に納付金を県のほうが示す仕組みになっていると思いますけれども、その

際の対応、そういった部分の仕組みに変更があるのかどうか、お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 納付金の計算に伴いまして、その計算するに当たりましてですけれ

ども、標準的な収納率というのを県のほうが定めております。本市につきましては、過去３年

分の平均的な収納率ということで92.35％ということで、それを確保すれば納付金は納められ

るはずですということで市のほうには言われてきておりますんで、そこをベースにまず考えて

おります。 

 なお、これとは別に収納目標というのが保険者努力支援制度の中で設けられておりまして、

それにつきましては、本市につきましては94％ということで、その標準収納率よりも若干高い

というふうなところが目標というふうにされております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（藤井雅之委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 滞納繰越分についてお尋ねしたいんですが、毎年度国保の決算というの

はもう赤字ということで、あえて質問させていただくんですが、255ページの４番、５番、６

番です。滞納繰越分、介護納付金まで、それと下も４、５、６ですね。これ全部合わせます

と、大体8,500万円ぐらいになるんですね。この辺の徴収を今年度は先の収納率の問題出まし

たけれども、その徴収、取り組みについて、何かかわったことをやるとか、毎年こういう大変

厳しい、いろいろな事情があると思うんですね、納め切れない人たちも。やはり経済的に非常

に苦しいんだということもあると思うんですが、この辺、取り組みについて、何か今年度はち

ょっとこういうことをやってみようという新しい方法がありましたら教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） こちらにつきましては、６月補正だったと思います、Ｐａｙ－ｅａ

ｓｙという口座振替を導入をさせていただいております。市役所の窓口でそのまま振替の手続

ができるというふうなことです。Ｐａｙ－ｅａｓｙという機械を導入させていただいておりま
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して、今これから特に転入の時期になりますけれども、新たに国保に加入される方に対しまし

て、窓口で積極的に口座振替をしてくださいということで呼びかけるということで、条例も口

座振替を国保税については基本とするということで変えさせていただいておりますので、そう

いったところも説明をいたしまして、積極的な加入というのを今取り組んでおります。 

 あと、納税課のほうになるんですけれども、市の補助金といいますか、市への交付金を使い

まして、これ特別調整交付金なんですが、臨時職員の人件費の一部、半分ぐらいを見ることが

できるということで、納税課のほうにこれまでよりもプラス１名で職員を配置をするというふ

うな形で今のところ計画をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） そのＰａｙ－ｅａｓｙというのわかりましたけれども、あとこういった

世帯の方へのお知らせ、この間もお話出ていましたが、その分納分割のやり方とか、こういっ

たものは年１回だけ出すんじゃなくって、やっぱり再三督促といいますか、催促をしていただ

いて、少しでも徴収率、収納率をアップしていただきたいと。先ほど94％というふうな目標が

ありましたけれども、これを上回るような8,500万円ほどあるんです。結構ばかにならない数

字なんですけれども、これをやはりもっともっと98ぐらいに行くような目標を持っていただい

て、収納率アップに努めていただきたいと思いますが、最後にその見解を聞かせてください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） この収納率アップにつきましては、納税課と一緒に私ども国保年金

課職員一緒になって取り組んでおります。基本的に納税課の職員が頑張って徴収は行っており

ますけれども、私どものほうも任せっきりではなくて、電話での催促等も納税課の職員と一緒

になって取り組んでおりますので、これからもそういった形で頑張っていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 256ページ、２款１項県負担金・補助金について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項財政安定化基金交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款１項財産運用収入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ４款繰入金、１項１目、ページは259までですが、４款についての質

疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、５款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ６款諸収入、１項、２項、これも一緒にいいですね。続きまして、

261ページまで、６款について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 260ページ、７款市債について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、278、279ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、280ページ、281ページの債務負担行為の関係の調書について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 反対の立場で討論いたします。 

 平成31年度の国民健康保険税につきましては、値上げをするというような議案が今回出てお

ります。それに基づいての予算ということで、反対の立場です。 

 今の議論の中で、医療費がかかるような事例があるというようなお話もありましたし、徴収

も上げていかないといけないというようなお話がありましたけれども、国保加入者の方につい

ては、払いたくても払えないというような状況もありますので、そういうことも含めて均等割

の廃止なども今後検討して、お願いしたいと思います。 

 以上をもって反対討論といたします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第33号「平成31年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について」、原案のとおり
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可決することに賛成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前11時11分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

 ここで11時20分まで休憩します。 

              休憩 午前11時11分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時20分 

○委員長（門田直樹委員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 先ほどゴルフ場利用税交付金についてお尋ねがございましたけれども、

わかりましたのでご報告をさせてください。 

 太宰府ゴルフ倶楽部ですけれども、筑紫野市と面積またがっておりますので、総面積に対し

ます太宰府市の面積の割合によって案分した数に対しまして太宰府市のほうに交付されるわけ

でございますけれども、県に納入されましたゴルフ場利用税の10分の７の金額をそのゴルフ場

の所在地の市町村に交付されるという中身になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ありがとうございます。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（山浦剛志） 先ほど堺委員さんからのご質問で、出産の関係でございます。 

 平成29年度が64名、平成30年度、今年度ですが、２月末までで50名ということになっており

ます。 

 以上でございます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３４号 平成３１年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） それでは、日程第３、議案第34号「平成31年度太宰府市後期高齢者医

療特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 292ページ、よろしいですか。 
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 １款総務費、１項総務管理費、１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、２項徴収費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 294ページ、295ページ、２款諸支出費、１項償還金及び還付加算金に

ついて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、288ページの歳入に入ります。 

 １款保険料、１項後期高齢者医療保険料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項償還金及び還付加算金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項雑入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 290ページの５款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、296ページ、297ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第34号「平成31年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について」、原案のとおり可

決することに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時23分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３５号 平成３１年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第４、議案第35号「平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予

算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 まず、保険事業勘定の歳出、318ページ、１款総務費１項総務管理費、１目、２目について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、２項徴収費、次の次のページまでですが、質疑はございま

せんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 済みません、戻ります。 

 １項１目。庶務関係費の委託料で、介護保険事業計画等策定委託料というのがあるんですけ

れども、これについてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川﨑純一） この介護保険事業計画等策定委託料につきましては、今現在平成

30年度から第７期を策定させていただいております。この分につきましては、第８期、これ３

年に１度になりますけれども、第８期の策定料に伴う委託料となっております。国のほうから

策定に伴います調査等も平成31年度から実施をしていくようにというふうな指導もあっており

ますので、それに伴いましてこの委託料を第８期分を計上させていただいているものでござい

ます。 

 以上です。 
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○委員長（門田直樹委員） 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 済みません、その２つ下の高齢者実態調査委託料、これも調査され

る内容だと思うんですけれども、これとの関連はあるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川﨑純一） この実態調査委託料、今回初めて計上しておりますが、この分は

計画作成に伴いますその根拠となる実態調査、昨年度は郵送にて作成委託料業者の中で全て行

っていただいておりました。今回はやはり直接聞きながら、認定のときの訪問調査行ったとき

に一緒に聞き取ってくるというふうな形で、訪問調査を行います事業所職員のほうにそのまま

この実態調査のほうも行っていただくというふうなところで、それを行うように努めてくれと

いうふうなことでの指導もあっておりますので、それに基づきまして今回調査委託料として計

上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 それでは、320ページ、２項はよろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項介護認定審査会費、１目、２目ですが、その次のページまでです

ね。ページは323ページまでですが、３項について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、322ページの４項趣旨普及費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５項運営協議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目、２目からずっと行

きまして、327ページの10目までですが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、326ページ、２款２項介護予防サービス等諸費、これも１

目から329ページの８目までございますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、328ページの２款保険給付費、３項その他諸費について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの４項高額介護サービス等費、ページは次の次ま

でですが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、330ページの２款５項高額医療合算介護サービス等費につ

いて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、６項特定入所者介護サービス等費も１目から４目まで、

333ページまでですが、６項について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 332ページ、３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス

事業費、１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、334ページの３款２項一般介護予防事業費について質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの３項包括的支援事業・任意事業費、ずっと行きまして、

339ページ、まず１目について質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、338ページの２目任意事業費が341ページまでですが、質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） そしたら、342ページ、３款４項その他諸費について質疑はございま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金について質疑はございませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款２項繰出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款基金積立金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ページ344ページの６款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、310ページ、歳入に入ります。 

 １款保険料、１項１目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款国庫支出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） １項、２項、よろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、312ページ、４款支払基金交付金について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款県支出金、１項県負担金について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項県補助金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款財産収入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの７款繰入金の１項一般会計繰入金について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 314ページの２項基金繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同款３項介護サービス事業勘定繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ８款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ９款諸収入について質疑はありませんか。 

 また、314ページから315ページの１項、ページは316ページの９款２項預金利子について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項雑入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、介護サービス事業勘定について、歳入歳出一括して質疑を行います。 

 事項別明細書の354ページから歳入及び356ページからの歳入歳出、それぞれございますけれ

ども、質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、305ページ、戻りますけれども、第３表債務負担行為

について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、保険事業勘定、介護サービス事業勘定の歳入歳出全般につ

いて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、346ページ、347ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、348ページ、349ページの債務負担行為関係の調書につ

いて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第35号「平成31年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について」、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時34分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３６号 平成３１年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい 

              て 

○委員長（門田直樹委員） 日程第５、議案第36号「平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 
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 直ちに審査に入ります。 

 368ページ、369ページ、１款総務費、１項総務管理費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款基金積立金について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 廃款公債費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、364ページ、歳入に入ります。 

 １款財産収入について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） じゃあ、進みます。 

 ２款繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款償還金、１項償還金、367ページまでですが、４款について質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 廃款県支出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、370ページの地方債に関する調書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

 神武副委員長。 

○副委員長（神武 綾委員） 済みません、歳入のところでちょっと確認したかったんですけれど

も、県からの補助金があっていた思うんですけれども、その点について歳入のところに見当た

らなかったんですけれども、この平成31年度はどのような動向になっているのかを教えてくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（寺崎嘉典） 県からの補助金につきましては、市のほうが貸し付けを受けており

ました償還に対する利子補給という形で補助を受けておりましたけれども、今年度中に償還が

終わりますので、平成31年度はなくなったというような状況でございます。 

 以上です。 
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○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第36号「平成31年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」、原案の

とおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時37分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３７号 平成３１年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第６、議案第37号「平成31年度太宰府市水道事業会計予算につい

て」を議題とします。 

 それでは、ページ順に審査を行います。 

 まず、１ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、４ページから８ページまでの収益的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、９ページから11ページの資本的収入及び支出について質疑はあ

りませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） 10ページの工事請負費のところで、配水管布設替工事、それと配水施設

改良工事というのがあると思います。今のところアセットマネジメントという計画をつくっ

て、順次布設替え、施設の改修を行っていっていると思うんですけれども、ちなみにこの延長

とかも特に書いてはないんですけれども、アセットマネジメントによると、毎年、管としては

大体どのくらいの布設替えを行っていけば無理ない水道事業になるのか、伺いたいと思います

が。 
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○委員長（門田直樹委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤政吾） 施設の延長につきましては、ちょっと今調べておりますが、アセッ

トマネジメントに基づきまして、どの程度の延長をということでございますが、水道管の口径

によりまして当然単価が違ってまいります。それで、一応１月に議員の皆様に中・長期実施計

画ということでご報告させていただきましたが、一応水道管の布設替え、新設、基幹管路の整

備につきましては、毎年度水道事業でそういったものに投資できる費用が約４億円程度でござ

います。その４億円程度でまず浄水場に係るような経費、それから給水の配水池に係るような

経費を除いたところの部分を基幹管路の更新、給排水管の更新に充てていくというところで、

一応延長ということでは具体的な数字は計画上は持っておりません。申しわけございません。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ちょっと質問の仕方が悪かったと思いますけれども、アセットマネジメ

ント計画に基づいて、もう改修のほうがそれに基づいて進んでいるというふうに解釈してよろ

しいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道施設課長。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） 済みません、布設替えに対してなんですが、全体的な布設替え

をしようとすると、全体の延長が約330㎞ぐらいありまして、これも管径がいろいろ、まちま

ち、220㎝から５㎝の管とかもありまして、結局は延長がこれだけ長いんですけれども、これ

を一応アセットで考えているのは、50年で布設替えするに当たっては年間６㎞ぐらい必要だと

いうこと、単純計算ではあるんですが、やはり皆さんの安全な水を供給するに当たって、大き

い管の古い管のほうから布設替えを行っておるということで、今全体的に約50年で１年間６㎞

と言いましたけれども、来年度で布設替えを予定している管といたしましては、布設替えで言

いますと約２㎞ぐらいを予定しております。これはどうしてかというと、やはり管径が大きい

とかその辺がありまして、年間の布設替えする場所によっては管径の大きい小さいがあります

のでということになるかと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 次に、12ページの水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、13ページから15ページまでの給与費明細書について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、16ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ
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んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、17ページから19ページまでの平成30年度水道事業予定損益計算

書、水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、20ページから22ページまでの平成31年度水道事業予定損益計算

書、水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、23ページ、24ページの注記について質疑はありませんか。 

 質疑。 

○委員（藤井雅之委員） 済みません、全体で。 

○委員長（門田直樹委員） 全体ですね。許可します。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 済みません、ルール理解せずに申しわけありません。 

 済みません、水道会計全体でお聞きするつもりだったんですけれども、10月からの消費税増

税を見込んでの大体10月から３月までのどれくらい10％にすることでの料金収入というか、料

金に合わせてかかる消費税がどのくらい増えてくる見込みかという数字がもしあればお聞かせ

いただきたいと思いますが。ないなら後日報告で結構です。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤政吾） 済みません、今その数字を持ち合わせておりませんので、後日報告

させていただきたいと思いますが、水道料金、下水道使用料もそうでございますが、今回消費

税法の改正によりまして、使用分といたしましては、11月の使用分から消費税が10％上がると

いうことになります。水道料金、下水道使用料、２カ月遅れでご請求しておりますので、実際

に上がりますのは１月のご請求分から。１月、２月、３月の３カ月分が10％の取り扱いという

ことになります。 

 詳細につきましては、申しわけございません、後日よろしくお願いいたします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 終わってよろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 水道会計予算につきましては、先ほど一般会計の歳入でも反対いたしま

した消費税関連の増税部分が含まれる予算構成になっておりますので、同会派の神武委員と反
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対を表明いたします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第37号「平成31年度太宰府市水道事業会計予算について」、原案のとおり可決すること

に賛成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第37号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前11時46分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３８号 平成３１年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第７、議案第38号「平成31年度太宰府市下水道事業会計予算につ

いて」を議題とします。 

 ページ順に審査を行います。 

 １ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、４ページから７ページまでの収益的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、８ページから10ページまでの資本的収入及び支出につ

いて質疑はありませんか。 

 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ９ページ、工事請負費のところで、下水道新設工事で１億7,200万円上

がっております。決算のときに下水道の人口普及率が出てくるとは思うんですけれども、ちな

みに平成29年度までに99.5％、もう100％目前なんですけれども、ちなみにこの平成31年度、

この管布設工事が終わった段階で、どのぐらいまでその人口普及率増える見込みでしょうか。

見込みという形で構いませんので、教えていただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道施設課長。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） 下水道の新設工事ということで今回予算計上しておりますけれ

ども、これが新設という言葉なんですが、来年度は、今年度からしておりますもともとの下水

道管の内部が老朽化していますので、その改築工事といいまして、そういう工事をしているの

が主な工事でありまして、下水道の整備といいますと、来年度予定しているのが、もう北谷地
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区の宇美町の境ぐらいのところの延長がもう約300ｍほどの整備という形になりまして、先ほ

ど言いましたその整備率に関して言いますと、もうほとんど整備というのは上がらないような

状況にはなるかと思います。 

 以上です。 

 よろしいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 木村委員。 

○委員（木村彰人委員） ちなみに100％目前なんですけれども、大体100％完了予定というのは大

体目途としては何年度ぐらいになる予定でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道施設課長。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） 今整備が残っている地区が、先ほど言いました北谷地区、また

あと内山の奥のほうにあります温泉、竈門神社から右手に行った奥のほうとか、北谷の一部、

内山地区の一部なんですが、あと今県道の整備が行われておりまして、県道の進捗によりまし

てその沿線沿いの整備とかというのがありますので、ちょっと何年度という後ろの期間はして

いないんですが、そういう形が残っている状況であります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、11ページの下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計

算書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、12ページから14ページまでの給与費明細書について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、15ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、16ページから18ページまでの平成30年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、19ページから21ページまでの平成31年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、22ページ、23ページの注記について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 
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 上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤政吾） 申しわけございません、先ほど藤井委員さんからのご質問で、水道

料金の中に消費税がどれほど昨年度からアップしているのかというご質問があったと思います

が、今調べましたところ、水道料金で昨年度から約65万円全体的に増加しているということで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 下水道事業会計につきましても、さきに反対しました水道会計と同様の

理由でございます。同会派の神武委員と反対を表明いたします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第38号「平成31年度太宰府市下水道事業会計予算について」、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第38号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前11時51分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

 これで予算特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） ここでお諮りします。 

 本委員会における審査内容と結果の報告につきましては、委員長にご一任願いたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ご異議なしと認め、委員会の審査内容と結果の報告につきましては、

委員長に一任することに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） これをもちまして予算特別委員会を閉会します。 

              閉会 午前11時52分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   令和元年５月21日 

 

 

              太宰府市予算特別委員会委員長  門 田 直 樹 
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